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刊行の辞

日本国際問題研究所はその創立40周年を記念して、国際シンポジウム「人

間の安全保障を求めて」を開催した。ここに同記念国際シンポジウム報告書

を公刊する運びとなったことは、喜びにたえない。

当研究所は、1959年12月、吉田茂元首相の提唱により創設されて以来、昨

年で40周年を迎えた。その設立趣意書は、当研究所が、米国の外交問題評議

会（The Council on Foreign Relations）や英国の王立国際問題研究所（The

Royal Institute of International Affairs, The Chatham House）に範をとり、「わが

学界、官界、政界、実業界、言論界など各界の協力の下に、一大中央研究施

設を作り、新しいわが民主外交の進展に即応する実証的な研究体制を整備せ

んとする」ことを目指して当時のわが国の各界有識者の総意によって設立さ

れるものであることを謳っている。それ以来、当研究所は、国際政治、国際

経済、国際法など広く国際関係と外交にかかわる分野でわが国を代表するシ

ンクタンクとして、その活動領域を大きく発展させてきている。

今日、世界は、冷戦構造が消滅した後の新たな国際秩序の模索を続けてい

る。伝統的な国家間関係や、国と個人の関係も大きく変化しつつある。さら

に情報技術革命を中心とするグローバリゼーションという大きな波は、今日

の国際システムに質的な変化をもたらしている。このような状況のなかで、

安全保障の問題についても、伝統的な国家安全保障という見地からだけでな

く、「人間の安全保障」という新しい見地から捉える必要があるのではないか

という考え方が注目を浴びるようになってきている。

このような背景において当研究所では、創立40周年記念行事として、「人

間の安全保障を求めて」と題する国際シンポジウムを国連大学で開催する

こととしたものである。この国際シンポジウムでは、故小渕恵三内閣総理

大臣及びブトロス・ブトロス＝ガリ前国連事務総長に基調講演をいただき、

内外の有識者16名の参加を得て、きわめて質の高い議論が展開された。故

小渕恵三前首相が熱心に推進された「人間の安全保障」の具体的な内容に

ついて、理論面からの貢献をいささかなりとも行うことができたのではな

いかと自負している。

本書は、2日間にわたるこの国際シンポジウムでの基調講演と各セッショ
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ンのキーノートスピーチを中心に、シンポジウム概要を収録したものである。

本書を通じて、「人間の安全保障」をめぐる議論がさらに深まることを期待

する。

なお、本件シンポジウム開催にあたっては、共催機関である国連大学から多

大な支援と協力を賜った。本書の刊行を機に、深甚なる謝意を表したい。

平成12年10月

財団法人日本国際問題研究所

理事長　小和田　恆　
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1999年12月11、12日の両日、国連大学で日本国際問題研究所の創立40周年を

記念する本シンポジウムが、当研究所と国連大学の共催により開催された（後

援：外務省、読売新聞社）。小渕恵三首相（当時）とブトロス・ブトロス＝ガ

リ前国連事務総長の基調講演が行われた後、内外の著名な有識者の参加を得て、

「人間の安全保障（Human Security）」という比較的新しい概念について質の高

い議論が展開された。2日間でのべ500名を超える聴衆が集まり、大がかりなシ

ンポジウムとなった。シンポジウムの概要は、次のとおりである。

［シンポジウムの構成］

12月11日

開会挨拶　平岩　外四（日本国際問題研究所会長）

ハンス・ファン・ヒンケル（国連大学学長）

基調講演　小渕　恵三（内閣総理大臣（当時））

ブトロス・ブトロス＝ガリ（前国連事務総長）

第１セッション「紛争予防措置」

キーノートスピーチ 小和田　恆（日本国際問題研究所理事長）

モデレーター ブトロス・ブトロス＝ガリ（前国連事務総長）

パネリスト ユスフ・ワナンディ（インドネシア戦略国際問題研究

所元会長）

志村　尚子（津田塾大学学長）

ケネディ・グラハム（国連大学国際リーダーシップ

アカデミー・ディレクター）

第２セッション「持続的開発の促進」

キーノートスピーチ ヘスス・Ｐ・エスタニスラオ（フィリピン・アジア太

平洋大学教授）

モデレーター モーリス・ストロング（アース・カウンシル議長、国

連事務総長特別補佐）
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パネリスト ラシャド・ファラ（駐日ジブティ共和国大使）

廣野　良吉（成蹊大学名誉教授）

シャヒード・フセイン（元世界銀行上級副総裁）

12月12日

第３セッション「人間の尊厳の推進」

キーノートスピーチ ハンス・ファン・ヒンケル（国連大学学長）

モデレーター 明石　康（日本予防外交センター会長）

パネリスト エマ・ロスチャイルド（ケンブリッジ歴史経済センタ

ー・ディレクター）

波多野　里望（学習院大学教授）

テオドア・メロン（ハーバード大学客員教授）

最終セッション「人間の安全保障構築への戦略」

パネリスト討議／全体討議

モデレーター 小和田　恆

パネリスト ブトロス・ブトロス＝ガリ

ハンス・ファン・ヒンケル

ヘスス・P・エスタニスラオ

モーリス・ストロング

明石　康

［討議概要］

このシンポジウムは、個人個人の安全を確保するために必要な紛争予防や開

発の問題を取り上げるとともに、「人間の安全保障」の前提ないし基盤と位置

づけられる人間の尊厳についても考察することによって、概念規定と現実的な

方策の双方の論点を視野に入れたものである。

基調講演では、1999年のケルン・サミットで自ら「人間の安全保障」を提唱

した故小渕首相から、「各国政府がどのように『人間の安全保障』という視点

を取り込み、どのように政策に具体化していくか」という、政策化に関わる課

題が提起された。とくに「紛争予防」に関しては、紛争の潜在的要因（貧困や

不平等など）の除去、紛争自体に対する対応や解決、紛争終結後の再発防止と

いった一連のプロセス全体にかかわる取り組みや、その各段階における総合的

な対策の必要性が述べられた。

またガリ前国連事務総長からは、平和と開発と民主主義の間の複雑な相互関
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係が論じられた。国連の平和維持活動の対象や期間が拡大された結果、紛争の

前と後における開発と民主化の重要性が高まった。そこでは「持続可能な開発」

が、人々のエネルギーを平和や発展に向けさせ、紛争の予防やその再発防止に

大きな効果を発揮するとして、開発にかかわる新たな概念としての「人間の安

全保障」が強調された。

第１セッション「紛争予防措置」では、小和田理事長から伝統的な国家安全

保障という国家主権中心の正義と、紛争でもっとも直接的な危害や脅威に直面

する人間を中心とした正義が背反する場合、その間でわれわれはいかにすべき

なのかという問題が提起された。1990年代における冷戦構造の崩壊を契機とし

て、国際システムそのものが構造変動を起こしている。一方では潜在していた

内部の対立要因が顕在化して地域紛争が多発することとなり、他方では、個人

を含めて国家以外のアクターが国家の枠を越えて活動するようになってきた。

議論は、「正義」や「安全」が国家のためのものなのか個人のためのものなの

かから出発したが、結局これは両者のためであるという観点から方法論につい

ての発言が多かった。各種の紛争を予防するための社会的な基盤の整備（多様

性の承認、貧困の排除、参加型民主制度の確立、そしてとくに「寛容の精神」

を説く教育）や実際的な措置の実施（早期警戒システムの国際的整備、犠牲者

への人道的援助、和解プロセスや責任者の処罰の徹底）が訴えられた。国際シ

ステムがいかに構造変化を遂げても、国家を中心とする国際社会それ自体は存

続するので、国家が見落としがちな「人間の安全保障」に関する思想や行動の

必要性が指摘された。その過程で、どのような紛争がどのような手段で予防で

きるのか、一国単位の民主化と国際社会の民主化はどのように連関していくの

かといった問題についても、国家安全保障と「人間の安全保障」の双方から検

討されるべきだという視点も提示された。

第２セッション「持続的開発の促進」では、元フィリピン財務長官のエスタ

ニスラオ教授から、開発はすべての個人のためのものだという前提が示され、

とくに途上国の開発問題における家族の重要性が指摘され、家族を主たる単位

としたベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）のための援助の重要性が論じ

られた。また、国家と市場との関係に関して、開発が持続可能であるためには、

国家の経済政策が市場経済を補完する必要があるとの見方が示され、開発と経

済全般に対する国家の監督機能の強化が訴えられた。その後パネリストから、

貧困の撲滅こそが「人間の安全保障」の核心であるとの主張や、貧困の撲滅と

紛争の解決との間の関連、先進国の援助疲れを克服するための効果的なアプロ

ーチなどが議論された。グローバリゼーションがもたらす「影の問題」と「人

間の安全保障」との関係、文化の多様性の維持と普遍的価値規範の尊重との関
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係、援助における「オーナーシップ」と「パートナーシップ」の重要性、開発

におけるNGOの役割など、多様な論点について、活発な討論がなされた。

第3セッション「人間の尊厳の推進」では、冒頭に国連東ティモール暫定統

治機構（UNTAET）のデ・メロ国連事務総長特別代表と国連コソボ・ミッショ

ン（UNMIK）のクシュネル国連事務総長特別代表から、本シンポジウム宛て

のメッセージが伝えられた。そこでは、危機的状況下にありながら現地住民が

希望や寛容をもってたくましく生きている姿が紹介され、人間の尊厳を考える

うえでの重要な事例として、参加者の共感を呼んだ。続くヒンケル学長の発表

では、人間の尊厳と疎外という問題が論じられ、疎外を生み出す貧困とその撲

滅が強く主張された。途上国と先進国の一人当たりの所得格差は過去30年で約

３倍に拡大しており、途上国の貧困は人間の寿命、健康、生活、知識を剥奪す

るのみならず、暴力による政治的疎外や国・社会そのものの不安定化をもたら

している。それゆえ、貧困の撲滅はさまざまな分野での「人間の安全保障」を

可能とする、もっとも基本的な方策であると指摘し、他者の尊厳を守ることに

よって自己の尊厳を守るという観点の重要性を説いた。

討論では、人間の尊厳こそが「人間の安全保障」の根源であることが指摘さ

れた。しかし、実際には人間対人間の残虐行為が繰り返され、人間の尊厳や人

権の尊重はレトリックでは成功しても、現実には失敗している。先進国でも増

加している人権侵害の現状も報告され、主権国家を対象とした国際法の分野で

個人の人権を擁護するための規範作りがどこまで進展しているかも報告され

た。このように規範と現実が乖離しているなかにあっては、国際規範の国内法

化の重要性もさることながら、もっとも重要なことは、寛容や赦しといった価

値を尊ぶ文化を広めることであるという見方が強調された。

最終の総括セッションでは、三つのセッションでの議論を踏まえたうえで、

国際社会のあるべき姿、われわれが欲している変化は何であるかという問題意

識に基づいて、「人間の安全保障」に関してさまざまな議論がなされた。これ

をまとめると、「個人があらゆる安全保障の最終の目的である。人間の尊厳を

確保していくためにはシビル・ソサエティの力が必要であり、国際社会におけ

るシビル・ソサエティの新たな役割が期待される。開発におけるシビル・ソサ

エティの役割は、個々人に自分たちが影響力をもちうるという意識を育むこと

である。人間の尊厳については共通の価値観が必要だが、地域的な文化の多様

性は尊重されなければならない。個々人が自分の問題とグローバルな問題との

関連を考えることが大事であり、個人は小さくとも、国家のなかで重要な役割

を担うものである」ということになる。

最後に、小和田理事長より「人間の安全保障」は国家安全保障の対立概念で
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はなく、国民の安全保障という同じ目的のためのもう一つの視点であるとの評

価がなされ、シンポジウムは幕を閉じた。

このシンポジウムの特徴は、次の3点にあると思われる。

第一は、学問的にはまだ新しい、規定途上にある概念を取り上げ、今後の概

念規定の議論に積極的に貢献しようとしたことである。国際システムが変化し

ているなかにあって、国家安全保障を中心とする従来の枠組みのみでは十分に

対応できないという現実に直面しているが、新たな枠組みはまだ構築途上にあ

る。この枠組み構築に必要な概念を整理するという点で、このシンポジウムは

学術的にも政策的にも評価しうるものであると思われる。

第二に、いずれのセッションにおいても、教育の重要性が繰り返し強調され、

「人間の安全保障」を担保していくものは、制度や政策よりも人々の意識その

ものであることがより明確に理解されたことが挙げられよう。われわれが直面

する問題群は、イデオロギー優先の政治や経済的利害の調整では収拾できない

感情に根ざすものが多い。多様性の尊重と寛容の精神を重視する教育の役割が

たびたび強調された。

第三に、しばしば二律背反のイメージがもたれるものは、実は相互補完関係

にあると考えるべきだという視点が提示されたことである。「人間の安全保障」

は、国家安全保障に対する対立概念として登場した観もあるが、実際にはそう

考えるべきものではない。これは、経済における政府と市場の役割、貧困対策

における政府とNGOの役割、参加型民主制度における政府の監視と個人の自

由など類似の例がいくつも挙げられた。これらは、すべて個人と国家の関係に

かかわる問題である。対立関係ではなく協調関係のなかで将来像を描いていく

べきだという指摘が印象に残る。

なお、本報告書は、本シンポジウムの基調講演と各セッションのキーノート

スピーチおよびパネリスト報告を中心に収録したものである。各セッションの

討議概要については、紙数の関係で、最終セッションの総括討議を除き、割愛

した。

（松本　弘・日本国際問題研究所主任研究員）
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1

小渕総理大臣閣下、ブトロス・ブトロス＝ガリ閣下ならびにご列席の皆様

財団法人日本国際問題研究所の創立40周年を記念するこの国際シンポジウム

の開催に当たり、研究所の会長として一言ご挨拶申し上げたい。

日本国際問題研究所は、1959年の12月、故吉田茂元総理大臣の提唱により、

広く国際関係と外交に関わる分野の調査研究機関として創設された。設立の経

緯については、設立趣意書にもあるように、「学界、官界、政界、実業界、言

論界など各界の協力の下に、一大研究施設を作り、新しいわが民主外交の進展

に即応する実証的な研究体制を整備せんとする」ということを目的として、各

界有識者の総意の下に設立されたのであった。

その後40年、本研究所は、創立委員の方々の精神を体しつつ、国際情勢の推

移と変化に対応して活動領域を広げてきており、最近では、いわゆる「トラッ

ク・ツー外交」といわれるなかで、日本を代表するシンクタンクとして、我が

国の外交政策の立案に少なからぬ貢献を致していると自負している次第である。

さて、本日は、ファン・ヒンケル学長をはじめとした国際連合大学の皆様の

ご協力をいただいて、「人間の安全保障を求めて」と題する国際シンポジウム

を実施致すこととなった。本日と明日の2日間にわたって、紛争予防措置、持

続的開発の促進、そして人間の尊厳の推進という人間の安全の中核をなす課題

について、内外の著名な方々の貴重なご意見と深い洞察力に富んだご高説を拝

聴できるものと考えている。

本日、最初の基調講演をされる小渕総理大臣閣下は、「人間の安全保障」の問

題の重要性を率先して世界に訴え、そのための国連の特別基金創設に際して指導

力を発揮された。また、ブトロス・ブトロス＝ガリ閣下も国連事務総長として、

世界平和のために多大の尽力をされ、「平和の課題」という構想を発表された。

本日ここにご参会の皆様、

日本国際問題研究所の創立40周年を記念する「人間の安全保障」シンポジウ

ムにご参加を賜り心より感謝申し上げたい。このシンポジウムを通じて、「人

間の安全保障」に関する認識が一層深まり、より平和でより豊かな国際社会の

平岩　外四　Gaishi HIRAIWA

日本国際問題研究所会長・㈱東京電力相談役

開会挨拶



実現を目指す努力がさらに進むことを祈念致したい。

最後に、本研究所への皆様のご支援をお願い申し上げて、ご挨拶に代えさせ

ていただきたい。
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3

小渕恵三総理大臣閣下、会場の皆様、ゲストの皆様、国連大学を代表して

心から歓迎を申し上げたい。

本日のゲストのお一人であるブトロス・ブトロス＝ガリ前国連事務総長は、

高名な学者でもあり、1993年2月、この国連大学の開学を公式に宣言された方

である。そのガリ前国連事務総長の参加に加え、これほど多くの優れた講演者、

パネリスト、そして参加者を世界各国からお呼びできたのは、ひとえに日本国

際問題研究所と小和田恆理事長のこれまでの長年の実績の賜物である。

まず、40年間にわたり世界中の人々の平和と安寧のためにご尽力されてきた

ことに対し、日本国際問題研究所、平岩外四会長、小和田大使に心からお祝い

申し上げたいと思う。また、このシンポジウム開催にあたり、日本国際問題研

究所の皆様と一緒にお仕事をする機会を得たことは、私の喜びであり、光栄と

するところである。

われわれはこのシンポジウムの内容と成果に大いに期待している。「人間の

安全保障」は依然として論議を呼ぶテーマであり、大いに注目すべきコンセプ

トである。すべての人々に人間的尊厳を保障するために、日本の、とりわけ小

渕総理のイニシアティヴのもとで、「人間の安全保障」というコンセプトを一

層明確なものにし、その実現への道をご提示いただきたいと思う。小渕総理の

ご出席とご協力が得られたことは、総理が「人間の安全保障」を重要視されて

いる証であり、国連大学もまた同様である。皆様の活発で実りあるシンポジウ

ムになることを念願したい。

ハンス・ファン・ヒンケル　Hans van GINKEL

国連大学学長

開会挨拶
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皆様おはようございます。小渕恵三でございます。

本日は、国連大学と日本国際問題研究所の共催になる、日本国際問題研究所

創立40周年の記念シンポジウムにお招き頂き誠にありがとうございます。内外

で活躍しておられる沢山の著名なオピニオンリーダーの皆様が参加されるこの

シンポジウムにおきまして基調講演を行う機会を頂きましたことは誠に光栄で

あり、主催者の皆様に厚く御礼申し上げたいと思います。

また、今般、日本国際問題研究所が創立40周年を迎えられたことに心からお

祝いを申し上げたいと思います。吉田茂元首相が日本国際問題研究所の設立を

提唱された1959年当時、我が国において国際問題を本格的に研究する機関はほ

とんどありませんでした。日本国際問題研究所はこの分野における我が国のパ

イオニアの役割を果たされるとともに、今日に至るまで、我が国の国際問題研

究を先導してこられました。今後とも、日本国際問題研究所が、我が国そして

世界の平和と繁栄のために活動され、ますます発展されることを期待しており

ます。

また、ここ国連大学には、私自身もこれまで何度か講演のためお邪魔させて

いただいておりますが、平和とガバナンス、環境、開発など地球的規模の諸問

題についての研究、研修機関として、人類の平和と発展という国連の目的に学

術面で大きく貢献しておられます。本年6月には外務省との共催で、開発と

「人間の安全保障」についてのセミナーを開催されるなど、「人間の安全保障」

の分野でも積極的に活動されていると伺っております。このような二つの機関

が共催するこのシンポジウムが、今日と明日のセッションを通じて大きな成果

を挙げられるよう期待致しております。

さて、ご列席の皆様、

第二次大戦後40年余りにわたり世界を特徴づけた冷戦は、ちょうど10年前の

東欧における革命的変動、そしてその後のソ連邦の消滅を経て終焉しました。

このような国際社会の構造的な変革は、ヒト、モノ、カネ、そして情報が地球
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的規模で大量かつ物凄いスピードで移動するようになり、そのような国境を越

えた経済活動や情報の流れによる人々の結びつきが格段に深まったということ

が大きな要因の一つとなったことを忘れてはなりません。あのベルリンの壁が

代表した「鉄のカーテン」でさえも、このような流れを妨げることはできず、

東欧そしてソ連において、人々は、自由と民主主義を獲得するに至りました。

このような「グローバリゼーションの進展」により、たとえば1985年から1996

年の間に世界の貿易取引量は約3倍に、そして情報の交換量は約4.5倍にも達し、

世界に未曾有の繁栄をもたらしました。しかしながら、グローバリゼーション

には、このような「光」の部分だけではなく、「影」の部分もあります。貧富

の差の拡大、あるいは、環境破壊の進行など、人間の生存や尊厳、そして人々

の生活が脅かされる事態がもたらされています。

米ソの二極を中心とする冷戦構造の崩壊は、世界規模での戦争の可能性を大

幅に低減させましたが、しかし、その一方で、冷戦後の新たな国際秩序は、残

念ながら未だに形成されるに至っておらず、国際社会は新たな秩序を求めて依

然として模索状態にあります。そして、むしろ、今までは表面に表れなかった

ような各地域での宗教上の、あるいは民族的な対立に基づく武力紛争は、内戦

という形をとって頻発する傾向にあります。武力紛争や武力紛争とは性格を異

にする形での人々の生命、安全に対する脅威が世界の各地で顕在化しておりま

す。それは、大規模な難民を発生させ、さらには対人地雷等により、女性や子

どもなど、力の弱い多数の一般市民に大きな被害をもたらすという深刻な事態

を招いております。それと同時に、人々の生命や安全に対する新たな脅威とし

て、たとえば、さまざまな人権侵害、テロや薬物の問題、国際組織犯罪、感染

症等が出現しております。

このような国際社会の大きな流れを背景として、人間一人ひとりに着目した

アプローチである「人間の安全保障」の考え方が国際社会において重視される

に至りました。アナン国連事務総長もこれまで種々の報告等で「人間の安全保

障」に言及されていますが、これも、このような「人間の安全保障」に対する

国際社会の認識が高まっている表れと考えます。

ご列席の皆様、

今をさかのぼること36年前、私が未だ一介の学生にすぎなかった時に、当時

としてはまだきわめて珍しかった、今でいう「バックパッカー」として私は一

人でアジア、中東、アフリカ、ヨーロッパ、北米、中南米の38カ国を回りまし

た。実は、私は、この一人旅を通じて、人と人とのつながり、人間個人の大切

さを学び、やがて「人間の安全保障」という考え方をもつに至ったのだと思い
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ます。私は、外務大臣に就任してすぐに、「対人地雷禁止条約」への署名を行

うということで、それまでの政府の方針を転換致しましたが、その背景となる

考え方は「人間の安全保障」であります。その後も、総理大臣として、これま

で国際社会に対して機会ある毎に、「人間の安全保障」の視点の重要性を訴え

るとともに、この観点を日本外交の柱とするよう尽力してまいりました。

「人間の安全保障」に対する脅威は、たとえば、アフリカでは主に貧困、疾

病、紛争であり、多くの先進国では麻薬や組織犯罪であり、カンボディアでは

たとえば対人地雷であるというように、国、地域によって異なります。また、

目覚ましい経済発展を遂げていたアジア諸国が一転して経済危機に陥る等、時

によって脅威の表れ方は変化します。このように、脅威の捉え方一つをとって

みてもさまざまな議論がありますが、今各国政府に求められているのは、さま

ざまな政策を実施するうえでいかに「人間の安全保障」の視点を取り込み、こ

れを具体的な行動にどのように移していくかであると考えます。

このような観点から、私は、昨年12月にヴィエトナムで行った政策演説にお

いて、国連に「人間の安全保障基金」を設置することを提唱しましたが、我が

国としては、今後とも、「人間の安全保障」の観点を具体的な施策に反映する

よう積極的にイニシアティブを発揮していきたいと考えております。

ご列席の皆様、

本シンポジウムにて行われる「紛争予防措置」、「持続的開発の促進」、「人間

の尊厳の推進」の三つのセッションは「人間の安全保障」という観点からいず

れも重要でありますし、相互に関連した課題でもあります。それぞれについて

の私自身の考えを簡単に申し述べたいと思います。

まず、第1セッションは、人間の生活、生命、尊厳を脅かす最大の脅威であ

る武力紛争を、いかに予防するかという問題についてであります。私は、紛争

予防の取り組みについては、二重の意味における包括的取り組みが重要と考え

ます。第一に、まず、貧困など紛争の潜在的要因の除去、次に仮に紛争が生じ

てしまった場合の解決、そして紛争後の着実な復興による紛争再発の防止とい

う一連のプロセスを念頭においた取り組みであります。第二に、このそれぞれ

の段階において、政治的措置、金融を含む経済・社会政策、開発政策等、各国

の取り得るあらゆる政策、措置を動員し、包括的に取り組むことが重要です。

また、紛争の予防のためには、拳銃、機関銃等といったいわゆる「小火器」

や対人地雷といった紛争の「手段」として用いられる兵器の規制も重要です。

対人地雷の分野では、先程申し上げたように、私が外務大臣時代に署名を決断

した対人地雷禁止条約は、本年3月1日に発効しましたが、私は今後とも「犠牲
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者ゼロ」の目標の早期実現に向けて、二国間だけでなく国際機関やNGOを通

じて努力してまいります。また、「小火器」につきましては、我が国は国連の

専門家グループで議長を務めるなど国際社会をリードしてまいりましたが、国

連が2001年に開催する国際会議の成功に向けて、今後とも積極的に取り組んで

いく予定であります。

次に第2セッションの「持続的開発の促進」というテーマについて一言申し

上げます。私は、途上国自らが主体的に開発に取り組むこと、そして先進国と

開発途上国が、国際社会の対等なメンバーとして連携すること、すなわち、途

上国側の「オーナーシップ」と援助側との「パートナーシップ」の重要性を強

調したいと思います。昨年10月、我が国は、アフリカ諸国の経済・社会開発や

貧困削減と世界経済への統合を目的として、第2回アフリカ開発会議、すなわ

ちTICAD2を開催致しましたが、この会議においても、「オーナーシップ」と

「パートナーシップ」という観点から「東京行動計画」を策定したところであ

ります。

また、第2セッションのなかでは、個人の自立、そしてそのための能力の向

上を通じ、より多くの人々が経済活動に参加できる社会的な機会を創り出すこ

とが重要であることを訴えたいと思います。そして、そのためには、基礎教育

の充実、草の根レベルにおける資金の供給などを進めていくことも重要であり

ます。

次に第3セッションのテーマである「人間の尊厳の推進」についてコメント

致したいと思います。「人間の安全保障」を確保するためには、紛争の予防や

「持続可能な開発」の実現に加え、人間が個人として尊重され、個人の可能性

が発揮でき、社会の構成員として責任を果たし得る社会の構築が必要です。私

は、人間一人ひとりの自由と可能性を確保していくためには、市民の自発的な

取り組みが不可欠であると考えており、その意味でNGOなど市民社会（シビ

ル・ソサイエティー）の役割が重要になってきていることを指摘したいと思い

ます。とくに対人地雷問題や地球温暖化問題において、NGOは政府間の交渉

を督励し補完するという、きわめて重要な役割を果たしておられます。私は、

今後、各国の政府はますますこのNGOとの連携を重視し、その活動を支援し

ていかなければならないと考えております。

さて、ご列席の皆様、

本日は世界の知的リーダーがお集まりの折角の貴重な機会でありますので、

本日のテーマからややそれるかも知れませんが、日本外交の当面の重要課題の

うち、九州・沖縄サミット、北朝鮮との関係、対東ティモール及びインドネシ
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ア外交について、私の思うところを少し述べさせて頂きたいと思います。

まず、来年の九州・沖縄サミットについてであります。2000年を目前にし、

先ほど申し上げたグローバリゼーション、あるいは情報通信革命等の動きが急

速に進んでおりますが、その一方で経済や社会環境の急激な変化に対する不安

や不満を抱いている人も少なくありません。私は、20世紀最後の年に行われる、

この九州・沖縄サミットにおいて、G8のリーダーが、人類にとってより繁栄
した、平和な21世紀を築いていくとの決意をもち、また、折角７年ぶりにアジ

アで開かれるサミットでありますから、アジアから明るく力強い沖縄のメッセ

ージを発信していきたいと考えております。

次に、北朝鮮との関係であります。我が国としては、米韓との緊密な連携の

下、北東アジア地域の平和と安定の維持の重要性を踏まえつつ、第二次大戦後

の正常でない関係を正すよう努力していくことが基本方針であります。今般、

「政党間の協議を通じ、政府間の日朝国交正常化交渉を円滑に行うための環境

整備」を目的とする村山訪朝団が大きな成果を上げられたことを政府として歓

迎しており、村山訪朝団がまとめられた共同発表を重く受けとめております。

政府としては、日朝当局間で本格的な対話の場が構築されることは好ましいも

のと考えており、訪朝団と北朝鮮側との協議の内容を詳細に分析・吟味しつつ

検討しているところであります。そのような検討の一つとして、昨年8月のミ

サイル発射を踏まえて政府としてとってきている北朝鮮に対する措置につきま

しても種々議論しているところであります。

次に東ティモール問題について申し上げれば、避難民のおかれている状況の

改善を図るとともに、独立と国造りに向けたプロセスを順調に進展させること

が重要であります。これも「人間の安全保障」の観点から、われわれすべてに

とり、非常に重要な課題であります。来週には、東ティモールの独立運動を指

導してきたシャナナ・グスマン氏やデ・メロ国連東ティモール暫定行政機構事

務総長特別代表も訪日し、東京で東ティモール支援国会合を開催致します。我

が国としては、アジアの一員として、新生東ティモールの発展のための出来る

限り支援を行っていく考えであります。

この関連で、アジア太平洋地域の安定と繁栄のために重要な意義を有するイ

ンドネシアについて申し上げます。2週間前、私は、民主的な手続によりイン

ドネシアで新しい政権が成立して以来、初の外国首脳としてインドネシアを訪

問しました。そして、アブドゥルラフマン・ワヒッド大統領の下での改革努力

継続に対して支援を惜しまないとの観点から、我が国の今後の経済協力の方針、

なかんずく社会的弱者のためのセーフティーネットづくりを含む具体的提案を

行ってまいりました。
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ご列席の皆様、

私は、昨年12月ヴィエトナムにおいてアジアの21世紀を「人間の尊厳に立脚

した平和と繁栄の世紀」にするべきであると訴えました。アジアの、そして世

界の21世紀をそのような人間の安全が保障される世紀とするためには、各国の

政府による努力だけではなく、国際社会の知的リーダーたちが集い、その知的

成果を結集し、これを政府の政策に反映していくという知的交流のプロセスを

どんどん進めていかなければなりません。このシンポジウムに出席されている

国際社会を代表する知的リーダーの方々、日本国際問題研究所そして国連大学

の皆様こそが、そのような役割を果たされることが期待されている訳でありま

すから、ぜひ、本日と明日のこのシンポジウムにおきまして活発で有益な議論

が行われますよう強くお願いしまして、私の基調講演を終了したいと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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はじめに、日本国際問題研究所の創立40周年記念式典にお招きくださったこ

とに感謝の意を述べたい。

日本は多くの学者を擁し、国際法の普及と国際問題の研究に重要な役割を演

じてきた。わけても小和田恆大使と国際司法裁判所の小田滋判事とは友人同士

の間柄であり、お二人とは長い期間お仕事を共にしてきた。常々お二人の著作

を読み、国際問題の分野における業績に敬意を抱いてきた者としてとくに申し

上げる次第である。

本日の私の講演の目的は、ポスト冷戦期における平和と開発と民主主義の関

係について述べることである。

この三つは互いに関連している。そのことをこれから、私が国連事務総長の

任にあった期間に提起した三つの課題、すなわち1992年の『平和への課題』、

94年の『開発への課題』、96年の『民主化への課題』について触れながら、そ

の意味するところを述べてみたいと思う。

平和維持、開発、民主主義はいずれもポスト冷戦の時代に再定義され、その

内容も拡大し、この三者の関係は変わり始めている。「人間の安全保障」を現

実のものとするためには、われわれはこの関係を新たな視点で捉え直し、その

重要性をより深く理解しなければならない。

三つの課題のうち、まず最初は、平和についてである。

1. 平　　和

二極構造という重しが取れた後、世界のあちこちで紛争が発生している。

国連は冷戦の時代に平和維持という考えを創り出したが、冷戦終結後、国連

の平和維持活動は新たに広範な使命を担うこととなった。私が事務総長だった

期間に、国連はそれまでの45年間とほぼ同じ数の平和維持活動をスタートさせ

ることになったのである。

われわれは今日の活動が従来のような意味での「平和維持」ではないことを
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認識しなければならない。以前の任務は軽武装の国連軍が主体であり、彼らは

停戦を維持するために二つの国の間に、当事国すべての合意のもとで配備され

ていた。また、国連軍は国際的な存在であり、強硬策や介入が期待されていな

い軍隊であった。

しかし、今日では、国連の平和維持活動はまず、そもそも平和でない地域や、

新たに強硬策が求められる状況下で行われる場合がある。国連軍は救援船舶を

護衛したり、犠牲者に手を差し伸べたり、難民の要求に応え、制裁を課し、対

人地雷を除去し、武器の没収まで行う。さらに、国連の平和維持活動は今では

軍事的レベルにとどまらず、選挙監視、治安維持、情報通信、施設建設、イン

フラの回復や行政サービスなど幅広い文民業務が含まれる。

今日の平和維持活動は以前と比べ量的にも質的にも大きく異なっており、し

かもそれは年ごとに変化している。平和には予防外交、平和創造、平和維持活

動、そして紛争後の平和構築が必要であり、このサイクルは果てしなく続く。

平和のための活動には安息の時がないことがますます明らかになっている。そ

れは延々と続くプロセスなのである。

平和維持活動は紛争の前にも、最中にも、後にも行わなければならない。

（1）紛争前は予防外交がきわめて重要である。いうまでもなく、医療と同じよ

うに、平和と安全保障においても治療よりは予防の方がよいのは明らかだ。生

命・財産が失われず、被害を未然に防ぐことができる。従来からの予防外交の

手段としては、個人レベルによる折衝や調停、現地調査および早期警戒体制な

どがある。時間、努力、コストの面でこれにまさる手段はないといえる。

今日、予防外交のコンセプトは広がっており、たとえば、紛争処理の手段と

して監視団が必要とされる場合がある。国連監視団は南アフリカ、ハイティ、

グルジア、グアテマラで緊張の緩和やデモの鎮静化に努め、衝突が暴動化する

のを防いできた。

さらに、予防外交のコンセプトのなかに、これまで国連が一度も行ったこと

のなかった予防展開という措置が加わった。安全保障理事会は1992年12月、バ

ルカン半島での戦闘の拡大を防ぐため、国連平和維持部隊を旧ユーゴスラヴィ

ア共和国のマケドニアに派遣することを決定したが、これは予防外交にこれか

ら必要となってくる新しいタイプの活動例であろう。

（2）紛争中に行われる平和維持活動の範囲も広がった。人道救援物資の輸送手

段の確保が重要となる場合が増加している。その必要性がもっとも顕著に表れ

たのが、ソマリア、リベリア、シエラ・レオネであった。また、必要な援助物

資が旧ユーゴ地域に行き渡るよう安全保障理事会が国連軍に対し、サラエヴォ

14



空港と必要な通信網を確保する権限を与えたこともあった。

紛争中の平和維持活動には停戦協定が破られた時の制裁が含まれることもあ

りうるようになった。「飛行禁止空域」（の履行監視）などの軍事措置もそうで

ある。1992年、安保理はカンボディアに関して、パリ協定の停戦武装解除と国

内和解条件を守らない当事者に対し、ガソリンの禁輸措置をとった。

そして、平和維持活動のための取決めが不十分な場合、国連軍は武力に訴え

る許可が必要になる場合もある。いくつかのケースで、国連軍は紛争のエスカ

レーションを防ぐために武力を用いている。たとえば旧ユーゴの東スラヴォニ

アでは、合意された和平プランに従って領土の明け渡しが行われなかった場合

の唯一の解決策は国連軍地上部隊による「平和の強制」であったといえる。

（3）紛争後には事後の平和構築が行われなければならない。これは人々の間に

信頼や安寧を回復するための秩序構築を作り、支えていく息の長い努力といっ

たものであり、具体的には、紛争の当事者間に掛け橋を築くのに必要とされる

経済的、文化的、教育的プロジェクトなどが含まれる。その目的は、新たな対

立を生む可能性がある文化的、民族的緊張の再燃を阻止することである。こう

した努力が行われなければ、いかなる和平合意も長続きしないであろう。紛争

後の平和構築というコンセプトは平和状態の崩壊を防ぐ予防外交と等しい価値

をもつものであり、この両者はより深いレベルで世界平和のための第二段階、

すなわち開発の問題とも関与している。

2. 開　　発

「平和維持」のコンセプトを再定義する必要があるのと同様に、「開発」の

コンセプトについても見直しが必要である。開発の問題は以前は経済の問題と

みなされていたが、経済以外の多くの問題を含むようになっている。見直しを

迫られている理由は、従来型の開発が失敗したためである。ソ連型の開発も挫

折し、欧米の援助政策やプログラムもしばしば失望させる結果をもたらしてき

た。また、従来型の開発は貧困国や紛争後の国々を蘇らせることに失敗してき

た。その意味で、開発の新しい基礎を築くことは今日におけるもっとも困難な

知的作業といえるだろう。

ただし、状況は決して絶望的ではない。悲観主義に陥る理由は全くない。た

しかに多くの社会・経済的問題が解決されないままではあるが、多くの国が自

国の社会と経済を根本的に変革したことも事実なのである。国際協力を進める

ための新たな基礎となっているのは工業化とIT（情報技術）であり、それに
より価値を共有し、未来のグローバルビレッジというビジョンを共に描くこと
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が可能なのである。

開発は必ずしも平和を保証するものではないが、大規模な開発が行われない

場合、若者たちが不安に陥り、反抗的になることをわれわれは知っている。ま

た、土地の生産性は低く、人々は資源を求めて争うようになる。その結果人々

の創造性は誤った方向に導かれ、無秩序が蔓延することになる。

新たな実行可能な開発理念を提起しないかぎり、国連はわれわれが現在直面

しているような紛争が果てしなく続く事態にみまわれるであろう。そしてより

厄介な紛争がさらに勃発することもありうる。

平和維持活動と同じように開発も段階をおって理解することが肝要である。

紛争前において、開発は紛争の勃発を防ぐのに役立つ。人々のエネルギーを

ポジティブな方向に向けることにより、小競り合いの余波を吸収し、対立を緩

和することができるだけでなく、経済・社会面における悪化を防ぐことにも役

立つ。

紛争中においては、人道援助が開発にとって代わる。紛争という状況下で開

発は進められない。飢餓に陥り、住居を追われるなど、戦闘によって損害を被

った人々には人道援助こそが必要だからである。しかし、こうした救援努力が

成功してもなお、全体の状況は紛争が勃発する前に比べて悪くなっているとい

う結果になる。

紛争後において、開発は再建、復興の形をとる。紛争が終結したとき、真の

開発が再び着手され、紛争後の平和構築が開始される。

長期的なビジョンが必要とされるのはこの時点である。その一例が「持続可

能な開発」という新しいコンセプトである。1992年、リオデジャネイロで行わ

れた国連環境開発会議（UNCED）で、あらゆる国の国内経済政策はそれが地

球環境に与えるインパクトを考慮して行われなければならないという合意が成

った。このリオ会議において、われわれすべてが守るべき新たな原則がまた一

つ増えたのである。経済的利益を得ようと環境を濫用することはその目的自体

をも破壊する。金の卵を産むガチョウを殺すことになるのである。「持続可能

な開発」は、開発の新たな考え方の中心を成している。

国連創設50周年にあたる1995年に開かれた「社会開発サミット」は、開発と

いうコンセプトに新たな弾みを与えることになった。会議では包括的ビジョン

と総合的な行動計画を作成することが採択されたが、それは、開発のさまざま

な要素すべてが統合された歴史的瞬間であった。

第三のコンセプトは民主主義である。
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3. 民主化

以上に述べたような開発の成果も、民主化という第三の重要なコンセプトな

しに花開くことはないことを強調したい。平和は開発の前提条件であり、民主

主義は開発が長期にわたって成功するための必要条件である。

一国の真の開発は国民の参加に基づかねばならず、何らかの形の民主主義を

必要とする。そのためには、民主化がその国の内部だけでなく、国際社会の間

でも実現されなければならない。その鍵となるのは、①国際法、②人権、そし

て③国際的な民主化支援である。

1990年代は国際法に捧げられた10年だった。「国際社会」と呼ばれるものの

すべての側面の根源は、実際には、3世紀以上も前にグロティウスによって始

められた国際法定立という大業にあり、その後、世界各国の優れた法律家たち

による多大な貢献というプロセスを経たものである。

紛争の調停において国際法が重要な役割を担うことはいうまでもないことだ

が、国際法が開発にとっても決定的な役割を果たすことは同様に重要でありな

がら、あまり知られていない。統一された商法上のルールの整備は商業活動を

スピードアップさせ、共通の事業を通じて異なる文化を結ぶ。商取引は一人の

零細農民から巨大な世界的企業に至るまで信用性に基づくものであり、それに

は、国境を越えたルールと商業上のトラブルを平和的に解決するためのメカニ

ズムが必要である。

人権の大義は過去40年間に非常に進化した。人権はそれ自体が価値の原則で

あるが、実践的な意味も備えている。人権がおろそかにされているところでは

開発は十分に成功しない。現代は情報と通信の時代であり、人間中心の開発の

時代でもある。人々は政治的存在としてだけでなく経済的存在として自由に考

え、行動し、交流できなければならない。したがって、人権と「人間の安全保

障」は開発を支える柱であるといえる。

人権、権利の平等、法治国家、経済活動の自由、思想と言論の自由、個人の

参加と政府の説明責任。これらはすべて民主化の一部である。

19世紀および今世紀のほとんどすべてを通して、民主主義はいくつかの幸運

な国家だけに実現されるものとみなされ、国境の内側だけで実践されてきた。

国際舞台ではパワー・ポリティクスが支配し、力の均衡が世界の国々に国際シ

ステムを提供してきた。国家間の民主主義や国際的な民主主義は可能性として

さえも提起されることがなかったのである。

その後、新たなビジョンを提供したのが、国連憲章である。その冒頭の「わ

れら連合国の人民は」という言葉とともに、民主化がこの世界組織のなかに組
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み込まれた。国内政治が民主的でない国家も、大国も小国もすべての国が平等

に代表者議会に参加した。国連は各国の国内および国家間の民主化を促進する

という広範囲にわたる新たな責任を負っている。

平和維持や開発と同様、民主化のプロセスも段階的に捉えると非常にわかり

やすい。

紛争前においては、国内の民主主義は内部対立や紛争の防止に役立つ。政党

やエスニック・グループ、マイノリティ、少数部族を、国内制度の枠組みのな

かでの話合い、論議、交渉に参加させることによって、民主主義は武力行使の

回避に役立つのである。

民主主義は国家間においても同様の役割を果たしうる。詳細な統計に基づい

た研究によって、二つの民主主義国家の間には戦争や武力衝突がめったに生じ

ないことが明らかになった。逆に非民主主義国家は軍事的な冒険に駆り立てら

れやすい。

武力紛争中においては、民主主義は存在しがたい。軍事目的が優先され、情

報操作が横行し、反対派の存在は許されない。内戦の場合は状況はさらに複雑

であり、基本的な行政機能がストップすることもしばしばである。

紛争後においては、戦争から脱した国家が民主主義を実現するのはとくに困

難である。経済は完全に破壊され、市民社会は弱体化しているか消滅している。

内戦の場合、新しい指導者たちはたいてい、武力紛争を率いていた人物である。

さらに紛争再燃の懸念が和平プロセスを脅かす。これがアンゴラで実際に起こ

ったことである。

国連は近年、長期的な人権の監視という全く新しい分野に足を踏み入れてい

る。これはまずエル・サルヴァドル、モザンビーク、カンボディアといった

国々で、武力紛争を終わらせる和平合意の一環として実施された。

リトアニアとエストニアにも人権状況を調査するミッションが国連から派遣

された。これは両国とロシア連邦との間の緊張を緩和する予防外交の一つと考

えられた。

ニューヨークの国連事務局に新しいオフィスが開設されたが、その基本的な

目的は、加盟国からの要請を受けて選挙支援活動の事務を扱うことである。こ

れは民主化推進の努力の一環である。1992年からの短い期間、この事務所はア

ジア諸国、東ヨーロッパ諸国、ラテンアメリカ、アフリカから寄せられた何十

もの要請に対応してきた。その要請とは、すべて技術的なものも含めた選挙支

援と監視団の派遣であった。

私が事務局長を務めているフランス語圏諸国会議でも、国連、英連邦、アフ

リカ統一機構（OAU）、アラブ連盟やEUと協力して、各国に対して選挙支援を
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行っている。われわれの支援は選挙期間だけにとどまらず、選挙の準備段階に

おける政党との話合い、住民の公民権教育なども含んでいる。さらに、選挙後

も新しい政府与党への平和裏の政権移行プロセスに関与することも少なくな

い。

しかし、一国の民主主義は、多国間および国際システムのあらゆるレベルで

民主化が進展しなければ長期に持続し得ない。

国家間における民主化の枠組みを提供しているのは国連である。国連はあら

ゆる声が聞こえる広場であり、また合意形成の手段を提供する。国連の道義的

権威が維持されるためには、すべての国々の十全な参加が前提となる。これは

いいかえると、あらゆるレベルの国際組織、すなわちNGO、学術団体、議員、

経済界、専門家、メディア、そして一般大衆の関与を意味する。それはさらに、

国連自体にも民主化の原則が適用されることを意味するのではないだろうか。

国連憲章の論理を実行し、一国内だけでなく国際社会全体における民主化を

追求すべき時が来たのである。

国連の壮大な使命として憲章に定められた3点がある。

平和なしには、開発も民主主義も存在し得ない。

開発なしには、民主主義は存在し得ず、人間の幸福の基本的な要件が満たさ

れなければ、社会は分裂し、争いが起こる。

民主主義なしには、真の開発を成就し得ない。真の開発が存在しなければ、

平和は長続きしない。

このように三つの優先事項は互いに絡み合っている。

この相関関係の中心には、平和と開発と民主主義の間のタイミングという困

難な課題が存在する。たとえば、平和と開発と民主主義が同時に追求され達成

される場合がある。エル・サルヴァドルやモザンビークなどのケースがそうで、

民主化支援の国連の努力が一方で紛争の解決につながり、他方で復興と開発に

つながった。しかし反対に、この三つの目標を同時に実現しようとすると難し

く、政治的不安定、社会的混乱、経済危機を深刻化させてしまうこともある。

民主化のためには、一国内に一定レベルの平和と一定の開発段階がすでにあ

ることがその前提として必要である。開発と平和の両方とも重要なのだが、開

発が外国からの援助に基づいている場合、開発と民主主義との調整は複雑化す

る。たとえば、一国の民主化が外国からの援助の条件になり得るだろうか。民

主化プロセスが中断されたら援助停止の理由となり得るだろうか。そして民主

化プロセスが後退しているかはそもそも何をもって判断するのだろうか。

こうした疑問に対して簡単に答えが出せるとは思わないが、これから行われ

るシンポジウムにおける論議は、国際援助の新しい在り方を理解するための方
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法論を見出すことに役立つであろう。

最後に、平和、開発、民主主義を調和させつつ発展させることの複雑さを理

解するための四つの基本的なルールのことを述べて本スピーチを締めくくりた

い。

第一に、紛争再燃の可能性は和平プロセスと「人間の安全保障」を常に脅か

す。したがって、紛争後の平和建設、紛争後の開発、紛争後の民主主義建設へ

の外部からの支援は、継続的かつ着実に行われなければならない。

第二に、国際援助は、紛争前には開発、紛争中は人道援助、紛争後には復興、

さらに平和を構築し「人間の安全保障」を促進するための「持続可能な開発」

というように、段階的に時間をかけて行われなければならない。

第三に、あらゆる社会に当てはまる民主化あるいは民主主義のモデルという

ものはない。民主主義は輸出も輸入もできない。それぞれの国が自国民の幸福

のために何を優先すべきかを自ら決定できなければならない。

最後に、一国内の民主化は多国間の民主化プロセスという助けを受ける必要

がある。市場経済のグローバリゼーションはグローバルな民主主義に基づかな

ければならないということである。
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「紛争予防措置」
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1.   「人間の安全保障」と紛争

「新しいそよ風が世界に吹き始めている」。今から10年前の1989年1月、大統

領就任演説で、米国のブッシュ大統領は、こう述べて東欧に変化の兆しが見ら

れることを示唆した。それからわずか10カ月、ベルリンの壁はもろくも崩壊し

た。「そよ風」どころか、大変革の嵐がヨーロッパを吹きまくり、第二次大戦

後40年余にわたり世界を支配した冷戦構造の時代は、終結を告げたのである。

今日、世界は、このブッシュ大統領の先見の明ある予言を「今世紀最大のア

ンダーステートメント」としてしまうほどに様変わりの様相を見せている。ベ

ルリンの壁の崩壊とそれが象徴した冷戦構造の終焉がわれわれに「歴史の終わ

り」をもたらしたわけではないことも明らかになった。

世界が新しい千年紀を迎えようとしている今、われわれが直面している国際

社会の変動は、単に「ベルリンの壁」の崩壊というわれわれの目に見えるよう

な歴史のひとコマとしての変化にとどまるものではない。それは、第二次世界

大戦後の50年という一つの時代を支配した国際秩序が終りを告げたということ

を超えて、17世紀以来今日までの世界を支えて来た国際システムが真に歴史的

な構造的変動を経験しつつあることを示すものである。ウエストファリアの講

和に象徴される近代国際社会の発足以来、国際社会を支配する原理となって来

たのは、併存する主権国家の主権平等と内政不干渉の原則に立脚した秩序であ

る。その意味で、近代国際システムは、多極構造を前提とする主権国家の均衡

に基づく秩序だということができる。その極致ともいうべきものが、冷戦時代

の二極構造の世界であった。冷戦の消滅は、このような主権国家の均衡のうえ

に立った秩序がもはや妥当しない世界が出現しつつあることを、われわれの目

に明らかにしたのである。このような構造変動は、これからの世界にどのよう

な影響をもたらすのであろうか。

第一に、米ソという二超大国間の「恐怖の均衡」のうえに保たれて来た国際

秩序が消滅したことは、全面核戦争の脅威が安全保障上の最大の懸念であった
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という状況からわれわれを解放したという意味で大きな肯定的な変化であると

捉えることができよう。しかし反面、このような二極構造の秩序に代わって21

世紀の世界を導くべき新しい秩序の輪郭すら、われわれは今日描くことができ

ない状況にある。急速に進展した国際社会の一体化のなかで、国家間の相互依

存関係が急激に緊密化しつつあるということだけではなく、さらに国家の権能

の枠を超えて人間活動がグローバル化しつつある状況が今日の国際関係を規制

する最大の要因となりつつある。そういう状況の下では、二極構造の秩序を支

えてきた二つの超大国の一つが脱落したことがただちに一極支配の秩序をもた

らすとは到底考えられない。他方、主権国家間の均衡を前提とする古典的な多

極支配の秩序が復活することを夢見ることも、これまでの国際システムを支え

てきた国際社会自体がこのような構造的変動を遂げつつあることを理解しない

アナクロニズムと考えざるを得ないように思われる。

第二に、グローバルなレベルにおけるイデオロギー対立を前提とした秩序が

崩壊したことは、国際社会を「分裂した世界」から「統一された世界」へと導

く大きな可能性を提供するものであった。しかし同時に、それはそれまで米ソ

二大両陣営の対立の構造の下で封じ込まれていた、多くの内部対立要因を顕在

化させることにもなった。そのなかで、必ずしも国家利害の対立ということで

はなく、宗教的、人種的、民族的その他歴史的、文化的要因に基づく地域紛争

が、冷戦構造の崩壊を契機としてアフリカ、ヨーロッパ、アジアなど各地にお

いて、一国内部の紛争の形で頻発している。このような状況においては、問題

は「国家」の安全保障を確保することによっては解決されず、国家を構成する

個人としての「人間」の安全保障をどう確保するのかということにわれわれの

努力を向けなければならないことになってくる。つまり、このような新しい形

の脅威に対抗するためには、これまでの軍事力中心の国家の安全保障のための

政策だけでは不十分であり、より総合的な見地から「人間の安全保障」に取り

組む政策が必要となるという事態が生じているのである。

第三に、以上のような国際システムの構造的変動のなかで、国際秩序が保障

することを目指す正義、安全、繁栄の主体になるのは一体何なのかという問題

が生じている。われわれは伝統的な国際システムの下で、国際関係を専ら国と

国との関係として考えがちである。しかし、国単位で対処できる問題よりも国

単位では解決できない問題の方が多くなっているという新しい状況が、冷戦終

了によってわれわれの目の前に露呈されたのである。それと同時に正義の実現、

安全の保障、繁栄の確保というような国際社会として追求すべき価値の内容が

主権国家に関するものなのか、あるいはその具体的な中身を構成している一人

ひとりの個人としての人間に関するものなのかが問い直されるという状況が生
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まれていることが注目されなければならない。

本年初頭のコソボ危機をめぐる状況はこの点で、今日の国際社会が抱えてい

るディレンマをきわめて対しょ的な形で示したという意味でまことに象徴的な

事件であった。つまり、ここで問われたのは、今日の国際秩序において最大の

国際公共財として保護されなければならないものが「主権国家の自由、尊厳」

を確保するものとしての「主権中心の正義」（justice in sovereign terms）なのか、

それとも「個人の自由、尊厳」を確保するものとしての「人間中心の正義」

（justice in human terms）なのか、という二律背反の状況のなかでいずれを選ぶ

のかという問題であったという側面をもっていたのである。

「人間の安全保障」という概念が今日きわめて重要な意味をもつのは、この

ような文脈のなかにおいてである。つまり、今日の国際社会において、それぞ

れの国家が「国家の安全保障」を確保することは、国民国家としてのその国民

に対する責任であるが、それだけでは充分ではない。単に「国家としての安全」

を保障するだけではなく、国家を構成する国民一人ひとりの「人間としての安

全」をいかに確実に保障するかが、今日の世界において、われわれが安全保障

の大問題を考えるときの基本的な枠組みでなければならないのである。

2. 紛争予防の今日的意義

このように見てくると、およそ国際社会のなかで生ずる紛争（conflict） は、

―それが、国家間関係において生ずるものであれ、一国の内部に起源をもつ

ものであれ―国際社会全体の秩序の観点から無視し得ないものであるかぎ

り、国際社会としてその発生を予防し、これに対抗する手段を取らなければな

らないものとなる。紛争によって人々の発展と繁栄への権利が阻害され、人間

としての尊厳が蹂躙されるような状況が生まれたときには、この紛争が単に主

権国家の「国家としての安全保障」が対外的に影響を受けていないという理由

から、国際社会として関知しないということはもはや許されないのである。

このような観点から紛争予防の問題を具体的に考えると、国際社会として紛

争の問題を単に事態が係争（dispute）から紛争（conflict）に発展して国際関係

のなかで顕在化した段階ではじめて紛争が国際化したと捉え、国際法、国際関

係の関心対象事となるというアプローチは取り得ないことが明らかとなるであ

ろう。そして、このようなより広い文脈で紛争予防の問題を捉えるという立場

に立てば、国際社会は、紛争をその原因となるような状況を育む土壌をいかに

して変えさせていくかという予防外交の段階から、究極的には「かりそめの平

和」として成立した停戦合意をいかに永続する平和に転化させていくかという
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再発防止の段階まで、その各段階において予防戦略を強化する必要があるので

ある。

その意味で、ブトロス・ガリ前国連事務総長のキーノートスピーチでも指摘

があったとおり、「人間の安全保障」を追求するにあたっては、「平和・開発・

民主化」が調和の取れた形で総合的に確保されることが肝要となる。そのいず

れか一つが欠けても「人間の安全保障」の脅威となりうるのである。アナン事

務総長も本年の国連総会において「予防の土壌（Culture of Prevention）」とい

う考えを提唱している。すなわち、紛争発生後に対応するよりも、紛争前に予

防することがはるかに有効であるという考え方である。これも同じ文脈で捉え

られるべき指摘といえることができるであろう。

とくに、冷戦後の紛争の多くが国家間の紛争ではなく、国内の民族・宗教紛

争であることを考えれば、われわれが真剣に議論すべき「紛争予防戦略」の対

象となる紛争も、主権国家間の紛争だけではなく、国内の民族／宗教紛争であ

るということになる。また、このことはこれまでの国際システムが国家間関係

への対応を中心としてきたという立場では今日頻発しているような種類の紛争

には有効に対処できないという危機感の現われでもある。

以上のことを念頭において、今日の状況のなかで紛争予防の問題を考える場

合、とくに次の各段階のすべてについて紛争予防機能の強化を総合的に取り上

げることが重要であることが明らかであろう。

（１）紛争を惹き起こす背後にある根源的な原因（社会的、経済的、文化的

要因を含む）をいかにして封じ込め、さらには除去するのか

（２）事態の顕在化による緊張の激化をいかにして抑止するのか

（３）実力行使という形での紛争の現実化をいかにして阻止するのか

（４）実力行使停止後の紛争の再発をいかにして防止するのか

3. 紛争予防のための具体的提言

昨1998年1月、我が国がこの面での先駆的な行動として主催した「予防戦略

に関する東京会議」において、関係者は上記の四つの側面から紛争の予防戦略

の在り方につき、とくに国連をはじめとする国際機関の機能をいかに強化すべ

きかとの観点から、きわめて広範な検討を行った。この検討はとくに国連およ

び地域機構の紛争予防に関する役割をいかに強化すべきかとの点に焦点を当て

る形で行われたが、それにもかかわらず、その結論は本会議の今次セッション

の議論の叩き台として十分包括的でありかつ示唆的である。

その詳細については別途配布資料を参照していただきたいが、その重要点
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（salient points）を上記４段階に従って提起すれば次のとおりである。

（１）経済的、社会的、文化的な基盤整備の予防努力

紛争の予防を長期的かつ根源的な見地から考える場合、社会的多様性の尊重、

極度の貧困の解消、人権と法の支配を尊重した参加型民主制度の建設、異質な

ものに対する寛容の精神の促進と強化が重要であることが東京会議においても

提起された。そのなかでもとくに「寛容の精神の促進と強化」は、紛争予防戦

略のベースになる基盤として重要である。

一国内において、異なる民族・宗教・文化・伝統が混在している場合、この

ような社会を安定的に保つためには、一人ひとりの国民相互間に寛容の精神が

保持されている必要がある。これに大きな亀裂が入れば、対立を生じ、ひいて

は暴力的紛争へとエスカレートする。旧ユーゴスラヴィアにおける紛争の原因

も、その根底にセルビア系、クロアチア系、そしてムスリムとの間での格差が

存在してそれが対立を惹起し、さらに相互の寛容さの欠除という土壌がこれに

火をつけたというところによったということができる。

寛容の精神の醸成にあたっては、日頃からの教育が重要であることはいうま

でもない。ここでの教育は、「平和の尊さ」を教える「平和教育」と寛容の精

神を養う教育とが必要である。この点で中華系とマレー系とが混住するマレー

シアにおいて、日常的に民族間の相互の寛容を養う教育が行われているとされ

ることは、紛争を有効に予防するために参考になるものと思われる。

「平和教育」がもつ重要性については言をまたない。ユネスコ憲章にもある

ように「戦争は人の心のなかに生まれる」ものであるが故に、「人の心のなか

に平和の砦を築かなければならない」のである。とくに近年、「武力紛争下の

児童」の保護の重要性が認識されるようになった。少年兵を含む兵士に対して、

単に「銃を捨てよ」というばかりでなく、識字や初歩的な計算など十分な初等

教育を施し、さらに「戦うことがいかに無意味であり、また、平和がいかに尊

いか」を教えることは、紛争予防のための土壌を長期的に造り上げていくため

の基本であるといえよう。そういう基盤なくしては、紛争後の真の国民和解を

期待することはできないのである。

（２）早期警戒の重要性

前述の東京国際会議においては、早期警戒の重要性について討議が行われた。

そしてとくにこの早期警戒機能をいかに現実の政策として実行に移すか

（translate into action）についての具体的方案が討議された。早期警戒は、潜在

的に存在していた対立の火種が表面化し、緊張が激化しようとする状況のなか
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で、国際社会がこれを抑止することを目指して素早い反応を行いうるための前

提として、きわめて重要なものと考えられる。

情報技術（IT）の急激な進展に伴って、今日では世界各地の情報が一瞬のう
ちに伝播する情報化社会の時代が到来している。そういう状況のなかで、紛争

の早期警戒予知を可能にするためのメカニズムはすでに十分存在しており、紛

争予防の問題点はそこにあるのではないという考え方も存在する。しかし、世

界各地において生ずる社会関係における緊張の高まりが、的確な情報として常

に国際社会に流れるとは限らない。その結果、人々の間の対立が武力行使の段

階に至るまで、国際社会の注意をひくこととならない事態は、現にまま生じて

いるのである。したがって、このような緊張の高まりがいち早く国際社会の知

るところとなるよう、すみやかに正確な情報が国際的なネットワークに乗るよ

うな体制を構築することは、情報社会の今日でもきわめて重要なことである。

この点で、地域機関組織が果たす役割の重要性が指摘されなければならない。

地域社会における緊張の高まりについての情報を第一に入手できるのは、現地

で活動する国際機関やNGOである。したがって、その情報収集能力を高め、

情報分析および政策決定のあらゆる段階における関係者の緊密かつ有機的な協

力を諮り、かつそれらに要する時間を最小限にするための制度および措置の向

上ということがきわめて大切となる。そのためには、このような地域機関組織

と正確な情報収集、分析の能力を分かち合い、早期警戒システム整備のための

技術を供与することが重要である。

そのようなネットワークを構築し、またそれに携わる関係者―ドナーをは

じめとする関係国、国連・地域的機関、NGOなどであって、現地・中央の両

レベルを含む―における共同訓練計画を実施することも一案として検討に値

するであろう。このような措置を通じて、早期警戒システムを整備し、システ

ム運用の鍵を握るソフトウェアをも整備することによって、これを常時運用可

能な状態で維持することは、紛争予防へ向けた国際社会の構成員の政治的意思

を高め、共通の認識に基づいた行動を可能にする基盤を作ることになる。

しかし、もっとも決定的なことは、早期警戒情報を入手することではなく、

この情報をいかに行動に移し、紛争の現実化を抑止するかという問題である。

つまり、早期警戒システムによって、ある地域で社会的緊張の高まりが見られ

ていることが明らかとなった場合、国際社会はそれが実力行使による暴力的紛

争へとエスカレートする以前に、早期に対応し、効果的な措置を講ずる必要が

ある。

この場合、現実には、今日の国際関係が既存の主権平等原則や内政不干渉原

則に拘束されるかぎり、取りうる手段はきわめて限定されているという問題が
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ある。今日の国際社会は、上述したように、国際システムとして構造的大変動

を経験している過渡期にある。主権平等原則に対する綻びも見られる一方で、

それがまったく時代遅れになったともいえない。このような状況の下では、入

手した早期警戒情報に基づいて国際社会が何らかの対応を取る必要があると判

断した時にも、それを主権平等原則や内政不干渉原則の名の下に当事国がこれ

に抵抗し、拒否することがありうる。それを国際社会として強制することは理

論的にも現実的にも困難なのである。このような場合においてこそ、国連や地

域機関が国際社会の名において、事態の監視（monitoring）や事態改善のため

の説得（persuasion）を試みることが有益かつ現実的であるといえよう。この

ことは、東ティモール情勢において国際社会によるプレッシャーが有効であっ

たことからも明らかである。

緊張状況に対する早期対応の手段としては、国際的、地域的なレベルにおけ

る外交的手段だけではなく、さらに何らかの形における「国際社会のプレゼン

ス」による「予防展開」の重要性を指摘する必要がある。旧ユーゴ・マケドニ

アにおいて実施された「予防展開」としての「国連のプレゼンス」が有効であ

ったことは広く理解されている。またパプア・ニューギニアのように、予防展

開の結果、和平交渉の進展が促進された事例があることも想起しておきたい。

さらに緊張の高まりがただちに実力行使にエスカレートすることを抑止する

ためには、そのような実力行使を行うための武器を入手する可能性を封じるこ

とも重要である。今日地域紛争において使用される武器の大半は、いわゆる小

火器や地雷などである。対立の高まりが見られるような事態に対しこれらの武

器の禁輸措置を早期に講ずることも、紛争の拡大防止という観点から有益であ

ろう。

なお、このような措置の実現を実効的なものにするためには、平時からこの

ような武器の入手について透明性を確保しておくことが重要である。そのため

には武器の国際移動登録制度を整備しておくことが有効と考えられる。

（３）紛争発生阻止のための介入

不幸にして実力の行使が不可避と見られるような状況においても、本格的な

紛争発生を極力阻止し、その拡大を抑止することが重要となる。とくに紛争の

犠牲となるのは難民や国内避難民となる罪なき住民である。彼らに対して、十

分な人道援助を行うことが「人間の安全保障」の観点からは肝要である。状況

によっては軍事的プレゼンスによる人道援助の安全性・実効性の確保も必要と

なることもあり得よう。この場合、このような活動といわゆる伝統的な「平和

維持」との関係が問題になりうる。このような活動のきわめて限定的な「人道
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的介入」としての性格を明確にしておく必要があるのではないか。

とくにこのような場合には、このような国際社会としての活動と、伝統的な

国家主権・内政不干渉原則との調和に十分な注意を払う必要がある。しかし、

近年の国内紛争では、本来、国民の財産・生命を保護すべき政府が機能マヒに

陥るという「破綻国家」における紛争が数多く発生している点で特異である。

このような状況下においては、それが「人間の安全保障」の確保という見地か

らの国際的な行動であるという性格づけが有用であると思われる。

最後にかかる介入には、多額の経費を要する。人的財政的手当てを迅速・十

分かつ実効的に行うことがこのような行動の成功の鍵であるという点につい

て、国際社会の認識を一つにする必要がある。

（４）紛争の再発防止

紛争が一応の「停戦合意」に到達したにしても、それは単に「かりそめの平

和」を実現するものでしかない。この機会をうまく捉えて、これを契機としつ

つ、早期に国民和解を達成し、社会的インフラや民主的制度の再構築等の「平

和構築」を行うことがきわめて重要である。そのことは、紛争を再発させない

ための地盤を造ることになる。その意味で、peace-keepingとpeace-buildingの連

繋を時系列の順ではなく、場合によっては同時に行うことが重要である（成功

例としてカンボディアのUNTACの例がある）。この段階においても、NGOなど

の非国家行為主体の活動や地域機関による協力は、主権・内政不干渉原則との

摩擦を回避する意味でも有益であろう。

紛争の再発防止のためには、国民和解のプロセスを進めることが不可欠であ

る。そして改めて国民間に寛容の精神を醸成することが重要である。この点で、

先に述べた「教育」の果たす役割は大きい。

同時に、「平和を踏みにじった者」を効果的に処罰することが「将来の平和

へ向けての抑止的効果」をもつことに留意すべきである。ルワンダや旧ユーゴ

スラヴィアについては、国連安全保障理事会の決議に基づく特別法廷が設置さ

れ、責任者の訴追・処罰を行っている。このような裁判所が効果的に機能する

ことを通じて、紛争を起こすことは「割に合わない」ことであり、結果的に処

罰されるものだということを国際社会の一致した態度として知らしめることが

有益である。この点で、昨年、このような機能を果たす常設の裁判所として

「国際刑事裁判所規程」が採択された。個人の行為を国際犯罪として処罰せん

とする国際的枠組みが歴史上初めて実現されようとしていることの意味は画期

的であろう。

紛争終結後の武装解除を行うことが、きわめて重要なこととして挙げられる。
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たしかに紛争の規模が大きければ、それに比例して武装解除に要する人的財政

的コストも膨らむという現実がある。国民間の寛容が脆弱である潜在的に紛争

要因を抱えた地域・国においては、彼らの武器を一刻も早く放棄させるととも

に、本来あるべき生活に彼らを安定させることが重要である。こういう措置を

含めて将来の平和建設のために必要欠くべからざるコストであることを国際社

会は認識しなければならない。

4. 結　　び

以上、「人間の安全保障」という考え方の中核を成す概念の一つとしての

「紛争予防」の問題について概観した。「予防に勝る紛争解決策はない」という

のは正しい考え方である。しかし、紛争予防を効果的に実施することは容易で

はない。それは「予防」というのが本来目に見えにくい概念にほかならないか

らである。どのような具体的努力でいかなる紛争が予防できるのか。これがわ

れわれがこのシンポジウムで探求すべきテーマである。

われわれは、冷戦後に頻発した地域紛争や政治危機などのさまざまなケース

から、紛争の発生から収束に至る一連のサイクルを学んできた。これらの学習

から紛争予防に対する理解を深めること、それがアナン事務総長のいう「予防

の土壌」を作るうえで重要であろう。そのうえに立ってわれわれの叡智を絞り、

包括的な紛争予防戦略を打ち出す必要がある。

最後に、しかしもっとも重要な点として触れておきたい。それは、冷戦後の

複雑化した紛争に効果的に対応するためには、国家レベル、二国間レベル、地

域的フレームワークのレベル、そしてグローバルなレベルでの整合性の取れた

取り組みが求められるという点である。そして国際関係における伝統的な主体

としての国家のみならず、シビル・ソサエティやNGOといった新しい主体に、

この紛争予防戦略の一翼を担うアクターとしての役割を促進させていくことが

重要である。これら新しいアクターにはすでに多くの分野で目覚ましい活躍が

見られているが、「人間の安全保障」の促進には、彼らの役割を含めた形で包

括的に紛争予防戦略を打ち立てていくことが不可欠なのである。最後に、紛争

予防は政府だけの問題ではなく、われわれ自身の問題であることを指摘してお

きたい。
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本日、小渕総理とガリ前国連事務総長の素晴らしい基調講演を拝聴し、そこ

から多くのことを学ぶことができたと思う。ガリ前国連事務総長は理念を語ら

れ、小渕総理からは、「人間の安全保障」を中心として、予防的安全保障や

「持続可能な開発」、さらに民主主義といった理念を実際に、いかに実現してい

くかということを伺った。

第1セッションの小和田大使の基調講演は、非常に深遠で、完成度が高く、

また、優れて包括的かつバランスのとれたものであった。私に与えられた短い

時間でその内容にコメントするのは大変難しいが、ここでは小和田大使のお考

えの要点をたどり、少々敷衍する形で、とくに3点に絞って申し上げたいと思

う。

まず第一の点は、国際システムと歴史における変化ということである。ウェ

ストファリアから最近の出来事までを見てきて、さらに将来のことを考えると、

国際システムの中心が国家から個人へと移ってきたとおっしゃられた。このこ

とについて、ここで強調しておきたいのは、それはけっして直線的に発展して

きたわけではないということである。そしてもう一つは、にもかかわらず、国

家は依然として存在し、現在でもきわめて重要な社会構成体であることである。

つまり、武力行使の権利をもつ唯一の組織が国家であり、個人のためにも国家

は依然として必要であるということである。このことをわれわれはいつも念頭

に置いておかなければならないだろう。今後、国際システムを進化、発展させ

ていくうえで、最終的には国家も個人も、将来の国際システムにおいて、とも

に主体の役割を果たしていくことになると思う。

第二の点として、とくに私の国、インドネシアも関連してくることだが、小

和田大使やモデレーターも言及されたように、個々の国家すべてが実際に自分

たちを組織し、バランスのとれた国家の開発戦略を打ち立てることの必要性で

ある。これはきわめて重要な目標であり、そのことが将来の紛争をできるだけ

早期に回避することにつながっていく。東アジアの金融・経済危機、さらにい

くつかの国での政治的・社会的な危機がこれほどまでに深刻化した背景には、
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恐らく開発戦略のなかに重大なアンバランスがあり、そのアンバランスからく

る矛盾がここにきて露呈したのではないかと思う。たとえば、韓国型の経済開

発を見てみると、まず経済開発をし、それから政治的な開発をしているが、こ

れはけっして望ましいことではない。インドネシアの例から見て、国の開発戦

略を考える場合は、最初からあらゆる側面を同時に考えなければならないだろ

う。

当初は非常に未熟な民主主義だといわれるかもしれないが、早期の段階から

やはり社会や政治あるいは政治体制のなかに変化に対応できる柔軟性を組み込

んだ形で国家の開発を行うことが必要である。そうでなければ、開発を30年続

けても、今のインドネシアのように行き詰まり、いろいろな紛争や対立といっ

た困難に直面することになるだろう。

時間の制約の関係で、細かくは述べられないが、こうしたことを可能にする

のは市民社会の努力によるだろう。また、マスコミの努力も、こうしたバラン

スのとれた形の成長戦略を確立するうえできわめて重要だと思う。

次に、第三の点としては、地域主義あるいは、地域的な組織がいかに重要な

ものになり得るかということである。まず、紛争を防止するためには信頼醸成

が非常に重要である。また、地域組織との協力も大切である。われわれがそう

いった協力をすることで自ずと紛争防止につながると思う。

第二次世界大戦以後いろいろな試みがなされたが、そのもっともいい例が欧

州連合（EU）である。東南アジア諸国連合（ASEAN）も一つの例になると思

う。ASEANは、さまざまな課題に直面している現在のインドネシアの場合が

そうであるように、新しい指導者、新しい加盟国、そしてリーダーシップの欠

如などの問題を抱えている。しかし、強調したいのは、ASEANというのは基

本的には地域の各国間での紛争防止のためのシステムであるが、われわれはこ

こからさらに進んで、ASEANという名の共同体を作りたいと考えている。そ

のためには、なすべきことはたくさんあるが、それがわれわれの目標である。

それから、アジア太平洋地域でわれわれが作ったもう一つの制度として、経

済的な分野では太平洋経済協力会議（PECC）がある。PECCは、日本のイニシ

アティブで始まったものだが、その後、アジア太平洋経済協力会議（APEC）

に成長した。APECは、この地域での制度づくりでもっとも重要なものである。

というのも、すでにいわれているとおり、経済協力というのは信頼醸成、理解

の醸成、そして協力の醸成のためにきわめて重要であり、つまりは、紛争防止

のために重要であるからである。

また、ASEAN地域フォーラム（ARF）という国際的な安全保障のための会

合がある。これは、アジア太平洋地域で行われている、多岐にわたる副次的な
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外交の一つで、そのなかにはアジア太平洋安全保障協力会議（CSCAP）も含

まれている。こういった形で地域的組織が協力をし、国際的なマルチレベルで

の協力、そしてグローバルな紛争防止のための施策に貢献をしていこうという

ものであるが、これらの組織も変わらなければならないだろう。信頼を醸成し、

その面で何らかの成果を収めたとしても、本格的な予防措置のための組織とし

て現在のままではやはり不十分である。将来の紛争を予防する本格的な防止機

能をもつためには、まずこのARFの組織を制度化しなければならないだろう。

1年に1回集まって、ただ話し合うだけでは十分ではなく、事務局を作り、実施

のためのプロジェクトを作っていかなければならない。また、ASEANの国々

も共同議長国としてプロジェクトにかかわり、政策を積極的に推進していくこ

とが必要である。

そのための努力の重要なものとしては、まず、①平和維持のプログラム（も

ちろん、これは国連のシステムの一部としてである）、②議長の権限などによ

って予防外交を行っていく能力、③いわゆる副次的な組織を十分に拡大して協

力の輪を広げ、共同研究や若い人たちの訓練に当たること（とくに紛争防止に

関しての研究や訓練、研修）などが挙げられるだろう。このCSCAPやARFで合

意されているCBM（信頼醸成措置）の実施に向けては、国防関係のさまざま

な論文を毎年公表したり、軍部や軍学校の交流を図ったり、共同演習を行うこ

となど、多様な施策が考えられる。また、この地域、とくに海洋における安全

保障の行動基準を作ることも行われている。これらのすべてが実現可能と思わ

れる。

最後に、もう一つ強調しておきたい重要な点は、二国間関係の重要性という

ことである。たしかに地域組織や地域主義というのも地域の平和にとって重要

である。しかし、この地域の安全性や、紛争防止において要となっているのは、

やはり二国間関係であり、互恵的な関係である。そのために、二国間の関係を

バランスのとれた形にすることが地域の安全保障の鍵となる。そのうえで、多

国間、地域的な組織を、それを補完するものとして推進していくべきであろう。

私は、国際関係でもさらなる民主主義が必要であるという理念を心から支持

したいと思う。そして、国連を変えるための、より具体的な努力をすべきであ

ると思う。国連は現段階では、われわれの目的にかなう唯一の国際組織であり、

その一層の発展が可能であるからである。
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「人間の安全保障」という大変重要な概念に関する小渕総理とガリ前国連事

務総長による基調講演に引き続き、この第１セッションでは、紛争予防措置に

焦点を当てることになっている。

小和田大使には、広い見地からこのトピックについてお話しいただいたが、

私は、さらに予防外交そのものに焦点を絞り、二、三考えていることを述べた

いと思う。

とくに二つの点を取り上げたいと思うが、その第一は、少なくとも私にとっ

ては、予防外交という概念がまだ不明瞭であったり、共通に認識されていない

点があるのではないかと思われるので、これについて少々考えたことを述べた

い。第二に、予防外交が、さまざまな紛争に対応する方策のなかで、望みうる

最良の薬であることにほとんどすべての人が賛成しているにもかかわらず、冷

戦終結後、それほど効果的に実施されていない理由は何かということ。また、

予防外交が実施されるようにするために何をなすべきかということ、これに関

しても私個人の視野からではあるが二、三述べさせていただきたいと思う。

予防外交の定義あるいは概念について、これまでパネラーの方々も触れられ

たように、まず大きく広い意味での予防外交―「予防外交」という言葉は必

ずしも適切ではないかもしれないが―と、比較的狭い意味の二つに分けられ

るように思う。

広い意味というのは、特定の地域や特定の時点にこだわらず、広く「人間の

安全保障」という概念のなかで、それを脅かす政治的、経済的、社会的、民族

的、あるいは宗教的な要因に対して注意を払いながら、比較的長期にわたって

諸問題の解決に努め、また経済的・社会的発展や、政治的安定、協調などを促

進することによって、将来、不特定の紛争が起こることを予防するという意味

で用いられると思う。

一方、第二の比較的狭い意味での予防外交は、特定の地域、特定の時点にお

いて紛争の勃発が憂慮される状況において、より意識的かつ具体的な努力を通

じて、紛争の悪化や、武力紛争への転化、その拡大、または紛争の再発を予防
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するという意味で使われているように思う。

第一の広義の予防外交は―「外交」という言葉は特定のニュアンスがある

ので、別の言葉で言い表した方が妥当と考えるが、まだ的確な表現を探しあぐ

ねている―ある学会でこれを予防行動、プリベンティブ・アクション

（preventive action） と呼び、第二の狭義の予防外交を、プリベンティブ・ディ

プロマシー（preventive diplomacy）と分けて論じられたことがある。ここでは、

第一の広義の予防外交の、とくに「人間の安全保障」に絡めその重要性を十分

に意識しながらも、第二の狭義の予防外交について、特定の状況にかかわる具

体的努力という側面から考察してみたい。

まず、この狭義の予防外交という概念の定義については、ガリ前国連事務総

長が、ここでも何度も言及された『平和への課題』という重要な報告書のなか

で論じたのを契機として、以後急速にそれに対する関心が高まってきた。しか

し、そうしたさまざまな論議のなかで、予防外交の一部である具体的な措置、

たとえば早期警報や、信頼醸成措置、PKOの予防展開―もちろんこれらはい

ずれも重要な要素であるにしても―に注目する余り、これら具体的な措置を、

継続的な予防外交に織りなす糸のようなものにはあまり関心が向けられていな

いのではないか。

では、その織りなす糸とは何かと考えてみると、とりもなおさず、憲章第６

章「紛争の平和的解決」に言及されているさまざまな平和的、外交的、政治的

な紛争解決努力である。すなわち『平和への課題』のなかで、平和創造

（peace-making）と呼ばれたものにほかならない。また、予防外交であれ、ある

いは予防外交と特定されない平和創造活動であれ、その過程において上述の具

体的な措置は実施されうるし、有効であるということができよう。

予防外交の本質が平和創造と異ならないとすれば、何をもってそれを区別し

認識すべきであろうか。キーワードはもちろん予防（prevention）という概念

であり、予防外交とは特定の時期において平和創造活動を行う努力ではないか

と考えられる。つまりタイミングの問題といえる。ここではもちろん先ほど小

和田大使が触れられたように係争（dispute）が、武力を伴った紛争（conflict）

に発展するのを予防することが最重要課題となる。ガリ前事務総長や小和田大

使も強調されたように、これらの紛争もそれに対するさまざまな予防努力も、

いくつかの段階を経て、結局一つのサイクルに収斂する。すなわち、いったん

紛争が終息した後も、引き続き平和構築に留意しなければ、再度勃発する可能

性があるという認識に鑑み、予防の対象となる期間を武力紛争が起こる以前だ

けに限定せず、紛争が起こった段階から、それが悪化し拡大する段階、あるい

はいったん終息した後に再発する事態など、さまざまな段階で、次の段階へ発
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展するのを防ぐことを目的とするならば、そのことがまさしく予防外交なので

はないかと思う。

このように予防外交は、紛争が勃発してからの対応よりもはるかに効果的で

あり、経済的でコスト・ベネフィットにも優れていると思われる。では、どう

して冷戦後、予防外交がより効果的に展開されてこなかったのか、以下その理

由について考えてみたい。

実は先にも言及があったように、予防外交は文字通り慎重に、静かに実施さ

れてこそ効果があるので、そのため実際に行われていても、それが一般に知ら

れていないという面がある。しかし、やはりもっと頻繁に実施されて然るべき

だということも確かである。

なぜもっと予防外交が効果的に実施されてこなかったのか。理由は多々ある

と考えられるが、第一に早期警報の発令が効果的になされていないということ

が挙げられる。その一環として、早期警報のもとになる情報の収集において、

とくに国連のような国際機関は、ある種の限界があるということがよくいわれ

る。というのも国連が、情報収集―いわゆるインフォメーション

（information）ではなくて、インテリジェンス・ギャザリング（intelligence

gathering）―を行うことに対して、各国が非常に警戒心をもっていることが

背景にある。

しかし、国連はそういう活発な情報収集をしなくても、すでに経済社会問題、

難民問題などの分野で、他のいかなる機関とも比較にならないほど豊富な情報

源をもっている。また、事務総長は188の加盟国の首脳と常時会談を行い、さ

まざまな主題をめぐって協議を重ねているため、実際に現地に赴き調査しなく

ても、いながらにして膨大な量の情報を入手できるという事情がある。したが

って、情報収集の限界以上に欠落しているのは、むしろ時宜に応じた的確な分

析能力なのではないだろうか。国連が何十もの機関から成り立っていることを

考慮すると、将来の紛争予防という見地から、それらの機関のあらゆる関連情

報を集約し、緻密な分析を施せば、相当な効果が期待できるであろう。

本格的な予防外交が行われない第二の理由として、紛争当事国―または近

年増えた内戦においては紛争当事者―が、国際機関や、その他の第三者の介

入を、とくに初期の段階においてはなかなか受け入れないという事情がある。

当事国または当事者の代表は、まず一方的な手段により自国ないし自陣営の利

益の確保・拡大に執心するため、手遅れになる段階まで、容易に第三者の介入

を許さないという現実が、予防外交を妨げる一つの大きな要因になっていると

思われる。

第三に、何度も言及されたように、近年の紛争のほとんどが国内紛争である
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という事情それ自体が、予防外交に対する一つの障害になっている。主権国家

の概念が相当変化してきたとはいえ、国内紛争に外部の勢力が介入するという

ことに対して、国際紛争の場合以上の抵抗がある。さらに国内紛争のさまざま

な状況を把握することに関して、国際紛争以上に複雑で困難な面があると考え

られる。

第四に介入の時期の難しさ、すなわち、どの段階で予防外交の調停者が介入

すべきか、また介入が有効であるかということである。最大の効果をもたらす

ための介入時期を判断する材料になる、何らかのガイドラインや条件などに関

して、国際的な会議、または本シンポジウムのような学問的な会合で議論する

ことも必要と思われる。ただし、予防外交の場合は、PKOのようなオペレーシ

ョナルな介入ではなく、まして多国籍軍のような強制的な介入ではないため、

この点で多少利点があるかと考えられる。

地域機構については、ワナンディ氏が、とくにアジアについて非常に包括的

に述べられたので省きたいと思う。

では、どうすれば予防外交がより効果的に実施されうるかということについ

ては、もちろん、上述した広義の予防外交、特定の紛争または前紛争状態にと

らわれないさまざまな措置が重要であることはいうまでもない。すでに触れた

情報収集・集積、および分析の改善と適切な早期警報の発令や、第三者介入の

時機および条件に関するガイドラインの検討も望まれる。

予防外交の仲介者の選定も重要である。国連事務総長、または国連事務総長

が任命した特別代表は、その中立性、国際性、正統性において非常に利点があ

ると考える。そうした特別代表は必ずしも国連の上級職員である必要はなく、

名声の高い外部の政治家や外交官などが今までにも何人もその任務を担い、真

の国連の代表として多大な成果を上げてきた。他に、武器管理などの問題もあ

るが、最後に二つの点に触れておきたい。

小和田大使も先ほどユネスコ憲章の「戦争は人の心のなかに生まれる」いう

言葉を引用された。これはだれも客観的に考えれば疑うべくもないことだが、

予防外交の利点についても、教育、広報、啓蒙努力をもっと集中的に行う必要

があると思われる。

最後に、そのような啓蒙努力の一環としての国連憲章の理念の普及について

述べたい。国連憲章の理念とは、すなわち、平和を守るために、それを脅かす

事態が起こったとき、直接の被害者にのみ責任を負わせるのではなく、国際社

会全体で対処する義務があるという、非常に画期的な理念である。

あるいは非現実的な理想論というかもしれない。しかし近年起こったいくつ

かの出来事を見ると、主要国の指導者によってさえ、この基本的な理念が忘れ
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去られたのではないかという懸念を覚える。結局、常にそうした理念を想起し、

そこに立ち返ることこそが予防外交の将来に向けた一つの原点なのではないだ

ろうか。
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小和田大使の洞察に富むスピーチに直接お答えする形で私の見解を述べた

い。

まずここで最初に申し上げたいことは、大使がスピーチのなかで述べられた

二つのポイントに基本的に同意するということである。それは第一に、恐怖の

均衡に基づく二極構造にあった世界が相互依存の世界に取って代わったこと。

このことはすでに明白な事実であるといえる。第二に、これは今回のシンポジ

ウムの中心テーマでもあるが、国家中心の安全保障から人間中心の安全保障へ

の移行であり、私は、この移行がすでに進行中であるという大使の意見にまっ

たく賛成である。

そのうえで、私はここでそれを裏づける三つのポイントに触れたい。

まず第一は、理論面についてである。国家による安全保障から「人間の安全

保障」へ中心が移行することは、政治的にみても法的にみても歴史に残るかつ

てない大変革となろう。このような事態はいまだかつて起こったことはなかっ

た。4000年以上もの間、いかなる文明や帝国の時代でも指導者は程度の差はあ

れ、おおむね神聖な存在であり、一般市民は原則的に取るにたらない存在でし

かなかった。ハムラビ法典やローマの市民権においても、一般市民は基本的に

何ら権利を認められていなかった。400年ほど前のウェストファリア条約以降、

とくに18世紀の市民革命以来、市民に市民としての権利が次第に認められてき

たが、それも国家への帰属と従属を前提としたものでしかなかった。人々は国

内法に従うかぎりで権利を得ていたのであり、それを超えた国際法のレベルで

は主体は国家でしかなかった。実際、われわれの社会は基本的にこうした司法

の発展途上にあるのである。現代の根幹をなす文書である国連憲章と国際司法

裁判所規定は、「われら人民は」の名において始まるが、以後の記述で国際社

会の構成メンバーとしてその存在と地位が語られるのは主権国家であり、個人

としての人間の存在は見えてこない。その状況から、国際法のなかで個人が初

めて認められ、また生まれながらにして権利をもつ主体としてみなされるよう
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になったのは1948年の世界人権宣言が契機であるが、それも1960年代に国際人

権規約が発効するまでは、拘束力をもたない決議、すなわちソフト・ロー（ゆ

るやかな法）にすぎなかった。したがって、この国家から人間への安全保障の

移行が個人を中心に据え拘束力をもつことになれば、これは最大級の思想的変

化ともなりうる。われわれはその意味するところを過小評価することはできな

い。

というわけで、これが新しい時代の到来を告げるものであるのは確かである。

小和田大使をはじめ参加者は繰り返し「ポスト冷戦時代」に言及されているが、

私はむしろ過去10年にわたって使われ続けてきたこの言葉をもうやめてはどう

かと考えている。というのも、現代の事象を表現するのに、もはや存在しない

ものに依然として頼ることは、政治的思考の貧困さの表れだからである。もし

数十年でなく数百年という単位で考えるなら、「ポスト・ウェストファリア時

代」とでもいうべきであろうが、それを口にするのは明らかに時期尚早である

だろう。だが、われわれは自らの時代をポジティブに捉えた言葉を見出さねば

ならない。1940年代の指導者たちは、戦後40年間の時代精神を表す概念として

「鉄のカーテン」とか「冷戦」といったネガティブな表現を作り出したが、新

たな時代の指導者には新しい言葉を期待したい。私は国家の指導者ではなく、

国連事務総長という今日のグローバルな指導者にそれを期待しようと真剣に思

っている。そのことについて私が思い出すのは、尊敬すべき前国連事務総長ブ

トロス＝ガリ博士が1993年に『UNクロニクル』誌の巻頭言で述べた「初めて

真のグローバルな時代が始まった」という言葉である。グローバルな時代がま

さに到来した。時代を捉えた言葉を用いることなく制度や規範・規則について

語るべきではない。いわれているように、われわれは新たな時代の問題すべて

に解答をもっているわけではないとしても、現在を語るのに過去をもってする

のはわれわれの理念の欠如を物語るだけである。ブトロス＝ガリ博士の述べた

「グローバルな時代」という言葉をわれわれの時代を捉えたポジティブな言葉

として認めようではないか。

実際、司法は90年代の変化と国家から個人の安全保障への移行をある程度敏

速に反映するようになっている。少なくとも国際法として成文化とまではいか

なくとも、その解釈と適用は新しくなっている。たとえば、国家元首だったピ

ノチェットや今も国家元首であるミロシェヴィッチの境遇を想起するだけで明

らかだろう。さらに、もしオランダの一部がある刑事裁判が理由で分離独立し

てスコットランドの領土であると宣言することがありうるとしたら、裁判自体

の結果は別として、そのことは「人間の安全保障」の面から見れば独創的な発

想といえるであろう。
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ここで私が基本的に述べたいのは、こうした創造力と進歩にもかかわらず、

国際法の対象が個人へとシフトするのはそれでも一大事であり、完全な移行ま

でには相当長い時間がかかりそうだということである。どのくらいかかるかは

わからないが、われわれの孫あるいはその孫が2099年に日本国際問題研究所の

140周年記念シンポジウムに出席し、世界がこの点についてどれほど進んだか

議論する様子を見ることができたらさぞかし愉快であろう。

第二のポイントは、第一のポイントの帰結である。法文上の進歩は必然的に

遅いので、「人間の安全保障」への変化をリードし促す政治的コンセプトに注

目する必要があるということである。「人間の安全保障」についての政治的関

心と実践はすでに実例があり、身の危険を顧みず森林伐採に反対して命を捧げ

たブラジルのチコ・メンデス、ワシントン州で多国籍木材会社の方針を変えさ

せるために、アメリカ杉のてっぺんに組んだ6平方メートルのスペースに2年間

座り込みを続けたジュリア・ヒル、あるいはWTOシアトル会合で、多少混乱

を伴ったが、視点は定まっている抗議者たちが個人のレベルで行動したことだ

けははっきりしている。国際的な市民社会を見れば、最近はノーベル平和賞を

地雷禁止国際キャンペーン（ICBL）や国境なき医師団（MSF）などのNGOが

受賞している。グローバルな理念のために活動する国会議員のレベルでは、列

国議会同盟が国連やPGAと連携を強め、その支援に乗り出しており、その双方

において日本の議員も活躍している。

このように行動は起こされている。だが、それに伴う理念が生まれていない。

本日、ヒンケル学長が「人間の安全保障」について述べた「非常に重要である

が、未だに不確定なため、概念を明確に定義する必要がある」との言葉を思い

起こそう。国家から個人への歴史的なシフトを実現しようとするなら、われわ

れは「人間の安全保障」という理念を支え発展させる新たなコンセプトを創出

しなければならない。

地球全体の利益や正当性のある国益という概念など、その可能性をもつコン

セプトは多い。また、第2セッションのテーマである「持続可能な開発」もも

っとも重要な理念の一つだろう。しかし、「持続可能な開発」のみを強調する

のは誤りである。「持続可能な消費」もまた同じように重要であり、この二つ

は表裏一体とみなさねばならない。実のところ、人口、開発、消費といういず

れも等しく重要な三つの概念を含んだグローバルな持続性や地球の環境収容力

（carrying capacity）といったものが正しいコンセプトといえる。人口は2100年

までに83%増加して104億人になるといわれるが、現在のテクノロジーがその

まま存続し、何らかの質的な構造転換が図られなければ、21世紀中には地球の
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資源は深刻な枯渇状態に至ることになる。生態学的に利用可能な地表の面積は

全体の17%に過ぎず、現在の技術では海洋がほとんど開発され得ないからであ

る。

たとえば環境の領域では、現在はいまだ発展段階で弱々しいが、多大な可能

性を秘めたコンセプトとして「エコロジカル・フットプリント」がある。これ

は一人の人間、一国の人口、そして人類全体を支えるための「区画された」地

表面積のことである。「リオ・プラス5」会議のためにアース・カウンシルが委

託した専門家による最近の研究で、51カ国と香港が「エコロジカル・フットプ

リント」の広さによってランクづけされた。一人当たりの平均「フットプリン

ト」―地球上の生態学的に利用可能な面積を世界人口で割った―は2.1ヘ

クタールだそうである。しかし、われわれの推定では、現実は一人当たり2.8

ヘクタールであり、約33%も生態学的にオーバーしているといえる。「エコロ

ジカル・フットプリント」は「人間の安全保障」にとっても関連性の高いコン

セプトである。

私は「人間の安全保障」を、人間生活の悪化と人間の暴力という、いわば双

子のコンセプトから成る広いコンセプトとしてアプローチすることを提案した

い。人間生活の悪化と人間の暴力は相互に関連してはいるが、まったく異なる

ものである。たとえば21世紀の人々と社会が環境の悪化を経験することになる

のは明らかである。しかし、それは「人間の安全保障」の観点からは好ましく

ないことではあるが、社会暴力につながるかは別問題だからである。社会暴力

は、通常物理的に近接した集団間で起こる問題であるといえる。たとえばある

地域の人々の感情の高まりが投石行為に至るような「インティファーダ」がそ

れである。モルディヴやツヴァルのような国が、自らの存在が危機にさらされ

たからといって、遠く海を越えて中国やアメリカ合衆国に軍隊を送り込むよう

なことはない。したがって、この二つのケースにおいて、問題の本質と紛争予

防の対応はまったく異なるのであり、政策決定者はこのことを考慮すべきであ

る。

最後に述べる第三のポイントは、以上のすべてのことから帰結する紛争予防

の戦略についてである。私はこの課題がきわめて複雑であると認めざるを得な

い。というのも、20世紀は紛争予防よりも紛争管理に、一国内よりも国家間の

紛争管理に腐心したといえるが、主権の平等、領土の保全、平和的解決、不可

侵、不介入といったおなじみの規範・規則はすべて国家間の関係に関するもの

であった。さらに、紛争対応メカニズム、戦略的核抑止力へとエスカレートし

た集団的安全保障も同様である。国際社会のなかに、紛争予防理念を支える概
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念装置はほとんど皆無なのである。しかし、紛争予防においては、単に紛争処

理というよりも、個人や社会の行動に対するもっと緻密な理解が必要とされる。

われわれは危機が生じるたびに驚愕を繰り返すのではなく、小渕総理や小和田

大使が述べられたように、われわれは紛争の要因をこれまでになく正確に理解

する必要がある。なぜなら領土紛争、あるいは国境紛争、民族統一運動、宗教

対立、権力闘争、不正選挙など、紛争の具体的要因によって、国際社会が採用

しうる予防メカニズムが大いに違ってくるからである。この紛争予防というも

のを、「人間の安全保障」を達成するために必要な理念として確立するには、

その前途ははるかに遠いことは明らかである。
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第２セッション

「持続的開発の促進」



今回のシンポジウムのタイトルである「人間の安全保障を求めて」は、われ

われが今世紀の人間の営みから教訓を学ぶべきこと、そしてこの教訓を来世紀

に生かそうという決意を示している。このことは今回のシンポジウムの構成に

もはっきり示されている。政治と紛争予防の必要性、経済と「持続可能な開発」

の必要性、市民社会と人間の尊厳を推進する必要性というテーマについて各セ

ッションごとに話し合われることになっているが、それらはいずれも相互に緊

密な関係にあり、「人間の安全保障」を推進するためには総合的で包括的な見

方が必要であるという基本認識に基づいている。

1. 人間の安全保障という観点からの開発

「人間の安全保障」というパラダイムの魅力は、人間個々人をわれわれの関

心の中心に据えるというところにある。政治であろうと経済であろうと、また

市民社会についてであろうと、地球上のすべての人間一人ひとりがわれわれの

関心の中心にある。まさしく、人間一人ひとりが開発のアルファでありオメガ

であり、開発を持続的に前へと進めるためには、一人ひとりが主体的な実践者

でもあり手段でもあることが強調されるべきである。

数十年にわたってわれわれは試行錯誤を繰り返し、さまざまな認識のもとに

多様な開発を行ってきた。そこには流行りすたりがあり、さまざまな課題が次

から次へと潮のように寄せては引いて、論議が白熱しては下火になった。しか

し、世紀（さらには千年紀）の変わり目に立ったわれわれの多くは、個人が問

題であり、とくに開発においてこそ個人を重んじるべきであると確信するよう

になったのである。「人間の安全保障」という認識のもとに、個人の人権が尊

重されるべきこと、個人の能力が発揮されるべきこと、個人の尊厳が高められ

るべきことをわれわれが主張するのはそのためである。

開発のプロセスにおいて個人を中心に据えることは、「個人一人ひとりによ

って、一人ひとりのために、一人ひとりの開発が行われる」という枠組みを形
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づくることになるが、この枠組みにはすべての開発プロセスにおいて鍵となる

次の三つの要素が含まれるだろう。すなわち、（人々の）生産性向上、（人々の）

福祉向上、（人々の）民生の向上である。それは、よく働き、より多くを所有

し、生活がより向上することを意味し、能率や物質的な生活や、そして人間と

しての生活の質全体の向上を一体として推進することになる。

これは開発というものを発展性のあるものとして見る見方であるが、身体と

精神からなる人間が発展する存在であることを考えれば当然のことである。わ

れわれが人間として十全に発展するためには、人間としての基本的な必要物資

および基本的な教育と訓練が確保されるとともに、文化、技術、価値の面で向

上するという展望が必要だからである。基本的な必需物資には衣食住だけでな

く、安全な水、きれいな空気、医療の確保なども含まれる。また、基本的な教

育・訓練とは、各個人が労働力の構成単位として何らかの仕事に就き、市民権

を行使できるようになるために必要な教育と訓練を指す。しかし、こうした基

本的な欲求ばかりではなく、人間には（文化、技術および価値の向上を目指す）

より人間的な人間を創造するというより高い次元の欲求がある。この欲求があ

るからこそ、自己から出発して人類全体の向上進歩を促すというエキサイティ

ングな事業に参加することが可能となる。

またこのような、互いに密接に関連する多数の構成要素からなる包括的な開

発の見方から、ダイナミックなプロセスがわれわれの目に見えてくる。このプ

ロセスを持続させるためには、個人一人ひとりに焦点をあてつつも、全体を包

摂した目標を目指さなければならないだろう。たとえば、「持続可能な開発」

のためには物としての環境や資源の保存に十分配慮しなければならないことが

明らかとなる（さもないと、資源は乱用され、生命そのものが脅かされること

になる）。また、開発は市場が効率的かつ競争的に機能するようにしなければ

ならない（さもないと、非効率と歪みが拡大し、成長と進歩が妨げられること

になる）。さらに、法的規制と、新鮮で時には激しい自由の風を確保しなけれ

ばならない（人々が自由に自ら企てた事業を追求できなければ、創造性と進取

の気運が萎縮することになる）。したがって、「持続可能な開発」を考えるとき、

われわれが環境基準を維持することの重要性を説いたり、公平な土俵における

競争活動を促進したり、あらゆる分野における民主化と自由化の成果を維持す

べきであると主張することはむしろ当然であるといえる。

環境、競争市場、自由な民主主義は、もはや、別々に追求され推進すべき課

題ではない。それらはむしろ、「持続可能な開発」のための、相互に関連した

基本的要件なのであり、また「人間の安全保障」という一つの傘の下に仲よく

共存するものなのである。
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2. 持続可能な開発を実現するための組織

さて、すべての個人の進歩を促すような開発を推進するために必要な条件は、

数えきれないほど多く、それは明らかに一組織で実現できる範囲を超えており、

権力や他の組織と協力することなしには不可能である。

幸い、われわれには独自の機能をもったさまざまな組織がある。われわれの

なすべきことは、それらを互いに組み合わせ、来世紀の個人が確実に進歩でき

るよう機能させることである。

第一に、われわれの社会には家族をはじめとする自然な共同体がある。今日、

それらが人間にとって基本的な必要物資と基礎的な教育や訓練を確保するのに

有効な組織であることに異を唱える人はいないだろう。家族や共同体にはこれ

らの必要条件を確保する第一義的な役割が与えられる。もちろん学校など補助

的なシステムによって補完される必要はある。しかし、子どもの教育やしつけ

における学校などの役割は家族と比べれば二義的なものである。したがって、

家族がしっかり機能するよう必要なものを供与して支援すれば、われわれの仕

事は大いに前進することになる。ただその場合、家族にとって代わろうとする

のではなく、家族が子どもたちの身体と精神のもっとも基本的な要件を満たす

ことができるよう、家族の自助努力を支援することを目指すべきだろう。

次に、われわれには国家と市場がある。国家を見える手、市場を見えざる手

として、互いに相反するものと捉える単純な認識はすでに過去のものとなった。

以前は、たとえば市場を保護し強化することは、他方で、国家をないがしろに

することと考えられていたが、今はそうではない。市場が効率的に正しく機能

することを望むのであれば、市場を監視し、その基本原則が守られることを保

証する強い政府が必要であるという見方が一般的になっている。政府が弱体化

し、監視も管理も行き届かないところでは市場もまた簡単に歪んでしまうこと

を、われわれは経験的に学んでいる。さらに、プレーヤーの能力や資源へのア

クセスに不平等があると、本来平等であるはずの市場競争が非常に不平等で不

公平な結果を生むことになることも学んでいる。したがって、われわれは、市

場競争の効率性とビジネスの場におけるコーポレート･ガヴァナンスの効用を

認めると同時に、政府の監視と監督を強化し、公務員・官僚に近代的な行政を

遂行するために必要な態度と技量を身につけさせるよう努力しなければならな

いだろう。

さらに、われわれには人々の考え方と行動様式を形づくる価値体系がある。

現代では通信システムその他の設備を介して、人々の考えは一瞬にして伝播す

る。情報と生活様式は広範囲に共有され、簡単に模倣される。グローバリゼー

49第２セッション「持続的開発の促進」



ションの進行は文化のさまざまな面に影響を及ぼし、人々の行動を支配する価

値を形成する。しかし、多くの障壁が取り払われ、国境が隙間だらけになった

としても、人々が本当にグローバルな見方を共有しているかどうかは疑問であ

る。グローバル･スタンダードへ向けての歩みは遅々としており、地域によって

大きな差がある。問題を協議し、規準を取り決め、スタンダードを設定するた

めに必要な制度面での整備が進んでも、統合と相互依存が進む世界の現実の需

要に応じることができずに、きしみを生じているのが現状である。したがって、

われわれはグローバルな行動規範のための制度的枠組みを強化すると同時に、

多様性に富んだローカルな文化が繁栄し、発展するよう配慮すべきである。す

なわち、世界市民としての基本的な要件を身につけるよう促すと同時に、あら

ゆる分野における地域のイニシアティヴと草の根運動の発展を全力で支援すべ

きである。いかなる社会も、グローバルとローカルの両方のアプローチをいか

に整合性があって首尾一貫したやり方で組み合わせるかが課題となるのである。

この取り組みは政府が主導すべきである。実際問題として、すべての組織を

一貫した形で適切に組み合わせ、バランスをとって進めることができるのは政

府だけであるからである。ただしかし、その場合、政府には、これまでのよう

に高所から命令する態度を改め、適切な調整機能に徹すると同時に、必要な時

には自らの機能を監視を行うことだけにとどめることも課さなければならない

だろう。これはけっして政府の権威と責任を縮小したり制限するものではなく、

政府を肥大化の危険と非効率性に陥ることから救い出し、政府を監督と監視の

責任を担うというより高い次元に押し上げるためである。

政府はそのような立場に立つことによって、家族その他の自然な共同体や地

方自治体が、人間の基本的必要物資を満たし、かつ基礎教育と訓練を施すこと

を支援することができる。いいかえれば、政府は社会の下部組織が原則を守る

よう監視することによって、むしろそれらの下部組織のイニシアティヴと責任

の範囲が拡大するようにすることができる。事実、これらの原則の多くが次第

に国際的なレベルで設定されるようになっている。グローバリゼーションと国

際的な相互依存がさまざまな領域で進行するにつれ、より多くの行動規範、協

定、条約、慣行、目標とタイムテーブルに関する合意が、グローバルなレベル

で締結されるようになり、各国政府は国際的な枠組みに従ってその締結と履行

に責任をもつことになる。

適切な枠組みに基づけば、政府は、相互補完的にもたらされるべき二つの基

本を合わせもつことができる。すなわち、その一つは、サブシディアリティ、

つまり責任とイニシアティヴの行使をできるだけ個人のレベルにおろし、個人

の真の利益がもっとも効率よく満たされるようにするものである。二つ目は、

50



ソリダリティ、つまりすべてのイニシアティヴが、国内外の標準に則り、まと

まった形で行われるようにする原則である。

3. 「持続可能な開発」へのアプローチ

われわれはこの二つの基本原則に沿って歩みを進め、来世紀の前半にはすべ

ての個人が人間としての基本的な必要条件が満たされるようになることを目指

すべきである。国際社会は、各国政府とともに一致して行動しなければならな

い。目標を設定し、その目標の達成に向けて適切な枠組みのもとで必要な資源

が確保されるよう、あらゆる地域、各国政府が全力で取り組む必要がある。

しかし、たとえ達成すべき基準が設定されたとしても、イニシアティヴとそ

の責任を担うのはたいていの場合、家族、共同体、企業や地方自治体といった

下部組織（単位）であるべきだろう。実際の行動が行われる場はこれらの組織

だからである。一方で、市場の力も発揮され、競争による効率が追求されるべ

きである。供給はもっとも費用対効果の高い形で行われ、すべての基本的条件

を必要十分なレベルに引き上げる必要がある。

基礎教育や研修の機会を供給するにもやはり何らかの規準が必要となろう

が、その場合、ますます競争が激化しつつあるグローバル経済にあって、各国

政府が特定の市場への支配力を強化するために、特定の分野の教育・研修に重

点を置くことができるよう、ある程度の行動の自由をもたせる必要がある。そ

の特定の分野の重要性が大きければ、その部分に関して政府が手にする自由裁

量や責任も拡大することになろう。こうした裁量の余地は文化や技術、価値と

いった分野で大変大きいものである。ただし、現代は通信手段が発達し相互作

用が密接なので、各国は、共通もしくは特定の利益に基づいて、国内の組織と

海外の（地域または国際レベルの）組織とを結ぶネットワーク作りを奨励・支

援するという方法もありうる。

このように達成すべき基準の設定、特定分野における独自性の確保、および

ネットワーク作りによって、われわれは地球上のすべての個人が、もっとも基

本的な必要物資と条件の提供を受けるに際し、機会が均等に与えられるよう尽

力しなければならない。ただしわれわれは、個人の才能、競争上のアドバンテ

ージ、各人のイニシアティヴとあらゆる企業家精神を動員しても、最終的に不

平等な見返りしか得られないかもしれないことをあらかじめ予想し、またその

ことを許容する、柔軟で現実的な分別をもっていなければならない。いいかえ

れば、各人が全力を尽くして発展・向上を目指すレースの出発点は保証されて

も、そのレースでどの地点まで走れるか、どのくらい発展を遂げることができ
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るかは、（家族、地域、国家、世界の）それぞれのレベルで供給される支援の

枠組みの範囲内で大きく変わってくるのである。

援助予算が減少し、援助国の間に援助疲れが広がっている現在、ある資源が

それをもっとも必要としている社会やコミュニティに適切に行きわたることが

実現しなければ、グローバルなリーダーシップもビジョンも意味がない。いく

つかの国の経済制度を発展させ、強化することはこれからも必要である。各国

の資源が「人間の安全保障」と「持続可能な開発」に充てられる場合、それに

見合う資金が戦略的に配分されなければならないが、グローバルなレベルでは、

援助資源そのものよりも、それを供給する政策的枠組みとその枠組みが規定す

るスタンダードの方がはるかに重要な項目である。長期的にみれば、そのバラ

ンスは前者から後者に大きく傾いていくはずである。国単位で見た場合、グロ

ーバル・スタンダードや国際的な規範がきちんと守られるように監視・監督す

る国内機関に対し、それなりの期間にわたる権限が与えられてしかるべきであ

る。危機に際しては直接的介入ということもありうるが、そのような事態は次

第に例外的になってきている。また、行政の細部といったミクロな事柄よりも、

より広範囲でスケールの大きな問題に焦点が移行していくだろう。国内および

国際的な規範に一致した、創造的で競争的な行動に伴う責任は限りなく個人の

レベルに近づいてきている。

こうしたアプローチが「人間の安全保障」と「持続可能な開発」における鍵と

なる部分でますます普及してきている。環境の質、市場競争、法の支配、個人の

尊重といったことが国際的な基準作りのメカニズムのなかに次第に組み込まれる

ようになってきており、各国政府はこうした基準を守らせるために介入しなけれ

ばならない。しかし、下部の社会経済組織レベルにおける企業活動の自由は次

第に認められてきており、この気運がさらに広まり、深まることが期待される。

開発プロセスのあらゆる段階においてこの個人中心の考え方が浸透したなら

ば、「人間の安全保障」と「持続可能な発展」を目指すことによって、われわ

れはすべての個人に配慮するという、包括的かつ遠大な到達点に導かれるであ

ろう。まさしく、個人がすべての中心なのである以上、成否の鍵は、個人一人

ひとりが権利と義務、自らの企業家精神と連帯の精神、自由と責任のバランス

をどうとるかにかかっている。

個人一人ひとりの運命はこのバランスにかかっている。われわれのコミュニ

ティ、国民国家、そして国際社会の命運もまたこのバランスにかかっているの

である。

したがって、われわれは「持続可能な開発」の始点、中間点、終点のいずれ

においても、個人から焦点を逸らすことがないようにしたい。



「人間の安全保障」の希求とは、新たな世紀の門出に立つわれわれが、人間

性を守り、今世紀の悲惨な事態を来世紀に持ち越さないために、何かをしなけ

ればならないという崇高な理念である。

「人間の安全保障」というまだ耳新しい考え方は、「人間の尊厳はいかにし

て得られるか」というきわめて基本的な問いかけに基づくものである。

人間が尊厳を得るとは、少なくとも人間の基本的要件を満たすことであり、

私としては、人間という言葉が倫理的な環境、自由、平和の問題を含むもので

あることを訴えたい。

不幸なことに、今日われわれがアフリカで直面しているのは、独立後40年を

経ながらも当初期待されたことを実現できないでいるという現実である。さら

に冷戦終結後には、アフリカ悲観主義（アフロ・ペシミズム）が広まり、非常

にネガティヴなイメージを蔓延させた。

国際社会は次の世代の人々に、世界の平和と安定と繁栄のなかで暮らすとい

う希望を与えるために、何を成しうるであろうか。

「人間の安全保障」の希求にはさまざまな側面があるが、私はここでそのう

ち二つだけを取り上げることにしたい。

まず第一に、われわれが真っ先に取り組むべき任務は、貧困との戦いでなけ

ればならないということである。すなわち、貧困とは人間の尊厳の蹂躙であり、

犯罪と病気の温床となる環境をつくり、貴重な人材の浪費あるいは世代の損失

を招く社会的・政治的安定の敵であるからだ。

貧困の解決策は、内から、たとえば農村地帯の日々の生活といったところか

ら見出さなければならない。その場合、女性の果たす役割は非常に重要である。

貧困を解消するための手段にはさまざまなものがあるが、私は教育が貧困撲

滅にとってきわめて重要な手段であると確信している。

私の考えでは「人間の安全保障」を目指す過程の第二段階は、紛争の終結で

ある。平和が何よりも肝心である。東アフリカの例を挙げよう。たとえばソマ
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リアは、もし国土が平和であれば、5千万以上の人々に食糧を供給する能力を

もった国である。

エチオピアとスーダンも、農業投資を拡大し、近代的設備を導入しさえすれ

ば、2億人分以上の食糧を供給する能力がある。つまり、アフリカ大陸全52カ

国のうち、この3カ国だけでアフリカの全人口の4割余りを養う潜在能力があり、

アフリカの穀倉地帯となる可能性を秘めているのだ。

したがって、平和と安定こそが「人間の安全保障」の鍵なのである。それゆ

え、新しい世代の若者のメンタリティのなかに、異質なものを受け入れる寛容

の精神と平和のための文化をもっともっと育んでいく必要がある。

この「人間の安全保障」という理念を実際に支え、実現していくことは同じ

く崇高な理念であり、アフリカ諸国が「持続可能な開発」を成し遂げるために

必要な、「オーナーシップ（主体性）」と「パートナーシップ（協調性）」の実

現に役立つことになろう。

私はここで、国際協力の倫理的な根拠となるこの二つの理念を生んだ、アフ

リカ開発会議（TICAD）について若干触れたい。

日本は第1回、第2回のアフリカ開発会議でイニシアティヴを取るなど、当初

から積極的な役割を果たしてきた。また、現在日本は第1位ではないにしても、

有数の援助国でもある。

アフリカ諸国は、「オーナーシップ」に基づき、彼ら自身の開発理念を打ち

立てるであろう。

「オーナーシップ」の主体には、シビル・ソサエティ、NGOから政治指導

者まで、調和のとれた民主化プロセスにおけるすべての意思決定者が含まれる。

その成否の展望と責任は専らアフリカ人の手にかかっている。

この点において、第二の理念である「パートナーシップ」はさらに重要な意

義をもつ。「パートナーシップ」とはまさしく友情、連帯、共通の利害という

原則のもとで自発的に協力することを意味しているのである。

私はここでは結論めいたことは述べないし、現段階では「人間の安全保障」

をどう定義するのが一番よいかについて語るつもりはない。とにかくわれわれ

は具体的な行動を起こすべきである。まさにその意味で最近「人間の安全保障

のための基金」の創設にイニシアティヴを発揮された小渕総理のご尽力を多と

したい。この基金は、貧困にあえいでいる多くの人々に明日への希望をもたら

すために、国連と協力して国際社会が具体的な行動を起こすよう働きかけるこ

とを目的とする。
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一言でいえば、私は来世紀へ向けて、アフリカ開発会議の新たな理念の実現

に梃入れする必要があると考える。

アフリカ開発会議は、三者相互協力など、アジアの経験に倣い、21世紀へ向

けてすでにいくつかの新しい種を撒いた。アジアの経験はアフリカにとって貴

重なモデルを提供してくれる。アジア諸国はほんの30年前にはヴィエトナム、

カンボディア、マレーシア、タイなどでの紛争によって大量の難民を抱えてい

た。しかしその後、アジア諸国は見事な発展を遂げた。

この経験は人々の記憶にまだ新しく、アフリカ諸国にとって非常に興味ある

経験である。

すなわち、こうした新たな行動、新しいビジョンこそが、「人間の安全保障」

と「持続可能な開発」を求めるわれわれの道となるであろう。
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1. 要約と結論

国際連合が1945年サンフランシスコで誕生した時、この国際機関を創設した

第一の目的は、今日われわれが「人間の安全保障」と呼ぶコンセプトの三つの

基本要素、すなわち飢餓からの解放、無知からの解放、恐怖からの解放であっ

た。新千年紀を目前にしたグローバル・コミュニティにとって最大の課題は、

これら三つの解放をできるだけ同時に実現するとともに、もう一つの次元にお

ける解放、つまり環境の急激な悪化による自己破壊からの解放を確保すること

である。

われわれは今日グローバリゼーションの時代に生きている。これまでグロー

バリゼーションは一国内ないしは多国間での資源配分の経済効率を向上するこ

とに主眼が置かれていた。しかし残念ながらそのために、社会的公正さやわれ

われの貴重な公共財ともいうべき人的・自然環境、そして人間の豊かさと文明

の源泉であり象徴でもある多様な文化、慣習、ライフスタイルが犠牲となった。

われわれは今、手後れにならないうちに、各々の国の「人間の安全保障」と

国際レベルでのグローバルな「人間の安全保障」を促進するという、共通の目

標を高く、毅然として掲げなければならない。このために各国と国際機関は、

国、地方、地域社会、個人の多様性をできるだけ認めつつ、経済・雇用・所得

の安定（開発）、政治・社会・文化の安定（民主主義）、個人・家族・国家の安

全（平和）、そして生態系の安全（環境）を総体的に追求する必要がある。

このような状況において、20世紀の「インターナショナルな開発協力」は21

世紀の「グローバルな開発協力」へと脱皮させなければならない。そして世界

経済、政治、社会文化、生態系といった、より広範な文脈のなかで開発の問題

を再定義していかなければならない。また、人道援助や人権擁護を通じて紛争
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後の政治・経済・社会・環境的基礎条件を再建することにより、あらゆる領域

における紛争予防および予防外交を目指すべきである。それは経済的な意味で

生産設備の向上を進めるだけでなく、実効性のある政治・社会制度を整備し、

文化財や伝統を復興することによって、それぞれの社会における人間中心の

「持続可能な開発」と「人間の安全保障」を実現させるということである。

2. 新千年紀を迎える世界の動向と課題

１）過去40年間、世界の経済成長率はつねに縮小してきた。たとえば1960年代

の成長率は年間4.2%だったのが、70年代は3.6%、80年代は3.2%、90～98

年には2.4%まで落ち込んでいる。しかし、21世紀の最初の10年間は上向く

と見られている。

２）80年代、90年代の途上国（地域）の経済成長率は先進国を上回っている。

途上国の成長率は80年代が3.5%で、90～98年が3.1%だったのに対し、先

進国はそれぞれ3.1%と、2.1%だった。これは好ましいことであるが、反

面、途上国と先進国の一人当たりの所得格差は、80年の20,000ドルから、

98年の24,000ドルへと拡大してしまった。

３）先進国、途上国を問わず、地域ごと、国ごとに経済成長の変動が著しくな

ったため、人類共有の財産と共通の未来をどうするかについてたえず見直

す作業が必要になってきた。

４）人口増加率は先進国でも途上国でも下がり始めた。途上国では第二次大戦

後初めての現象である。途上国では未だに高く、格差も大きいが、グロー

バルな生態系と共通の未来にとっては、好ましい兆候といえよう。

５）過去15年間における国際投資の増大は、すでにGDPを上回る成長を遂げて

いた貿易の成長率をさらに上回っている。民間企業・部門が世界経済へ参

入し、その成長に伴う恩恵を享受するという、グローバリゼーションがよ

り進展したことを象徴する出来事といえる。

６）東アジアの経済成長が1997年半ば以降破綻したことは、世界の他の地域に

もかなりの影響を与えたものの、危機の程度は一部の国を除いてはIMFや

世界銀行が事前に予測したほど深刻ではなかった。

７）経済協力開発機構開発援助委員会（OECD/DAC）諸国による政府開発援助

の総額は、90年代初めの冷戦終結以後は減少傾向にある。これは各国の財

政赤字の拡大と「援助疲れ」を反映したものであり、途上国とグローバ

ル･コミュニティ双方に対して援助の効率性を向上させるべきだという警

告を与えるものである。
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3. 途上国（地域）の経済実績における相反する傾向

１）中東を除くほとんどの途上国の国内投資総額は国内貯蓄総額を上回ってお

り、外部からの資金流入に依存していることが示される。

２）その反面、次第に多くの途上国（地域）において国内貯蓄総額が必要投資

額を上回るようになってきている。

３）経済実績のよい国（地域）では国内貯蓄総額と投資の両方が着実に増加し

ているのに対し、経済実績のよくない国（地域）では逆の傾向にある。

４）工業化が急速に進んでいる多くの途上国（地域）では輸出に占める燃料・

非燃料第一次産品の割合が低下する一方で、工業製品の輸出率が高まると

いった、著しい構造変化が見られる。

５）途上国（地域）間の貿易は着実に増加し、先進国に対する貿易依存度が低

下している。

６）程度の差はあるが、ほとんどの途上国（地域）では経常赤字と対外債務が

増加傾向にある。

７）途上国（地域）の国際資本市場へのアクセスは国によってかなり異なる。

アジア諸国のアクセスが最良で、サハラ以南のアフリカ諸国が最悪である。

８）途上国（地域）への外資の流入状況には大きな変化が見られ、とくに直接

投資、ポートフォリオ型株式投資といった民間資金の流入が急速に拡大し

ている。東アジアでは銀行借入が拡大し、このたびの通貨危機の一つの主

要な要因となった。

９）途上国（地域）では、民間における直接投資の流出入は、絶対額では先進

国よりはるかに低いが、増加率は先進国を上回っている。

10）途上国（地域）の対外債務額は一貫して増加している。サハラ以南のアフ

リカ諸国では譲許的長期債務が非譲許的より急速に増加しているのに対

し、ラテンアメリカや東アジアではその逆である。

11）途上国（地域）ではGNPの着実な増加に伴い、GNPに対する対外債務の比

率や、輸出額に対する対外債務返済額の比率が低くなった。

12）1999年6月のケルン･サミットでHIPC（重債務貧困国）に対し一定の条件

のもとで債務帳消しを行うことが合意された。

13）過去数十年間で平均寿命、成人の識字率、医療、教育、飲料水を含む衛生

へのアクセスなど、開発の社会的次元で大きな進展が大半の途上国におい

て見られた。
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4. 21世紀に途上国（地域）が直面する人間の安全保障上の主要な問題

１）貧困者の数は減少しているにもかかわらず、とくにアジアとサハラ以南の

アフリカ諸国では未だに深刻な貧困状態が残存しており、社会的不安定、

政治的紛争と対立、国内難民、越境難民や環境悪化の主因の一つとなって

いる。

２）国ごとに大きな格差があるが、途上国では失業と不完全就業率がますます

高くなっており、東アジアでの経済危機に際しては企業・政府がリストラ

を迫られ、そのしわ寄せがとくに子ども、女性、未熟練・半熟練労働者と

いった社会的弱者を直撃した。

３）人々の生活は大きく改善したが、平均寿命、死亡率、初期医療、衛生、識

字率、基礎教育など、すべての社会部門において課題が、未だに数多く残

っている。

４）女性の政治的、経済的な社会進出はまだまだ遅れている。

５）過去10年ほどの間、公共支出全体に占める社会福祉に関する投資の割合は

変わらないか低下している。

６）逆に、防衛支出額は増加しており、公共支出に対する割合も増大している

場合もある。

７）都市化は急速に進行し、スラム化、交通渋滞、犯罪の原因となっている。

８）工業化や都市化および所得の増加に伴って、電力、エネルギー、石油化学、

木材、紙製品や有害製品の消費が急速に増大し、二酸化炭素、硫黄酸化物、

窒素酸化物の大気放出、水質・土壌汚染、海洋汚染、生物多様性の減少、

オゾン層破壊、酸性雨などの自然環境の悪化や、さらに、とくに大都市圏

では家庭のゴミが急速に増えている。

９）世界中で紛争が拡がっている。国際的な人道援助、開発援助がなかったら、

紛争の最大の犠牲者である数百万の女性、子どもが衣食住の糧と教育の機

会を奪われていたであろう。

5. 21世紀におけるグローバル協力の新たな地平

１）インターナショナルな開発協力を、グローバルな開発協力の次元へと高め

ること。すなわち、貧困、紛争、健康被害、環境・社会的排斥を含む「人

間の安全保障」の問題は、単に「援助・被援助」国の政府や関連団体、あ

るいは途上国の政府や市民によってだけでなく、ますます小さくなる地球

共同体のすべての開発当事者、一般市民、NGO、民間企業、地方自治体
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および中央政府が一丸となって取り組まなければならないグローバルな問

題であるという考え方を、先進国、途上国（市場経済移行国を含む）の、

すべての人々の間に広めること。

２）現在の援助政策・戦略・実践における着実な改革の推進

a） 海外直接投資を含む民間資源の動員によって、工業など生産部門への援

助資源の割合を減らし、社会・環境に振りむける割合を高めること。

b） 緊急・人道的援助に加え、「持続可能な開発」のための政策や計画を策

定、実行、監視、評価する途上国の能力を高めること。

c） 後発途上国は進んで武装解除、構造改革を行い、政治体制の改善努力を

心がける途上国に対する援助の割合を高めること。

d） すでに日本（日本国政府）がインドネシアなどASEAN諸国や韓国に対

して行っているように、最近の東アジアの金融・経済危機でもっとも打

撃を受けた国々やルワンダ、コソボ、東ティモールなど内紛被害の甚大

な地域・国に対して国際社会は特別な援助を供与すること。

e） 被援助国の現地大使館、現地駐在事務所代表へ権限の委譲を進め、現地

専門スタッフの雇用を推進すること。

f） 援助供与システムの改善により二国間・多国間ODAの費用対効果をさら

に高めること。

３）結果重視の目標設定

a） 経済的厚生の向上。2015年までに極度の貧困状態にある人々の割合を減

らすこと。

b） 社会開発の推進。2015年までに初等普通教育。2005年までに初等･中等

教育における男女の格差の削減。2015年までに乳幼児と5歳以下の子ど

もの死亡率を3分の2に、妊産婦死亡率を4分の3に減らすこと。2015年ま

でにリプロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）･サービスへす

べての人がアクセスできるようにすること。

c） 2005年までにすべての国で「持続可能な開発」のための政策を実施する

こと、2015年までに環境悪化を食いとめ、改善すること。

d） 京都議定書の批准とCOP6の成功。

４）より効果的なアプローチの採用

a）「被援助国」と地元のオーナーシップ（主体性）の推進。

b） 地方政府、民間部門、非営利の市民組織（NPO）などが、中央政府と同
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様に、開発における相手方との相互関係を深められるようにする。

c） グローバルな開発協力への包括的アプローチを強化し、援助政策と貿

易・投資・経済政策との整合性を一層高めること。

d）「開発」の概念をもっと広げ、グローバルな開発協力がすべての開発段

階、紛争予防、紛争の解決と調停、そして紛争後の復興・再建・開発の

領域を含めること。

e） グローバルな開発協力へのアプローチを多様化するとともに、特定国に

対するより洗練した援助戦略を策定するよう心がけること。

f）「被援助国」の開発戦略や政策を支援するに当たって、援助国の二国

間・多国間の調整をより円滑に進めること。
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私は、40年以上経済開発の問題について取り組んできた。その経験から、私

は経済開発については非常に慎重な考え方の持ち主であり、また、不可知論者

でもある。慎重であるのは、多くの専門家の処方箋や聡明な方々の開発プラン

が、途上国においてうまく機能していないことを私自身が目の当たりにしてき

たからである。また不可知論者であるのは、唯一の方法、究極的な真実という

ものはないと信じているからである。ある処方箋がある国で成功しても、ほか

の環境ではうまくいかないということがあって、私は不可知論者になったので

ある。

数値的に表されるものを超えたところで、経済開発とは何かと自問している。

そして、経済開発における持続性とは何かについても考えている。

開発とは何か。その一つの答えとして、貧困とは、つまるところ、選択肢が

不足しているということである。男性でも女性でも、貧しい人たちには選択肢

がない。したがって、開発はさまざまな選択肢を人々に提供し、選択肢の拡大

をもたらすものでなければならない。

経済開発の持続可能性とは何か。私はその意味を資源の持続性に限るべきで

はないと考えている。制度が持続可能でなくてはいけない。これこそが経済発

展の核心をなすものである。こういったことをいうのも、経済開発のプロセス

がさらに事態を悪化させることを多くの国々で目の当たりにしたからである。

もちろんそれは簡単なことではない。また、エコノミストだけがかかわるもの

でもない。私自身、専門はエコノミストだが、エコノミストはこういった経済

発展上の問題を十分に捉えるには視野があまりにも狭い。彼らが打ち出すモデ

ルや理論は、根本的な制度を提供するものでもなく、また、人間がどういった

行動をとるかについて十分に配慮していない。さらに、環境が人々の生産性や

動機づけにいかに影響するかということについてもよく考えていないのであ

る。

たとえば、韓国、台湾、シンガポールといった国々での開発･発展は、経済

的な面だけ見ていては十分捉えることはできないだろう。地域の人々がどのよ
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うな人間であり、どのように協調しているのか、また、どういった動機づけが

あったのかを見なくては正しく捉えることはできないが、エコノミストはそう

いったことへの答えをもち合わせていない。他方、エコノミストは、どうして

私の母国であるパキスタンをはじめとする国々で経済発展が逆流してしまった

のかということにも答えられない。60年代、パキスタンはまさに離陸寸前であ

った。ところが、現在は非常に病んだ経済状態にあり、将来の展望も描けない

でいる。多くのアフリカ諸国、ユーゴスラヴィア、ロシアなどでも同じような

状況である。

経済開発におけるこういった失敗の原因は何であるのかに関して、三つの基

本的な問題を提起することができよう。

まず第一は、人間の開発に十分注目をしていないという問題である。現在失

敗しつつある国や失敗した国々の例を見た場合に共通するのは、開発にかかわ

る人々の質が非常に低いことである。第二に、政府のアンバランスな施策の問

題である。ユーゴスラヴィア、ロシア、パキスタンなどに共通することだが、

政府が特権階級だけを優遇したことが、経済の失敗につながっている。第三は

政治力の問題である。政治的な力をもつ既得権層がその特権を利用して自らの

立場を強化するだけであると、経済全体のシステムそのものは競争優位性を失

う。エコノミストはこういった要素に十分注意を払っていない。

また、処方箋を過剰に提供しすぎるという問題にも慎重な対処が必要である。

たとえば農村の開発、人口抑制、環境や市民社会といったさまざまな開発にお

ける各段階において、われわれはうまくいったといえる場合も確かにあった。

しかし、問題は、それらの処方箋のほとんどが象牙の塔で、現実を見ずにつく

られており、本来開発に携わるべき人々にメッセージが発信されていない。そ

れは、経済発展をもたらすどころか、経済開発のプロセスは至極単純であると

いった誤ったイメージを提供してしまうとともに、経済発展における複雑な面

を無視する形になってしまっている。私自身、アフリカの農村における総合的

な開発に携わってきたが、一見、開発は非常に単純に見えて、一度にさまざま

な問題に取り組んで、外国から技術や経営手法を導入すればテイクオフすると

考えた。しかし実際には、現地のシステムがこれらを受け入れず、総合的な農

村開発プログラムが無残に破綻するのも目にしてきた。

また、ケニアやインドをはじめ、さまざまな地域で短兵急に作成された人口

計画が失敗するのも見てきた。人々が計画を自分たちの存在の基本にかかわる

ものだと捉えないかぎり、計画は失敗する。さらに、エコノミストが中国で失

敗するのも見た。旧態依然とした機構・制度や、移行に伴うその国のさまざま

な状況について、エコノミストは全く理解していないという側面もあるかと思
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う。

では、成功例はないのかというと、そんなことはない。おそらく、もっとも

うまくいった例として、アジアにおける食糧問題の解決がまず挙げられるだろ

う。これは元来国際的な農業研究のコンサルティング･グループによるプロジ

ェクトであった。

私が常々開発においてもっとも深刻な問題だと感じていることは、人々が自

らの問題として取り組んでおらず、人々自身のオーナーシップ感覚が欠けてい

ることである。外部から往来する大勢の人々による多彩な考え方に対し、本来

であれば、現地の人々が自らの制度的枠組みとして、取り入れる必要がある事

柄であっても、旧来のシステムに絡め取られて、拒否反応を示すことが多い。

われわれはどういった教訓をここで学ぶことができるだろうか。こういった

場合のODA供与国、また国際機関としては、何を学ぶべきだろうか。

まずいえるのは、謙虚であり、柔軟なアプローチをとるべきだということで

ある。変えようと思っていない現地の人たちに対しては、変われと説得するの

ではなく、あくまでも現地の人々のアシストに徹することである。自分たちが

その状況を根本的に変えられるというような傲慢な考えではいけない。自然の

成りゆきに任せる。それぞれの社会にはそれぞれの流れがあり、独自のダイナ

ミズムがあることを受け入れ、そのダイナミズムが働くようにする必要がある

だろう。

また、外国の援助が途上国に与える悪影響の一つに、逆に現状維持の助長や

必要な調整を阻害してしまうという問題がある。海外からの資金援助がかえっ

て国内の格差の拡大につながってしまうことも多い。現在盛んになっている

NGOによる支援活動にもそれがいえるだろう。シアトルでのWTO会議の経験

からもわかることだが、こういった運動はほとんどの場合、誰を代表している

のかがわからない。そして、責任をもって説明する人物が欠けていることが多

い。

たしかに、立派な活動をしているNGOも多い。しかし、彼らに対して質問

を投げかけることが必要だろう。あなたは誰を代表しているのか。あなた方は

どういった目的をもっているのか。そして社会、とくに民主的な社会における

いろいろな問題について、自分たちはどのようにかかわろうとしているのか、

といったことを問いかける必要があると考えている。
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はじめに

紛争の勃発を防ぎ、持続可能な発展を保証するためになされるべきことは依

然として多い。世界各地では、未だに数百万の人々が戦争と貧困に明け暮れる

日々を送っている。過去数十年間の努力にもかかわらず、今後しなければなら

ないことは、それがたとえ戦争や貧困を終わらせるものではなく、その拡大を

抑制するだけのものだとしても山積している。

この容易ならぬ課題は、社会的疎外という視点からみた世界の現状を示す統

計値によって知ることができる。しかしまず大切なのは、これらの数字が何を

意味するかを考えてみることではないだろうか。これらの無味乾燥な数字と統

計の背後から浮かび上がってくるのは、まさに貧窮のなかにあって人間的尊厳

が危機にさらされ、踏みにじられている人間たちの名前であり顔である。

今もなお数百万の人々が、路上に生まれ、路上に暮らし、路上で死ぬという

生活を余儀なくされている。極端な例だが、いくつかの国の大都市ではストリ

ート・チルドレンが故意に殺害されている。このような生活は少なくとも人間

的な生活たりえない。生活とは、単なる生存以上の問題であるはずである。

一日一日の生存さえ―まさしく「一日一日」であって、「一時間一時間」

とさえいいうるのだが―保証されないとしたら、人はいかにして生活に喜び

や意味を見い出したり、人間的尊厳を維持しながら生活を送ることができるだ

ろうか。明日を迎えるのが精一杯というような生活が主たる関心事であるとし

たら、人はいかにして未来に懸け、他者との絆を築くことができるだろうか。

貧困が広く蔓延し、深刻化していることについて、幸運にもそのような状況

を免れている人のなかには、「これはわれわれの問題ではない」「それはわれわ

れの責任ではない」と考える人がいるかもしれない。しかし、そのような姿勢

は道徳的に間違っているばかりではなく、非人間的なものの見方だといえよう。

なぜならば、彼らが世界のどこにいようと、同じ人間である以上、われわれは究

極的に、彼らから絶対的に隔絶した場所に身を置くことなどできないからである。
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人間の尊厳とは、主として他者に対して責任を感じること、困窮している人

を助ける責任があると感じるところにあるといえる。尊厳を失ってしまうよう

な状況のなかで生きていかざるをえない彼らに対して、われわれがその事態を

改善しようとしないならば、結局はわれわれ自身が尊厳を失うことになるだろ

う。この場合、責任とは、人間的・社会的連帯を補完するものであるが、この

責任感、あるいは連帯感こそ、設立当初より現在に至るまで国連を活性化して

きたものにほかならない。国連大学自体、貧困が生まれるメカニズムおよび貧

困が人に及ぼす影響を、独自に把握し明らかにすることを主な使命としている。

結局知識こそ人間に力を与える道具にほかならないのであるから、国連大学に

とってこれは当然のことである。

1. 社会的・政治的疎外

世界の現状は、経済的・社会的発展という観点から見た場合、実に慄然たる

ものである。現在、世界における所得と生活水準の不平等は、醜悪ともいうべ

き段階に達している。豊かな国と貧しい国の、一人当たりの所得格差はかつて

ないほど広がっている。

1960年、もっとも豊かな国の一人当たりの所得は、もっとも貧しい国の30倍

であったが、1990年には60倍になり、1998年には80倍近くになった。つまり40

年を経ずして格差の拡大率が3倍近くに広がってしまったのである。こうした

傾向は、低開発国の周辺化が年々進んでいることを如実に示している。

貧困地帯に生きる人々にとって、日々生活していくうえでこのような事態が

意味するものとは何か。具体的にいえば、われわれ人類の大半が四つの収奪、

すなわち、貧しく不健康な生活、知識の剥奪、経済的収奪、そして社会からの

排斥に苦しんでいる。

まず貧しく不健康な生活から見ていくことにしよう。不幸なことに、数字自

体がそれを物語っている。もっとも貧しい国10カ国（すべてアフリカ諸国）に

おける1998年の平均寿命は、約45歳だが、もっとも豊かな国10カ国では78歳で

あった。これは相当大きな格差である。もっとも貧しい国で年寄りとみなされ

る人たちは、もっとも豊かな国、たとえばこの日本においては、未来への可能

性に満ちた比較的若い人たちということになる。さらにいいかえれば、もっと

も豊かな国の人々は、もっとも貧しい国の人よりも平均して30年以上長く生き

るのである。30年といえば、まるまる一世代である。そしてこうしたことの原

因が、医療サービスや安全な水の欠乏であろうと察することは、そう難しくな

い。
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次に、知識の剥奪について見てみると、ここでも冷酷ともいえる二つの数字

がある。もっとも豊かな国10カ国の識字率は99.9％に達しているのに対し、も

っとも貧しい国10カ国では42％以下である。

第三の経済的収奪という点に至っては、数字はさらに悲惨な様相を呈してい

る。もっとも貧しい国の昨年の一人当たりの所得は400ドルにも達しなかった。

400ドルはおろか、200ドルという人さえいる。年間200ドルといえば、一日１

ドルにも満たない所得ということである。

第四の社会からの排斥というのは、とりも直さずこうした極貧状態が論理的

にどうなるかということである。まともな医療や教育も受けられず、日々の生

存を維持するだけの金銭にも事欠くとあっては、極貧状態にあるこれらの人々

は、文字通り社会の絆からこぼれ落ちていってしまう。そしてまず犠牲となる

のは、多くの場合、男性よりも女性、それから女性がもっぱら世話をしなけれ

ばならない子どもたちである。

このように、極度の貧困は主にもっとも開発の遅れた国々の現象といえる。

しかし極度の貧困は決して貧しい国だけにあるものではない。世界のグローバ

リゼーションが進んだ結果、皮肉にも貧困という病を世界中に蔓延させてしま

い、現に貧困は豊かな社会をも侵している。

貧困はアフリカや中南米、アジアの主要都市にのみ見られるものではなく、

先進国の心臓部ともいうべきニューヨーク、パリ、ロンドンなどにもまた見ら

れる。異なっているのは、貧しい国では極貧状態が生活全般と社会構造全体に

行きわたっているのに対して、豊かな国では、とくに大都市では、貧困が特定

の隔離された一画に封じ込められていることである。

しかし、そこでの人々が貧困によって被る影響の度合いは全体としてなんら

変わらない。ぎりぎりの状態まで物質的欠乏に追いやられた時、人は「自己」

という感覚や個のアイデンティティーをも損なってしまう。

しかし、「自己」という感覚や個のアイデンティティーを壊すものは、極度

の貧困や社会的疎外だけではない。政治的疎外もまた関係している。これら極

度の貧困や社会的・政治的疎外は、同時に、自国の民の福祉よりも権力欲を満

たすことに汲々としている政治的リーダーや政権が引き起こす、不安や恐怖や

テロの温床にもなっている。

極度の政治的疎外は、社会組織化されてしまっていたり、暴力をコントロー

ルできなくなった結果、生まれることもある。

前者のよい例として、1989年までの東ヨーロッパでは、政治的疎外がシステ

ムとして正当化された冷血のような政治体制が支配していた。このような体制

の下で暮らすことは、文字通り自らの生と魂を奪うに任せることと同義である
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といえよう。アンドレ・ブリンクやナディン・ゴーディマーの書いた本のなか

には、アパルトヘイト下の南アフリカにおける同様のケースがはっきりと描か

れている。

きわめて過酷な社会構造をもつ国、すなわち、社会の多数派が教育や雇用や

行政にアクセスする権利を構造的に剥奪されているような国が、前述したよう

な状況と非常に似通っていることはいうまでもない。機会不均等や、透明性と

民主主義の不在こそ、人間の尊厳に対する最大の脅威なのである。国連大学

（UNU）／世界開発経済研究所（WIDER）の重要な研究によって、これらいわ

ゆる「水平的不平等」が、すべての人道上の緊急事態を引き起こす根本的要因

であることが明らかにされてきた。

他方、放任され拡大する一方の暴力は、適切な安定化と統合化を図れない発

展途上国の政治的・社会的災厄といってすまされるものではなかった。蔓延す

る暴力の行き着く果てをアフリカ（ルワンダ、リベリア、シエラ・レオネ、そ

して最近ではアンゴラとコンゴを想起してもらいたい）や、東アジア（カンボ

ディア）、そして東ティモールといった地域で、マスコミはこれでもかといわ

んばかりに映し出している。

暴力が正当化されたり、コントロールできない状態になった場合、国家の深

刻な機能不全の結果として、政治的疎外が生まれる。そういう国はまさに、自

身のあるべき姿、なすべきこと、与えられた主要な任務―すなわち国民の尊

重と福祉、および豊かさと尊厳の促進を保障すること―に向き合おうとしな

い国であるといえる。

2. 人間の尊厳について

人間の尊厳が脅かされたり、人間の尊厳を維持することの困難さは、おそら

く収奪と終わりなき支配の最終的な帰結であろう。しかし人間の尊厳とはそも

そも何であろうか。そしてそれが極端な貧困や政治的疎外によって否定される

のはなぜだろうか。

人間の尊厳とはまず何よりも個人というものに対する一つの考え方である。

すなわち、人間は生まれながらにして多くの権利が認められているという、す

こぶる基本的かつ簡潔な理念を育む考え方である。これらの権利が最低限尊重

され、行使されることなくして、人間の尊厳は成就されない―否定されてし

まうのである。

この考え方は、16世紀のオランダにおいて、世界初の近代的で真に民主的な

人々によって提唱されたものである。私は誇りをもっていうのであるが、ネー
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デルラント北部七州連邦共和国（ユトレヒト同盟、1579年）において、地方民

主政と近代共和主義の基礎が築かれたのである。彼らこそ、18世紀末にアメリ

カ合衆国とフランスで花開き、やがて世界に広がっていく民主主義文化への道

を踏みならし、開拓していった人々である。最初の近代民主主義的な立法家と

呼べるこの社会的想像力に富んだ人たちが、憲法草稿を書き上げる際に個人の

侵すべからざる権利を盛り込んだのも、この個人および個人の尊厳に対する見

方という導きがあったからこそである。

こうして彼らは平等や自由といった価値の神聖性を強調し、その価値を市民

的・政治的・経済的権利を確立するうえでの基礎とした。その際に民主的に選

ばれた立法者たちは、人が最低限必要とするものをいかに保障できるかを目的

として、人間の尊厳を模索したのであった。そういった彼らの探求を土台にし

て、個人は自己の運命を司り、経済・社会・政治の各面において自ら決定する

権利をもつことに自尊心というものの根拠を見い出すことができるようになっ

たのである。

以来、人間の尊厳についての探究が停止されたことはない。近代デモクラシ

ーの進歩は、民衆が最低限の生活に必要なもの、さらに一歩進んで快適な生活

に必要なものを保障する権利の確立を目指す運動となった。

個人の権利の確立という点からみて、人間であるということはどういうこと

なのか、人間の尊厳が重んじられるためには何が必要なのかを見てみると、こ

れらの権利は個人の利己的な幸福をもたらすのみならず、より大きな役割を果

たしていることがわかる。この権利は他者との関係―社会とのつながり―

が、人間の尊厳にとって重要な要素であることを認めているのである。これが

人間の尊厳の、第二の側面である。

これらの権利は、生計を合理的に立て、安定的で持続的な暮らしを送るため

の基礎と条件を浮かび上がらせる。この権利により、人は他者とともに未来を

見通すことができるのであり、人は他者と分かち合う生―愛とか家族関係と

いった、人間生活にとって大きな意味をもつ価値や制度を伴った生―を思い

描くことが可能になる。

適切な生活の経済的・政治的条件が保障されなければ、他者とともに自身を

未来に懸けたり、人生を生きるに値するもの、意味あるものとするような、分

かち合い結び合う経験に満ちた生を築くことはほぼ不可能だろう。公明さ、そ

れぞれの生き方に対する尊重、公平、機会均等、民主主義。これらはすべて人

間の尊厳の根底にある基本的な概念なのである。

つまるところ、社会的・政治的疎外を経験することによって、人も社会も弱

体化していく。それは必要最低限の生活手段を個人から奪うだけではない。持
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たざる者たちは他者と心を通わせたり、生を分かち合ったりすることをしなく

なるであろう。食べ物も雨露をしのぐ場所も最低の収入もないとしたら、最低

限の自由も安全もないとしたら、安心して他者とかかわることなど望むべくも

ない。自分の生活さえもてない人が、分かち合う生などもてるはずもないであ

ろう。

人間の尊厳とはあらゆる困難に抗して堂々と生き抜く意志と力である、とい

うことは真理であるが、時にその困難はあまりに大きく、重くのしかかってく

る。適度な生活の条件が否定されると、社会的・政治的疎外は人々を孤立へと

追いやり、自己自身からも、また他者からも逃避させることへと追い詰めてい

く。ここにはおそらく社会的・政治的疎外のもっとも醜悪な面が、そして人間

の尊厳に対するもっとも深刻な侵害がある。こうして、貧しい人たちは、気力

を失い、自己自身からも他者からも切り離されて自らの尊厳をも見失うことに

なる。

3. 責任について

さて、私たちはかくも大きな絶望に対して目を閉ざすべきであろうか。貧苦

にあえぐ人々に背を向けるべきであろうか。あるいは彼らを見捨てるべきであ

ろうか。貧困と政治的疎外に対して、人間の尊厳を求めて遂行されてきた闘い

を、敗北とみなすべきであろうか。もちろんそうではない。

人間の尊厳を高めるために、極度の貧困を根絶し民主主義の発展を促すとい

う過去50年の努力が、必ずしも実を結んでいないという事実は、たしかに懐疑

主義と失望を生む原因となりうる。また、今回の「人間の安全保障」という問

題に取り組むために実施されてきた公共政策の再検討を迫るものでもある。

しかし過去にいかなる失敗や挫折があったとしても、人間の尊厳のための闘

いを諦める充分な理由にはならないであろう。事実、1989年以後の東ヨーロッ

パの解放をはじめ、南アフリカのアパルトヘイト廃止や、ラテン・アメリカに

おける民主主義の発展など、われわれは過去数年間、著しい成功を収めてきた。

この成果はけっして小さなものではない。

人間の尊厳が踏みにじられている人々を見捨ててはならないということは、

一つの明確な道徳的義務である。ここで同時に問われているのは、人間として、

自らの尊厳性を守っていこうとする人間として、自分自身に課すべきこととは

何なのかということだ。

われわれは、責任が、われわれ人間を人間として定義づけるものであること

を忘れがちである。責任とはまた、現代に生きる人としての人間性の表明であ
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り手段でもある。したがって、私たち自身の人間の尊厳がここで試されるので

ある。

同胞が被っているいかなる屈辱も、自分たち自身の屈辱であると感じること

のできる能力。苦しみ、零落と暴力のせいで尊厳を失う人々を見て見ぬふりを

し、かかわろうとしないことで、実は私たち自身の尊厳が失われていく。助け

を必要とする人々の立場に身を置き、何かをしようとすることは、責任感を示

すための最低条件である。

いずれにせよもっとも称賛に値し尊敬に値する人とは、結局この責任感と連

帯感を人生の使命と捉えることができる人であるということ、これは誰もが認

めるところだろう。

もちろんこの使命のために全エネルギーを傾けることなど誰にもできない

し、現実的ともいえないだろう。しかし、少なくとも私たちはこの使命を、人

間としてのアイデンティティーにとって不可欠なものであるとみなし、各自で

きる範囲内で行動すべきなのではないだろうか。

その場合、人間の尊厳のためになしうることを、自分がすでにしてきたこと

や他人がしていることを基準にして考えるべきではない。人間の尊厳のために

行動するということは、打算的に考えることではないし、また比較の問題でも

ない。そうではなく、最大限できるだけのことをするという問題なのである。

たとえすでに多くのことをしたとしても、もしもっと多くのことができる余地

があるなら躊躇すべきではない。

以上述べてきたことが、少なくとも私の考え方であり、援助国である豊かな

国々に提案したいことである。これらの国々は、可能なところにはどこへでも

支援の手を差し伸べることができるという点で、非常に恵まれた立場にある。

何かを必要とすることよりも、何かを与えられる状態にあることの方がはるか

にすばらしいことである。

4. 国連と国連大学の貢献

新千年紀の幕開けにあたり、国際社会が過去に行ってきた政策を、貧困撲滅、

人権尊重、民主化、人間の尊厳の促進といった分野で再検討し、再評価するの

は時宜にかなったことである。それらの政策の良い面を看過したり過小評価し

たりすることなく、同時にその限界を見据え、克服していかなければならない。

これは実際、国連の下にあるさまざまな組織が近年手がけていることであり、

実際に一連の評価と見直しが行われてきた。

数年前、ブトロス・ブトロス＝ガリ事務総長は、国連が、世界の民主主義の
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発展を進めるうえで、最大限なしうることをしようと多大な尽力をされた。国

連が、透明性や公正や機会均等をサポートする民主的機関の創設に組織的にか

かわるようになったのは、彼のイニシアティヴがあってこそである。

今日、世界銀行と国連本部が、新たに持続的発展と統治能力の問題に注目し

ていることは、国際社会の思考と行動様式が進化したことをはっきりと示すも

のである。今や「人間の安全保障」というテーゼが、ますます国連にとって欠

かすことができない重要な課題とみなされるようになったことも同様である。

このことは至当な第一歩といえよう。

安全保障が保たれない状態とは、戦争状態だけではないし、それは数多くの

現象の一つにすぎない。戦争はふつう国内的・国際的経済格差があったり、人

や国家が構造的に追いやられたり、収奪と政治的疎外によって起こる。より公

正で安定した世界を築くうえで、「人間の安全保障」という考え方が有益な分

析用具となり、政策手段となりうるのはこのためである。

「人間の安全保障」は、最近では政治やアカデミズムの世界などでも取り上

げられるようになったが、大きく分けて三つの使命を含んでいる。第一に、社

会の不安定性を除去し人々の自助能力を養うこと。第二に、貧困、人権、民主

主義、人間の尊厳などの問題を総体として、理知的かつ実践的に喚起していく

こと。そして人権や人間の尊厳とは、けっして慈善事業や善意の問題ではなく、

最終的には社会構造が崩壊してしまうような軋轢や病理現象を未然に防ぐため

に、個々人が相互に関わり合うことであるという思想を広めていくことである。

国連大学は「人間の安全保障」という問題に取り組み、その活動のあり方を

議論に付するという努力をしている。ヘルシンキにある世界開発経済研究所は、

この議論の最前線に立ってきた。この件について過去数年にわたって同研究所

が実施したプロジェクトのなかから、多くの刊行物によって「人間の安全保障」

に関する考え方や政策が形づくられてきた。

この国連大学本部の「平和と統治」プログラムでは、今後数年の活動目標と

して、「人間の安全保障問題」に取り組むことを計画している。

5. 結　　論（まとめ）

小和田大使は、人間の尊厳を「人間の安全保障」という考え方の基軸に据え

る努力をされてきた。人間の尊厳とは、人権の根本をなす基本的価値である。

国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）のセルジオ・デ・メロ代表がビデ

オのなかで東ティモールの人々について述べていたように、人間の尊厳とは逆

境にあってもなお、人間があらゆる困難に抗していくための原動力であり、社
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会を一つに保ち、未来を指向する構成原理なのである。

しかしながら人間の尊厳は、以下の二つの面から絶えざる脅威にさらされて

いる。

・社会的（・経済的）疎外

・政治的（・文化的）疎外

われわれは、社会でもっとも弱い立場にある人々の利益を侵害するような経

済システムを容認することはできない。経済問題は自然災害ではなく、経済シ

ステムはそもそも人間がつくったものであり、したがって変えられるものであ

るということを認識せず、その場にただ立っているわけにはいかないし、厳然

としてある問題から目を背けることもできないのである。

責任を引き受けなければ、私たちは「人間の尊厳」を支えるためにいたわり

合い、分かち合うことはできないし、おそらく「人間の汚辱」を共有し、人類

の未来に黒い汚点を残すのみとなるであろう。

スレブレニッツァ＊をめぐるオランダ人たちの苦悶の本質はここにある。な

ぜならそこで犠牲になったのは、われわれと同じ人類の子どもたちであるから

だ。スレブレニッツァの悲劇を食い止めるために、われわれは傍らにいて何も

することができなかったのである。

将来このような災禍が再び起こることを防ぐためには、ブトロス・ブトロ

ス＝ガリ博士が闘ってきたように、平和と進歩と民主主義を、組織的、精力的

に推し進めること以外にないのである。

＊セルビア人勢力に包囲され、陥落したボスニアの町。
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私は小和田大使が最初に提起した問題、すなわち「人間の安全保障とは何か」

という問いに立ち返ってみたい。小渕首相は昨日の基調講演において「人間の

安全保障は日本の外交政策の要である」と述べられた。本日の第3セッション

のテーマであった「人間の尊厳の推進」は、実は「人間の安全保障」の支柱と

なるものである。小渕首相の言葉のなかでも、アジアの21世紀について触れた

ところで「平和と繁栄は人間の尊厳のうえに築かれなければならない」といわ

れている。ここでは「人間の安全保障」の支柱をなす考え方を、歴史的観点に

立って批判的に検証してみようと思う。歴史家として、思想を批判的に検討す

ることにより、思想自体を、あるいは少なくともわれわれ自身を鍛えることが

できると考えるからである。

安全保障という考え方は、少なくとも2000年の間政治思想の中心に位置して

きた。ラテン語の「セキュリタス(securitas)」は、精神の平静・静寂、不安か

らの自由を表し、キケロのいう「至高の欲求対象」つまり「幸福な生活を築く

うえで必須の条件である、不安のない状態」を意味する語である。政治生活も

また、古代共和国においては恐怖と不安から自由であることが必要であると考

えられた。これには日々の生活の糧に対する不安からの自由も含まれている。

ファン・ヒンケル学長が述べたように、17～18世紀にはこれら古代思想が新

たに広く議論の対象となった。オランダは宗教的・政治的寛容をめぐる論争の

中心地であった。イスラム暦で最初の千年（太陽暦では16世紀）末期における、

インドのムガール帝国でも同様であった。ヨーロッパの議論では、方向性がま

ったく異なる二つの流れがあった。一方では、安全保障はますます国家主権の

観点から定義されるようになった。1705年にライプニッツは、「私見では、国

家とは公共の安全を目的とする偉大なる社会であると定義される」と書いてい

る。

他方、グロティウスやロックに代表されるように、安全保障は古代思想と同

様、個人の観点から定義された。しかし権利をもった個人から成る世界（外延）

は、明らかに拡大されてきた。少なくとも拡大されるものと期待された。それ
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は、遺産とか富や階級を基にした小さな貴族社会を超え、男から女へ、一つの

「確立された」宗教をもつ民からあらゆる宗教の民へ、一つの人種からなる民

から、あらゆる人種からなる民へ、富める者、豊かな者から貧しき者へと広げ

られていった。1789年8月の人権宣言は、自由、財産、安全（保障）、それに抑

圧への抵抗について言及している。そのなかで、安全保障とは「社会が個々の

市民に対して、その人格と財産と権利を保障するために与える保護」であると

している。

個人の安全保障と個人の尊厳についてのこのような考え方は、近代自由主義

思想の中核をなしてきた。「彼自身を超え、彼自身の身体と精神を超えて、個

人は至高の存在である」とジョン・スチュアート・ミルは書いている。しかし

他方では、17世紀に現れた国家の主権と安全保障という考え方が、19～20世紀

の政治思想や政治的行動に対し、非常に重要な意味合いをもたらしたことは小

和田大使が強調したとおりである。ウィーン会議からヴェルサイユ条約を経て

サンフランシスコ講和条約に至るまで、世界平和の道筋における大きな節目は

国家に関していわれたものであり、個人とその権利はほとんど重視されること

はなかった。少なくとも後になって重く見られるようになったにすぎない。

このように、今回の会議のテーマである「人間の安全保障」という考え方は

古くからあると同時に、非常に新しい概念ともいえる。私は現代史が専門では

ないが、ここで少し「人間の安全保障」という考え方についての近年の歴史を

見てみたい。これはなにも、その歴史が日本とも深い関係があるからというだ

けではない。

安全保障の概念を拡張しようという20世紀後半に起こった議論は、故オロ

フ・パルメ（元スウェーデン首相）を委員長とする「軍縮と安全保障問題に関

する独立委員会」が行った仕事と、この委員会が1982年に提出した「コモン･

セキュリティ」という報告書と深く関連している。この報告書は、｢コモン･セ

キュリティ｣という概念に関して、次のような三つの基本的な考え方を提示し

た。第一に、各国は軍事的な抑止によらず、協調的手段によって紛争の解決に

当たらなければならない。第二に、国連の役割を強化することをめざす。第三

に、安全保障は軍事的側面だけでなく、経済的・社会的・政治的側面からも考

察されなければならない。

この報告書の大部分が、1981年、東京の旧国連大学ビルで開かれたこの委員

会の会合で作成されたことは興味深い。会合直前に行われた広島訪問は、委員

会に大きな影響を与えたのであったが、実は先行きの見通しからも影響を受け

ていた。私はゲオルギー・アルバトフがパルメに対して、「最近中央政界に登

場したミハイル・ゴルバチョフという男が、ソビエトの経済と社会に大きな変
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化をもたらしそうだ」と語っていたのをよく覚えている。また私の記憶では、

安全保障概念の拡大についての議論では、アフリカの政治家で現在もナイジェ

リアの指導者であるオルシェグン・オバサンジョが決定的な役割を果たした。

｢人間の安全保障｣という考え方は1990年代に各方面で議論され、先の三つの

考え方に加えて、自由主義の精神に基づいて「国家の安全保障から個人の安全

保障へ」という意味にまで拡張された。日本政府はこの考え方の研究と深化に

重要な役割を果たし、カナダや私の母国である英国など世界各国も大きく貢献

した。国連開発計画（UNDP）は1994年に、｢人間の安全保障｣について詳細な

議論を展開している。しかし「人間の安全保障」という言葉の起源は、「市民

社会」（シビル・ソサエティ）のなかにあるはずである。私の知るかぎりでは、

最初に使われたのは1992年で、｢コモン･セキュリティ｣という考え方を個人に

まで拡大しようといった文脈であった。使ったのはハーバード大学／ロックフ

ェラー財団のリンカーン・チェン教授で、戦争や自然災害といった「人道上」

の非常事態や新しい病気が、個人に与える脅威について議論した時のことであ

った。この考え方の発展には、またもこの東京が重要な役割を果たしている。

すなわち、武見敬三教授とチェン教授のイニシアティヴによりこの東京で行わ

れた二つの会合が、アジアにおける｢人間の安全保障｣に関する初期の重要な議

論といえるのである。

｢人間の安全保障｣とは端的にいえば、軍事的なものというよりは経済的・社

会的・政治的・法的なものである。それは対立というよりは協調によって達成

されるものであり、国家というよりは個人の安全である。そして、国際的な、

あるいは地球規模での、とりわけ国際連合を取り込んだ努力によって達成され

るべきものである。

以上が一般的な説明であるが、最後に二つの例を示すことによって締めくく

りとしたい。一つは「人間の安全保障」と「社会開発」に関するものである。

この日本国際問題研究所が設立された40年前の日本を振り返ってみると、発展

のアジア的モデルともいうべき日本の成功にただただ目を奪われるだろう。そ

れは、高い教育水準と、情報へのアクセスの容易さ、比較的小さい貧富の格差、

社会の安全性が高いこと、そして高い健康水準、高い経済成長、思想や意見の

自由などからなる「社会開発」のモデルでもあった。

おおよそこのような意味で、知識を基盤とした現在の世界経済のなかにあっ

て、「社会開発」は、力の重要な源泉であると広くみなされている。不安から

の自由―変化に対する不安、突然訪れる危機に対する不安、技術革新に対す

る不安―という古典的命題は、政治的・心理的目的であると同時に、経済的

手段であるとみなされるようになった。アダム・スミスの言葉を借りれば、新
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しいグローバル化された世界で個人が創造的であるためには、考えたり話し合

ったりするゆとりを奪うような単調で過酷な仕事によって、個人を駄目にすべ

きではない。転職したりリスクを負ったり政治的信念を変えたり民主的選挙に

よって新しい政治指導者を選んだりすることで、自分や家族に災禍がもたらさ

れるかもしれないといった不安から保護されていなければならない。このよう

な理由から、｢人間の安全保障｣は何よりもまず、まもなく開かれる「社会開発」

についての国連会議の重要課題となるであろう（この会議には国連の代表とし

て、私が所長をしており、国連大学の姉妹機関でもある国連社会開発研究所

〔UNRISD〕が深くかかわっている）。日本政府が東アジア経済危機によって打

撃を受けた各国の社会的セーフティーネットを―そして「社会開発」を―

支援する政策が示すように、｢社会開発｣は同時に、人間社会にとって重要な政

策目標なのである。

二つ目の例は人間社会と民主主義の影響力に関するものである。安全保障は

知識を創造するための条件であり、それゆえ情報を基盤とする世界経済のなか

で成功を収めるための条件でもある。しかし知識は逆に影響力や、政治参加を

要求するようになる。政治的権利もまた知識の条件となるのである。この政治

的権利は、21世紀においては、最終的には国際的でグローバルな権利とみなさ

れるようになるだろう。国境を越えて政治的影響力を行使する権利となるだろ

う。政治的権利が18～19世紀において財産のない者と女性にまで拡張されたよ

うに、21世紀においては「外国人」にも拡張されるものと私は考える。

グローバルな政治参加こそ「人間の安全保障」にとって中核となるものであ

る。これは昨日小和田大使が「平和をもたらす機運」の創造と表現したことに

も関連するが、紛争の予防と平和構築のための情報活用に重要な意義をもつ。

何よりもまず、｢インターナショナル・エクイティー（国際的公平性）｣とか

「グローバル・ガヴァナンス（全地球的統治）」といった新しい言葉から現実を

紡ぎ出すうえで重要な意義をもつだろう。これまでは国連総会が「民主的」な

国際機関の一例として言及されてきた。だがこれも、せいぜい国民国家を単位

とした民主主義であるにすぎない。個人による国家を超えた諸機関への政治参

加という新しいかたちを生み出す努力によって、世界銀行も、世界貿易機関

（WTO）も、市民社会も、そして国連総会自体も大きな見直しを迫られること

になるであろう。

政治理論は、その黄金時代や古い伝統にしがみついているだけでは生気を失

ってしまう。「近代の自由は、古代の自由とは全く異なる」と哲学者のバンジ

ャマン・コンスタンは1819年に書いているが、それは一つには近代の人々は、

古代の人々より広い社会に生き、より忙しく、個人の権利についてより深くか

79第３セッション「人間の尊厳の推進」



かわっているからであった。私たちが生きる現代の状況は、コンスタンの生き

た近代ともさらに違っている。安全保障に関するアジア的な考え方は西欧の考

え方とは違うといわれている。この違いもまた、現在の状況下で再考されなけ

ればならない。日本は、｢社会開発｣のさまざまな側面から見て、21世紀のモデ

ルとなるであろう。同時に、過去40年間、その外交政策においてもっとも国連

に関与してきた国として、国際的影響力を主体とする新たな政治形態のなかで

示すモデルとなるかもしれない。それはもはや「アジア的」でも「西欧的」で

もない、人間の安全を保障する政治となるだろうし、またそうでなければなら

ない。18世紀中葉にモンテスキューが書いたように、「政治的自由は安全保障

に存する。あるいは少なくとも安全保障に関して人が抱く考えのなかに存する」

のである。
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この第3セッションのテーマは「人間の尊厳の推進」であるが、私が専攻す

る国際法では、「人間の尊厳」という概念は、まだ十分に熟成していない。た

だし、「尊厳」という言葉は、いくつかの国際文書のなかに登場する。

たとえば、「世界人権宣言」（Universal Declaration of Human Rights）の前文の

冒頭には「固有の尊厳」（inherent dignity）という語が、そして、なかほどには、

「人間の尊厳と価値」（the dignity and worth of the human person）という言葉が出

てくる。そして、第1条は、「すべての人間は、『尊厳』と権利とにおいて平等

である」（All human beings are equal in“dignity”and rights.）と謳っている。こ

のように、「尊厳」と「人権」とを並べていることから、世界人権宣言は、こ

れら二つの言葉を使い分けていると考えられる。しかし、人権については、第

２条以下で詳しく規定しているのに反し、「尊厳」に関する規定は一つもなく、

また「尊厳」という言葉に対する定義も存在しない。したがって、「尊厳とは

何か」ということがはっきりせず、「尊厳」と「人権」との関係も明らかでは

ない。

その点、1966年に採択された二つの「国際規約」（International Covenants）は、

いずれも前文の第2文において、「これらの権利（人権）は人間の固有の尊厳に

由来する」（that these rights derive from the inherent dignity of the human person.）

と認めている。したがって、この表現から推察すれば、「人間の尊厳」とは、

「もろもろの『人権』が生まれ出る『源』（みなもと＝source）だ」といえそう

である。

そうだとすれば、第一に、「尊厳」と「人権」とは同義語ではない。第二に、

「尊厳」は「人権」より一段「高い」または「深い」存在である―といえる

だろう。そして、さらに、「人権」が尊重されただけでは「尊厳」が保たれる

とはかぎらないが、「人権」が尊重されないかぎり「尊厳」は保たれえない―

ことになる。いいかえれば、「人権」は、「尊厳」にとって「十分条件」ではな

いが、「必要条件」ではある―と考えられる。

この点については、ヒンケル学長も、基調演説のなかで、次のように指摘し
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ておられる。

“there are a number of rights that are attached to the fact of being human.  Without the

minimum respect and fulfillment of these rights, human dignity cannot be achieved―

human dignity is denied.”

そこで、その「必要条件」である「人権」について簡単にお話ししたいと思

うが、人権というのはきわめて広い範囲にわたるのに、私に与えられた時間は

10分と限られているので、ここでは、「児童の虐待」に焦点を絞り、かつ「日

本の現状」を中心に考察するにとどめたい。

問題を「児童」に限定したのは、次の三つの理由からである。

第一に、「児童」というのは、すべての人に関わる問題だからである。

第二に、大人と異なり、「児童」―とくに「幼児」―は、虐待に対して

自分を守ることができない、もっとも弱い存在だからである。

第三に、今年は、「児童の権利に関する条約」（The Convention on the Rights of

the Child）が採択されてからちょうど10年目、日本がその条約を批准してから

ちょうど5年目という「節目」にあたるからである。

また、考察の中心を「日本の現状」に限定したのは、「人間の安全保障」と

いうと、ややもすれば、貧困や内戦に直面している途上国に注意が向けられが

ちだが、一見「平穏」で、何ひとつ不足がないと思われている日本においても、

「人間の尊厳」に深くかかわる人権侵害が存在することを紹介したかったから

である。

厚生省の調査によると、親が子どもを殴ったり、養育を放棄したりする「児

童虐待」について、1998年度に全国174か所の「児童相談所」に寄せられた相

談は、6,932件に上るという。この数字は、児童相談所に相談された件数に過

ぎず、児童虐待の実数は、この何倍にもなると推測される。

そのうえ、こうして寄せられた相談の範囲に限っても、児童相談所が、それ

に対応しきれないというのが実情のようである。なぜなら、児童相談所に配置

されている「児童福祉士」は、「数（量）」と「質」の両方で大きな問題を抱え

ているからである。

まず、「数（量）」の面を見てみよう。現在、児童福祉士は、全国で1,200名

余りなので、人口約1,200万人の東京都には100名余りの児童福祉士しかいない。

これは、人口比にすれば、カナダのトロントの9分の1に過ぎない。

次は、「質」の面である。児童福祉士の「任用資格」は、児童福祉法で一応

定められているが、実際には、その「専門性」に大きな疑問がもたれている。

しかも、相談所のかなめともいうべき「所長」の専門性にさえ問題があるとの

ことである。たとえば、全国児童相談所長会の会長でさえも、これまでの職歴
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や専攻などを見るかぎり、児童福祉法に定められた「任用規定」の要件を満た

していないと指摘されている（朝日新聞1999.11.25夕刊）。

こうした事情がどの程度まで反映されているかは定かではないが、1998年度

に親からの虐待によって死亡した41人の子どものうち8人は、児童相談所が相

談や通報を受けていたにもかかわらず、その後、虐待を受けて死亡したことが

分かっている。児童相談所長は、親の同意がなくても、親から引き離す必要の

ある子どもを施設に「一時保護」する権限を有しているが、これらのケースで

は、いずれも「一時保護」の措置はとられていなかった。

では、児童虐待に対応する手段は、ほかにはないのだろうか？「まったくな

い」わけではない。フィリピンやインドネシアに見られるような「政府から独

立した『人権委員会』（Human Rights Commission）」は、日本には存在しないが、

それに代わって、法務省に「人権擁護局」が置かれており、その下で、全国で

約14,000名の「人権擁護委員」が、ボランティアとして働いている。

しかし、これらの人々は、「人権一般」の保護にあたることになっており、

「児童の人権」にとくに注意を払ってきたわけではない。そこで、法務省は、

これらの人権擁護委員のなかから、それまでに子どもと関わりが深かった人を

選び出し、「子どもの人権専門委員」に任命した。いわゆる「子どもの権利オ

ンブズマン」である。この専門委員は、現在では約700名になっている。

けれども、「全国で700名」というのは、けっして十分な数とはいえないし、

その700名の全員が、子どもの権利の保護につねに全力投球をしているかとい

うと、残念ながら、必ずしも「イエス」とは答えられないのが実情のようであ

る。

その意味で、児童虐待防止に向けて国会が動き出したのは、やや遅きに失し

たとはいえ、まずまずタイムリーだということができるだろう。すなわち、衆

議院の青少年問題特別委員会が、12月8日に、一つの決議案を採択したのであ

る。

その決議案は、次のような五つの緊急対策をとるよう提案している。

①児童相談所と児童擁護施設の機能と体制の整備

②立ち入り調査を行う場合の警察との連携強化

③通告義務についての啓発

④児童や虐待した保護者に対するカウンセリング体制の充実

⑤非政府組織（NGO）、ボランティア組織など民間とのネットワークの構築

こうした動きは、もちろん歓迎すべきであるが、同時に、「行き過ぎ」が起

こらないよう、あらかじめ十分に配慮しておく必要がある。なぜなら、米国の

例に見られるように、通報義務制度は、さまざまなマイナスの副作用を伴う恐
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れがあるからである。

その意味では、「虐待防止」といった、やや消極的な方法よりも、親が「わ

が子はかわいい」と思えるように「子どもを生みやすい、育てやすい環境を整

える」といった、より積極的な方法に重点を置くことが望まれる。その点に関

して、最後に、一つだけ、ちょっと面白い調査結果をご紹介しよう。

旧チェコスロバキアで、ある精神医学研究所が、妊娠の人工中絶を役所に申

請した親から生まれた子どもと、中絶の申請をしなかった親から生まれた子ど

もについて、14年間、追跡調査をした結果、次のことが分かった。妊娠を望ま

なかった親から生まれた子どもたちは、妊娠を望んでいた親から生まれた子ど

もたちに比べて、

①病気になった回数が明らかに多い

②入院した回数も明らかに多い

③学校の成績がいささか悪い

④学校や家庭での適応もよくない（とくに男子では、児童相談所などに相談

に行った者が多い）。

この調査結果だけから「一般論」を導き出すのは、もちろん危険なことだが、

親子の関係を考えるうえで、一つの参考になりうるだろう。親が、わが子の人

権や人格を―ひいては、子どもの「尊厳」を―どこまで尊重できるかは、

案外、子どもが生まれる以前の親の気持ちによって大きく左右されているのか

も知れない。この点については、ヒンケル学長も、“Human dignity is first and

foremost a vision of the individual.”といっておられる。とすれば、「戦争は人の

心のなかで生まれるものであるから、人の心のなかに平和の砦を築かなければ

ならない」（Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the

defences of peace must be constructed.）というユネスコ憲章の冒頭の一節になら

って、「『尊厳』は人の心のなかに生まれるものであるから、それは、人の心の

なかで育まれ、高められなければならない」（Since“dignity”is born in the

minds of men, it must be developed and enhanced in the minds of men.）ということ

もできるのではないだろうか。
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本日の主題については、1995年の国連国際公法会議における小和田大使の講

演のなかで非常によく整理されている。小和田大使は、その講演で、国家間関

係という文脈での主権国家の視点から見た社会正義の概念と、グローバルな環

境の下にある個人の視点から見た正義の概念との間で均衡が図られる必要につ

いて述べられた。

ここ数年間に世界各地で安全保障の瓦解や、大量虐殺と前例のない蛮行を伴

うあらゆる種類の民族的・宗教的紛争が勃発しているが、このことが意味する

のは、人間の尊厳が現在深刻な危機に曝されているということである。この人

間の尊厳の危機は、グローバル経済への移行に伴う苛酷な社会変革によるとい

うよりも、むしろたえまない内戦における人間の人間に対する野蛮さによって

突きつけられている。戦後の国連憲章体制は、国際平和と安全保障、主権国家

間の関係に着目した国際法、および国民国家内部の正常で平和的な関係を前提

とした人権法を重視しているが、今述べたような状況に対して有効かつ規範と

なるような、あるいは実効性の伴う解答を示していない。では国際人道法の場

合はどうであろうか。

第4ハーグ条約、すなわち「陸戦の法規慣例に関する条約」（ハーグ陸戦条約）

100周年記念とジュネーブ条約50周年記念の年は、戦争法、あるいは国際人道

法が発展してきたそれまでの方向について考え直すきっかけとなった。ここで

は、戦争法の人道化、すなわち人権と人道原則に多くを依拠したプロセスに焦

点を当てていきたい。

人道法は、伝統的な国家中心のアプローチから社会における個人の要求に注

目するアプローチへと劇的に変化している。また、人道法は相互主義が果たし

てきた中心的役割を驚くほど変化させるとともに、説明責任の概念を醸成し、

規則の作成と解釈を発展させ、先進的なデュー・プロセス（適正手続き）に基

づく保護を形成し、組み入れ、適用させることとなった。

紛争が国際的なものから国内的なものに変化することに伴って、法的規範の

発展も大きな影響を受けた。国内紛争は、既存の規範に関する新たな解釈と、
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新しい規範の必要性を高めた。国内紛争あるいは国際的要因と複合した国内紛

争（国内で起こる虐殺の背景となる）の方向に紛争が変化してきたため、人道

法は次第に人権法の方向に引っ張られている。

国連が本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉することを禁止

する、国連憲章第2条第7項は、憲章に基づく強制措置の適用を妨げるものでは

ないと規定している。実はこの条項こそが、国内紛争に対して規範を適用して

いく道を提供することとなったのであり、安全保障理事会が一国内の残虐行為

に対する強制的な介入を決議する道を開いたのである。

戦争法の人道化も一定の役割を果たしている。特定の武器の使用を制限した

り禁止する規範は、国際紛争だけではなく非国際的武力紛争や、その他あらゆ

る状況に対しても適用されるように推移してきた。とくに、戦闘員のみならず

一般市民を無差別に殺傷する武器や、一般的良心に反する非人道的な兵器の禁

止などの例があげられる。前者には対人地雷が含まれ、後者には化学兵器、細

菌兵器、生物兵器などが含まれる。失明を引き起こすレーザー兵器はおそらく

後者に属するであろう。

本日のテーマの大きさに比べて、私に与えられた時間は非常に限られている

ので、ここでは要点を二、三述べるにとどめたい。

まず慣習法についてであるが、人権に関する手法は、人道法の慣習法規則の

形成に大きな影響を及ぼしてきた。この傾向はニュールンベルク裁判に始まり、

「ニカラグア事件判決」や「核兵器の使用に関する勧告的意見」等の国際司法

裁判所の判決、そして二つの特別法廷（ad hoc tribunals）における一連の判決

にも引き継がれている。すなわち、法的信念（opinio juris）が重んじられるよ

うになってきたということである。形式上は、実行と法的信念の二つの要素を

尊重する方針を放棄することなく、裁判所という別法廷は、大部分の点で法的

信念と一部の人道法規から抽出された人道法の一般原則に依拠するようになっ

たのである。そして、矛盾する慣例は軽視されてきた。

戦争法の人道化は、それ自身の発達よりも国連憲章制定後の人権概念の発展

に、影響を受けてきた。多くの重要な規範については、ジュネーブ諸条約と、

それ以上に追加議定書によって、規範の収斂と進歩が見られた。

ジュネーブ条約共通第3条は、人道法に対する人権法の影響をはっきりと示

している。「人道に対する罪」を国際犯罪と認めることや、1948年のジュネー

ブ条約の締結や、1949年に初めて成立した多国間条約による非国際的紛争に対

する規制は、この影響を受けて生まれたものである。

この象徴的な関係は、人権問題を取り扱う機関が人道法を適用することによ
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ってさらに推進されている。これらの機関は、制度的ギャップを埋め、国際人

道法を今まで以上に人権指向の強いものにしている。

上記に言及した人道法に対する影響について、具体例をいくつか挙げてみよ

う。

①国家間の相互主義について

ハーグ陸戦条約の総加入（si omnes）条項に、国家間の相互主義について極

端な記述のあることが想起される。そこでは、ある紛争当事国が条約締約国で

はない場合、この条約は当該紛争のすべての紛争当事国とのいかなる関係にも

適用されないと述べられている。この条項は、ジュネーブ諸条約では、明確に

否定された。ジュネーブ諸条約の共通第1条で、締約国はすべての場合におい

て、この条約を尊重し、かつ、尊重を確保する義務を定めているが、これは典

型的な相互主義の否定である。共通第1条は人道法の「対世的（erga omnes）」

義務の原則と類似しており、しかもこれは、バルセロナ・トラクション事件に

おける国際司法裁判所の判決や、強行規範（jus cogens）の原則を盛り込んだ

ウィーン条約法条約よりもかなり前に現れたものである。

規範が相互主義を凌駕した例は他にもある。廃棄通告について規定したジュ

ネーブ条約の条項にしても、ウィーン条約法条約第60条第5項にしても、人道

主義的規定を定めた条項は、条約違反によって無効になることも停止されるこ

ともないとしている。

②復仇について

復仇は無辜の人々に苦しみを与えることがある。正当な復仇の範囲は大幅に

狭められてきており、原則的に文民や文民の財産に対するいかなる復仇も禁止

されている。

③権利放棄の禁止ついて

ジュネーブ諸条約の二つの共通条項は、ジュネーブ諸条約の下で保護されて

いる人々の権利を制限する条約や協定、契約はすべて無効であるとして、個人

の権利が譲渡不可能であるという観点を推し進めた。これは、ウィーン条約法

条約の成立より20年以上も前から、人道法が強行規範（jus cogens）の原則に

相似していたということにほかならない。

④戦争捕虜（POW）の本国送還について

戦争捕虜送還の分野では、ジュネーブ第三条約第118条が戦争捕虜の選択の

自由とは無関係に、自動的に本国に送還されるべきであることを謳っている。

この条項は、ソ連が第二次大戦後、ドイツに抑留された自国民捕虜全員の送還

を強く主張したことから生まれた。ここには明らかに二つの基本的人権の対立

があった。とりわけソ連の戦争捕虜が送還された場合、本国において迫害を受
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ける恐れがある場合に問題になった。

しかし時の経過とともにジュネーブ第三条約第118条は、人権に基づく原則

に合致するように再解釈せざるを得なくなった。朝鮮戦争では、この条項に基

づいて、北朝鮮・中国両国の戦争捕虜たちが、意に反して本国に強制的に送還

されない権利が認められた。二つの湾岸戦争とデイトン会談の結果、さらに一

歩進んで、戦争捕虜の選択の自由を認めるところまできたのである。このよう

に第118条の規定は、解釈と実行を通じて、個人の自主性を重んじる方向に徹

底的に改められた。

⑤重大な違反行為と強姦について

女性の保護に関する領域では、重大な違反行為に関するジュネーブ諸条約の

規定が拷問と非人道的待遇について触れていて、これはジュネーブ第四条約第

27条における強姦の禁止（刑罰は伴わないが）も含まれるものと解釈されるよ

うになった。

⑥保護を受ける者の定義について

ジュネーブ第四条約は保護の対象を、従来保護してきた、紛争当事国および

占領国の国籍をもたない者と定義している。これは「重大な違反行為」条項適

用のための伝統的な条件であり、旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷（ICTY）

における1995年のタジッチ事件上訴審によっても支持された。

最近のICTYの法理は伝統的な立論から離れ、国籍について新しいより柔軟

な原則を導入して、従来の形式的な考え方を改めようとしている。保護の対象

を定義するために別の国籍を必要とする逐語的法解釈から、人権とジュネーブ

諸条約の人道主義的解釈を尊重する考え方に移行していったのである。

最後に「人道に対する罪」についても言及しておきたい。

ニュールンベルク裁判所条例が「人道に対する罪」を定義したことは、国際

法史上画期的な出来事であったといえるだろう。ある国で起こった残虐行為

―たとえそれが市民同士の間で起こったものだとしても―に対して、国際

法上直接の刑事責任を問えるという考え方が初めて導入されたのである。しか

しながらこうした経緯が、そもそも第二次世界大戦下ナチスによって遂行され

た残虐行為に対するリアクションであったため、ニュールンベルク法廷が管轄

権を有した通常犯罪との関連で希釈され、「人道に対する罪」は実質的には戦

時虐殺の問題とされるに至った。すなわち保護の対象を、敵国に捕えられてい

る人間にのみ限るとする戦争法の伝統からは脱却したものの、ニュールンベル

ク裁判所条例は犯罪を戦時犯罪に限定し、戦争法の理論的枠組みを打ち破るこ

とはなかった。

しかしその後、ジェノサイド条約を含むほとんどの国際条約で、武力紛争と
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「人道に対する罪」との連関を強調することはなかった。ジェノサイドは広い

意味での「人道に対する罪」の一種とみなされることになったのである。

国際刑事裁判所（ICC）規程でも、武力紛争との関連は必要とされないと明

確に規定している。同規程第7条では、「人道に対する罪」は「攻撃の事実を知

りながら、文民に対する広範、または組織的な攻撃の一部としてなされる次の

ような行為」(注)と定義されている。このようにして「人道に対する罪」はい

かなる状況下―国家間の戦争であろうと、いかなる規模の内戦であろうと、

あるいは平時であろうと―でも起こりうるものとされた。

ニュールンベルクからこのローマにおける国際刑事裁判所規程の採択に至る

まで、「人道に対する罪」と考えられる犯罪を網羅的に規定した文書は存在し

なかった。国際刑事裁判所規程において、ついに一般市民に向けられた組織的

で広範な人権侵害を「人道に対する罪」とみなす考え方が結実したのである。

無論、この国際刑事裁判所規程は、形式上、国際人道法の侵害のみを犯罪とし

て規定し、人権侵害は含まれていない。「人道に対する罪」とみなされる行為

として列挙されているものを見ると、これらの罪を重大な人権侵害から区別す

る要素とは、その非道性と組織性にあるように思われる。しかし「人道に対す

る罪」として国際刑事裁判所規程に挙げられている犯罪や、ジュネーヴ諸条約

共通第３条に含まれる犯罪は、事実上主な人権侵害とは区別できないことは明

白である。それらは基本的人権の侵害と重複しており、国際人道法の規定によ

って可罰性をもつに至るのである。

赤十字国際委員会（ICRC）、ジュネーブ諸条約およびその追加議定書がきわ

めて重要な役割を果たした結果としての、戦争法の人道化の急激な進歩により、

法規範的枠組みと、戦場における苛酷で野蛮な現実との大きな落差に直面する

こととなった。ボスニア、コソボ、シエラ・レオネ、コンゴ、ソマリア、アフ

ガニスタン、古くはカンボディア、クウェートその他の地域で、恐るべき大虐

殺、強姦や暴行が生起している。人種的・民族的・宗教的対立や、さまざまな

国益の対立のなかで、後景に退いたのは規範の役割であった。すなわち国際刑

事法廷も、各国の刑事裁判所も、これまでこれといった抑止効果を果たしてこ

なかった。人道化は人間の尊厳の認知という点で大きな勝利を得たかもしれな

いが、ほとんどレトリックにすぎないのかもしれない。

さて、ここでもう一度、小和田大使の提起した問題にもどろう。法規範上の

人道化は、果たして主権国家の利益の擁護ということから進歩したのであろう

か。

人道化の過程という観点から見ると、いくつかの面では人権と戦争法／国際

人道法との統合化が一般的になってきた。しかし人権保護のさまざまな傾向が
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次第に一点に収斂しつつあるにもかかわらず、まだ重大な差異は残っている。

人権法と違い、戦争法は武力紛争に直接かかわらない無辜の人々が、合法的な

戦闘行為に付随して殺されたり、受傷することを許容、もしくは少なくとも黙

認している。戦争法はまた、裁判所の有罪判決によらない個人の自由の剥奪を

ある程度認めている。また、占領国による抑留と被疑者の上訴権の制限を許容

している。さらに表現・集会の自由を制限することさえ認めている。

武力紛争に関する法は、紛争を当事者間の形式的平等に基づいて規制する。

それは、戦争法がもともと中世の騎士道の伝統に由来していることによる。フ

ェア・プレーのささやかな擁護者となろうとしているのである。ちょうどボク

シングの試合で、敵の上半身を攻撃することが許され、ベルトから下の攻撃が

禁止されているようなものである。試合のルールが守られているかぎり、苦痛

を与えようが、自由を剥奪しようが、死に至らしめようが、どんなことでも許

されている。何と狭隘で、技術偏重的な合法性概念であろうか。

人権は、どのような状況においても、身体の安全と人間の尊厳を保護するも

のである。人権は不平等な当事者の関係―被支配者の支配者からの保護―

にも関わりを有する。人権法のもとでは、正当な権限をもつ裁判所の判決によ

る場合を除き、何人といえども自己の生命を奪われることはない。人権と人道

的法規範という二つの体系は、このように区別され、かつ、多くの点で異なっ

ているのである。

かくして人道法あるいは戦争法の人道化ということについて語るのは、自家

撞着にほかならない。戦争法で使用される「不必要な苦痛」という用語などは

珍妙というほかないであろう。いかなる苦痛が必要か、必要でありうるか、ま

た必要であるべきかといったことは、およそ法的論理や道徳上の議論になじむ

ものではない。

人道法を人道化するためには、あらゆる種類の武力紛争を根絶する必要があ

るだろう。しかし戦争は、カインとアベルの確執以来、人間の条件の一部であ

った。そしてこれからもそうあり続けるだろう。

人道化の規定要因とは、武力紛争の現実に対する人道化の過程と相関させて

引き出す必要がある。人道化は、文民と戦争捕虜の処遇を改善し、文民の財産

ととくに文化財を保護するものであり、また、かくあらねばならない。しかし

人道化は、戦争という手段に訴えることそのものを阻止するためにはほとんど

役にも立たない。文民に対して完全な保護を与えることはできないし、当事者

間の均衡性原則を逸脱しない範囲での、付随的な戦争被害を禁止することもで

きない。傷病者の保護を除けば、人道化が戦場で果たす役割は限られたもので

ある。捕虜の助命嘆願を拒否してはならない義務のような公正な取り扱いに関
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する規則を除けば、戦闘員にとって戦争法の人道化はほとんど無意味である。

武力紛争における文民の保護に関して安全保障理事会に提出された、重要な

報告書のなかで、国連事務総長は、規範と現実の間にこうしたギャップがある

ことを認めている。

1991年以来採択された一連の決議のなかで、安全保障理事会が、人権法と国

際人道法の大規模かつ組織的侵犯は国際平和と安全に対する脅威とみなすこと

を認めたことを受け、事務総長は安全保障理事会に対して、「法の遵守の機運」

を盛り上げるために、一連の有効な手立てに関する提案をしている。すなわち、

加盟国や非国家主体に対して、国際人道法、人権法、難民法、そしてとくに

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第4条が規定する、非常事態下でも

制限され得ない権利を遵守するよう訴えている。また個人の犯罪責任の明確化

を要求し、国連憲章第7章に基づき、特別刑事法廷の命令を遵守させるために

強制措置を用いることを厭わず、予防のための平和維持部隊の派遣やその他の

監視団の派遣を検討し、国際人道法や人権法を侵害した国に対してねらい打ち

的な制裁を課し、現に起こっている大規模な虐待に対しては抑止行動に訴える

ことを視野に入れている。

国連憲章第7章に基づいて安全保障理事会に授権された武力介入であれ、イ

ンドネシアに東ティモールへの多国籍軍の受け入れを認めさせたような、その

他の圧力であれ、虐殺を止めさせるための断固とした国際行動をとるべきだと

いうことが結論なのであり、絶望であってはならない。事務総長が提案した一

連の措置は、戦場と規範のギャップを埋めることができるであろう。究極的に

は、人道的規範は世界中で民衆のだれもが抱く良心の一部にならねばならない。

法の外に存在する諸価値、たとえば倫理、名誉、慈悲、騎士道精神、廉恥心を、

積極的に教え、訓練し、説得し、強調していかなければならない。このような

仕事を法のみに任せるべきではない。法の発展に寄与するところ大であった世

論や社会的コンセンサスもまた、人々の行いを変えていくための試金石となら

なければならない。そのためには、価値の文化を創造していくことが不可欠で

ある。そのような文化が現実となるまで、一国内の紛争における敵対行為を終

結させ、残虐行為を直ちにやめさせるためには、国際社会が多種多様な介入を

試みる以外に方法はないであろう。

（注） 国際刑事裁判所規程７条（国際刑事裁判所設立に関する国連外交全権会議（ロー
マ）により1998年7月17日採択。UN Doc. A/CONF/183/9（1998）、ILM 1002号
（1998）37頁に再録）
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最終セッション

「人間の安全保障構築への戦略」

（パネリスト討議／全体討議）



95

最終セッションは総括を行う。これまで三つのセッションが行われた。第1

セッションでは「紛争予防措置」、第2セッションでは「持続的開発の促進」、

そして第3セッションでは「人間の尊厳の推進」が話し合われた。これらはい

ずれも「人間の安全保障」という考え方の主たる構成要素である。パネリスト

の方々には、「人間の安全保障の三元素」ともいうべきこの三つの事柄を中心

に、「人間の安全保障」の基本的なコンセプトについて共通の理解が得られる

よう、コメントをいただき、さらにこの三元素に共通するテーマについてのお

考えをお聞かせいただきたい。

三つのセッションに共通して取り上げられた問題としては、たとえば国家に

とっての国際的な価値と人間にとってのグローバルな価値との対比の問題があ

る。「人間の安全保障」を推進する際における参加型民主主義の意義について

も、直截にであれ、示唆的にであれ、三つの分野それぞれにおいて話し合われ

た。さらに、それとの関連でシビル・ソサエティの役割も取り上げられた。最

後に、ブトロス・ブトロス＝ガリ博士が触れられたと思うが、これらのさまざ

まな問題とどう取り組むか、ディスカッションの過程でなされた関連する提案

を含め、いかに体系的、総合的な形で取り組むかというアプローチの問題があ

ったと思う。

最終セッション「人間の安全保障構築への戦略」

パネリスト討議

小和田　恆　Hisashi OWADA

日本国際問題研究所理事長
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最初に、私をこの重要なシンポジウムにお招き下さったことに感謝の意を表

したい。また、このシンポジウムから非常に多くを学んだことを申し上げたい。

次にごく簡単に私なりの感想を述べたいと思う。

まず、国際問題におけるシビル・ソサエティの新たな役割について、パネリ

ストの間には一定のコンセンサスがあったといえるのではないだろうか。人間

の尊厳を高めるためにはシビル・ソサエティの支えと協力が必要であることは

まちがいない。しかし、シビル・ソサエティに一定の役割を与える可能性と国

家との間には信頼性が成り立っていない。国連などの国際システムに非国家の

アクターを迎え入れるにあたって、一定のルールやメカニズムを適用すること

で、国家と非国家のアクターの間に信頼性を築くのに役立つであろうという意

見もあった。

世界が豊かな国と貧しい国に分かれているという事実は私の頭に常にこびり

ついて離れないが、新しいテクノロジーの進展によって、新たな「デジタルの

壁」とも呼ぶべきものが出現するだろう。その場合、将来、シビル・ソサエテ

ィが国際システムに参加することによって、南と北、富める国と貧しい国、先

進国と途上国との格差が一層広がるのではないかと恐れている。なぜなら、非

国家の真のアクターは民主主義国家に存在し、富める世界の一部だからである。

豊かな民主主義国家には国際問題と取り組むことのできるNGOや大都市の有

力政治家を生み出す余裕がある。それゆえ、このことが、現在の深刻な問題で

あり、将来も深刻であり続ける世界の分裂を、一層促進することになりはしま

いか。ベルリンの壁の崩壊は冷戦と東西対立に終止符を打ったが、来るべき情

報化社会はこれまで南北の対立に何らの解決をもたらしていない。私は情報化

が逆に亀裂を深めるのではないかと恐れている。

次にとり上げたいのは、予防に関する論議である。われわれは紛争予防の重

要性については意見が一致している。だが、残念なことに、諸国家のファミリ

ーである国際社会は、これから起こるかもしれない紛争を解決するアプローチ

として予防を受け入れる用意ができていない。さまざまな理由から、国際社会

は世論の支持を得られていない。世論は悲劇が起こってからでないと反応しな

い。何千もの人々が難民となり、家々が焼かれて初めて国際社会は介入するこ

とができるのである。

前国連事務総長

ブトロス・ブトロス＝ガリ　Boutros BOUTROS-GHALI



第3点は、21世紀になっても国家は主役であり続けるということである。わ

れわれのようなグローバリゼーションや国際問題の専門家ではない一般市民

は、宗教や伝統の原点である自分たちの村に回帰しようとし、国家を超えたい

かなる組織とも対立することになるだろう。すなわち一方にはミニ・ナショナ

リズムがあり、一方ではグローバリゼーションがあるという状況となる。

最後は人間の尊厳の問題である。人間の尊厳は、村へ回帰すれば保証される

のだろうか。それとも、国際的な協定や国際世論の監視、あるいはCNNなどマ

スメディアによる映像の流布によって護られるのか、私にはわからない。しか

し、人間の尊厳について論議する際に注目に値する点ではなかろうか。村や原

点に回帰することによって護られる人間の尊厳というのは、非常に後ろ向きの

態度である見方だと思う。だが現実問題として重要なのは人間である。人々を

安心させるのは自分たちの村のなかなのか、自分たちの側に立って介入してく

れる著名なNGOが存在することなのか。これは依然として大きな問題である。

以上が今回のシンポジウムで感じたことである。ここにいらっしゃるすべての

方々にもう一度感謝申し上げる。
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近年の科学の進歩は、われわれの想像していた水準をはるかに超えている。

科学は、宇宙に向かって、より広大な宇宙空間の全体像を描こうとするなど、

ますますマクロな対象に焦点を当てる一方、生命体の細胞の内部といった、ミ

クロの世界へも向かっている。対象の大小にかかわらず、それらをよりよく理

解するためには、意味のある解釈を可能にする新たな装置と優れた研究方法を

開発する必要がある。

現実の世界でも同じような変化が生じているといえよう。われわれの組織

は肥大化していくと同時に、より小さいものに回帰してもいる。グローバリ

ゼーションが進み、社会を、少なくとも貿易を、国連などの多国間組織を通

じて世界規模で管理する必要が生じている一方で、地域レベルへと逆戻りす

る、地域分散化の傾向が生じている。多くの人々が、現代テクノロジー―

通信でも輸送でも―を使って、仕事のために世界中を忙しく動き回ってい

るが、当の彼ら自身、同時に落ち着く場所を求めている。現代文学のなかに、

「根づく」（rootedness）というコンセプトが見出されるように、人々はどこか

に帰属していることを欲しているのである。それは、そこから人々が社会生

活に関わりをもつ、重要な基点なのである。活発でフレキシブルな世界のグ

ローバリゼーションを追い求める多くの人々にとって、結局のところ基本と

なる価値は、人間それ自身、すなわち、個人と、その個人が属するコア・グ

ループにある。そこでは教育と社会化が非常に重要な要素となる。それこそ

がまさに人間の尊厳であり、人々自身の内心から始まり、あらゆることの基

礎となる根本原理である。

人間の尊厳ということに関し、私は富める者と貧しい者との間に非常に大き

な違いがあるということに必ずしも同意しない。たしかに条件は異なり、時に

「人間の尊厳」を保つことが困難な場合もあるだろう。皆さんにとって人間の

尊厳をもった人物の格好な例はアンクル・トムの話ではないだろうか。ご存じ

のとおり、『アンクル・トムの小屋』の主人公は金持ちでなく従属的な身分に

ある。しかし、彼が尊厳を備えた人間であることは疑いようもない。このこと

を心にとめておくべきだと思う。人間の尊厳はきわめて重要な根本理念であり、

その重要性はそれが個人を中心に据えているという事実から生まれてくる。人

間の尊厳というコンセプトは、あらゆる発展のパワーの源としての個人を活か

国連大学学長

ハンス・ファン・ヒンケル　Hans van GINKEL



すことにつながり、社会を発展させるためには人間一人ひとりが必要であるこ

とを明らかにしている。

現代社会はしばしばきわめてシニカルだ。たとえば、先進国などでは高失業

率がある一定のレベルに達すると、新しい世代の人々、若い人々は労働市場に

おいて、「不要品」のレッテルを貼られてしまう。一方、われわれは仕事の分

担を自分たちで取り決め、収入を分配し、自由時間を割り振っている。個人を

活かすことは「人間の安全保障」にとって中心的な支柱であり、人間の尊厳は

人々を前向きにし、社会的に責任ある行動へと向かわせる。いいかえれば、人

間の尊厳は、人々が積極的に未来と社会にかかわることを助けるのである。

われわれは市民一人ひとりに対して、未来に対し積極的に参加するよう呼び

かけなければならない。同時に、人間の尊厳は社会を一つに保ち、持続可能な

発展を促進する。繰り返すが、そのために必ずしも裕福である必要はない。第

二次世界大戦後の復興期における日本やドイツや他のヨーロッパ諸国で人々が

復興に貢献したありさま、あるいはアジアなどの経済発展圏で多数の人々が成

長に寄与した様子を思い起こした場合、それは一人ひとりの個人に訴えるもの

があったからであって、漠然とした集団に訴えたからではない。それは参加型

の民主主義が存在したからこそ成し遂げられる。なぜなら、人々は自らかかわ

ろうとする気持ち、自分が参加することによって、何かが変わる、何らかの影

響を及ぼすことができるという気持ちをもつことが必要だからである。それこ

そが人間の持続可能な発展において、シビル・ソサエティが果たす重要な役割

である。すなわち責任感であり、コミットメントを表現したり、何かの役に立

つことである。

私は、ブトロス・ブトロス＝ガリ博士のおっしゃった、政府とNGOが互い

を積極的に受け入れ合い、良好な協力関係を築くことは非常に難しいだろうと

のご意見に同意する。ユネスコで「高等教育に関する世界会議」の準備期間中、

会議がめざす方向について各国政府ははっきりした希望をもっておらず、長い

時間が無為に過ぎていったことを思い出す。その結果、NGOがこの会議に強

い影響力をもつことになった。しばらくして「世界科学会議」が開かれた。各

国政府は今度は同じことを繰り返さないよう始めから気をつけた。結果として、

この二つの会議はまったく異なった様相を呈したが、そこには進歩があった。

段階を追って進めることが大切なのである。参加意識は世界中で増大している。

こうした方法によってのみ、紛争予防が可能となる。なぜなら、水平的不平等、

拝外主義、過度の所得格差は次第に消滅し、寛容と参加意識、分かち合いと思

いやりの気持ちがそれにとって代わるからである。

今世界に必要なのは、均衡を求め、他者を理解し、他者に共感する意識なの
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である。複雑な問題にはめったに単純な答えがなく、しばしば非常に複雑で微

妙な答えが要求される。したがってわれわれは、ある解決策や答を、ただ単に

他ととっかえひっかえすることで、システムのバランスを失わせてはならない。

その意味で国連開発計画（UNDP）その他の国連機関が、統治システムの問題

に神経を注ぎすぎているのではないかと私は危惧を抱いている。たしかに統治

システムの問題が大切であることに疑問の余地はなく、われわれは統治システ

ムのことを考えなければならない。しかし、経済システムや、経済的規範をど

う動かすかの機能についても目を向ける必要がある。私は、このシンポジウム

で、世界の安全保障に話が及んだ際、WTO（世界貿易機関）に言及されなか

ったこと、また、シアトルで抗議行動をした人々は、われわれがここでとくに

取り上げた人々とはおそらく立場を異にするということに懸念を抱いている。
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ブトロス・ブトロス＝ガリ、ファン・ヒンケル両博士のお考えに対して私の

考えを述べたいと思う。私はまた、今日の世界にあるさまざまな「前進」と

「後退」に焦点を当てたいと思う。今、世界には、より巨大で、広大なものへ

と進む動きがある。われわれが何十年にもわたって当たり前とみなしてきた

「国家」を超えたものに対するこうした力は、おそらく「グローバリゼーショ

ン」という言葉に要約されるであろう。

だが一方で、社会のなかの小さなユニットや、国家のなかの小組織に対する

動きもあり、個人や個人を取り巻く制度にもスポットライトが当てられつつあ

る。しかし、われわれはこうしたさまざまな動きを考えるとき、個人が基本で

あり、地球というコミュニティが重要ではあるが、物事が行われる際の主体は

依然として国家であり続けるということを認識すべきであろう。

したがって、国際的な枠組みのなかで、人類の発展を目指して進むグローバ

リゼーションの過程で、国家に一体何ができるのか、個人の福祉を守り、向上

させるために、国家は何をなし得るのかを考えることが肝要である。

それでは、グローバリゼーションへ向かう力と、個人の尊厳へと向かう力の

双方に対応するために、国家は一体何をなすべきか。

第一に、もっとも重要なこととして、グローバルな機構を強化し、より効率

的なものにしていく努力が必要だろう。このことは、これまで国家レベルで行

ってきたことが次第にグローバルなレベルで行われるようになっている今日、

必要不可欠なことである。たとえば、通貨はこれまでもっぱら国家レベルで管

理してきたが、それを、グローバルではなくとも、地域レベルで管理しようと

する圧力が強まっている。たしかに、以前は国家が果たしていた機能の多くを、

ますます地球規模で調整する必要性が高まりつつある。グローバルな問題に対

しグローバルなメカニズムが、国家のメカニズムと同じように機能し、透明性、

説明責任、公正さ、法規の明確さといった一般的な要求に答えるものになるよ

う、各国は努力しなければならない。

国家は個人に対して基本的人権を尊重し、個人の福祉を充実するよう制度を

強化していく必要がある。その意味では、村や地域社会、シビル・ソサエティ

の果たす役割が重要である。しかし、福祉の向上を推進するこうしたコミュニ

ティの役割に注目する一方で、自由と同時に社会的責任もまた看過してはなら

フィリピン・アジア太平洋大学教授
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ない。この二つは常に一対としてあるものであり、さもないと、個人や家族、

市民社会は、身勝手な利益の追求に走り、より広い公共の利益に対する責任か

ら乖離してしまうからだ。国家は社会のこうした傾向に常に注意を払うべきで

ある。

実行（インプルメンテーション）に関しては、廣野教授がおっしゃった、国

際社会は衣食住、清潔な空気と水、基礎的な教育と職業訓練など、人間が基本

的に必要とするものについて、一定の期限内に達成すべき明確な目標を定める

べきだとのお考えにまったく賛成である。われわれにはすでに優れた専門技術

と、相互依存の世界に対応しうる共通した価値観をもっている。今必要なのは、

これらの目標を設定し、確実に実行する、国家およびグローバルなレベルでの

政治的意志である。

最後に触れたいのは、われわれはこれまで個人をもっぱら受け手と捉えてき

たということである。しかし、人類の発展と福祉の基本的要件として、個人を

平和と繁栄を推進する担い手として捉えるべきであろう。国家はすべての個人

にその能力をフルに発揮するよう求めるべきである。人間の尊厳は、人が生ま

れながらにして有している基本的な権利であるが、個人が家族や村、地域社会

や国家、そして地球というファミリーの発展に寄与するよう、徳を積み、価値

を追い求め、能力や知識を利用することで高められていくものなのである。
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今回のシンポジウムでは実に多くのことを学んだ。パネリストの洞察力と観

察眼によって、このシンポジウムは私が参加したなかでももっとも啓発的なも

のの一つとなった。これまでのお話を聞いて私が感じたところを手短に述べよ

うと思う。

まず一つは、いうまでもなく「人間の安全保障」についてである。「人間の

安全保障」と聞くと、あらゆる安全保障行為の究極の対象は一人ひとりの人間

であると考えがちであるが、国家の安全保障が、「人間の安全保障」を作って

くれるわけではない。ある国の国民にとっての世界的な安全保障とは、最終的

に「人間の安全保障」を高め、保護してくれるのでなければ意味がないわけで、

このことはとても重要なことだと思う。環境問題に関して、1972年のストック

ホルム宣言の原則では、国民国家は主権を行使する権利を有するが、その行使

にあたって隣国の権利、隣国の環境を侵害してはならないということが明記さ

れた。このことは「人間の安全保障」においても同様である。「人間の安全保

障」とは、他者を犠牲にして個人の安全を確保することであってはならない。

つまり、「人間の安全保障」の基本単位は個人であるが、純粋に個人の問題で

はありえないのである。

このシンポジウムでは、「平和の文化」の必要性についての発言が少なくな

かったが、国連総会が最近承認した「平和の文化」の内容を見るとやや雑多な

きらいがある。さまざまな要素が織り込まれているため、一見非常に曖昧で捉

えどころがないように思える。しかし、この概念は、平和とは社会の多様なセ

クターをより公正な基礎のうえに統合していく複雑な構造の作業であるとい

う、今回のわれわれの議論のエッセンスを見事に捉えているといえないだろう

か。国連総会が、実際われわれにこのような基本的枠組みを提供してくれたこ

とは、まことに時宜を得たことだと思う。この枠組みにどのような内容を盛り

込むことができるかは、ひとえにわれわれの手にかかっているといってよい。

しかしそれは、今回の議論で浮かび上がってきた、基本的な課題の解決に役立

つ有効な材料をも提供してくれる。

さて次は「持続可能な開発」の問題である。われわれが、社会の持続性、文

明の持続性、そして「持続可能な開発」について議論するのは、「持続可能な

開発」それ自体が目的なのではなく、明らかに持続可能な社会を実現するため

アース・カウンシル議長、国連事務総長特別補佐
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に必要な手順であるからである。持続可能な文明を創造するためには、公平か

つ忍耐強く諸力を結集し、政策と行動により未来を形作っていく能力が要求さ

れる。このことは廣野教授が適切に述べられたように、グローバルなコンテキ

ストのなかで理解しなければならないのと同時に、ロスチャイルド教授が指摘

されたように歴史的なコンテキストも考慮する必要がある。われわれはグロー

バルな次元からだけでなく、さらに時系列的な、歴史的な次元からも掘り下げ

て観察することにより多くのことを学ぶことができる。

次に、技術文明がもたらした分裂と不均衡の是正について述べたい。われわ

れは人類史上もっとも豊かな文明を享受している。物質的な面から見れば、も

っとも栄華を極めた文明といえるだろう。しかし、この文明は、多くの人々を

幸福にする一方、それ以外の多くの人々をわきに追いやった。ファン・ヒンケ

ル学長がこのことについて貴重なデータを明らかにされているが、われわれは

こうした不均衡を正すことができなければ、持続可能で平和な世界は、グロー

バルのレベルでも個人のレベルでも実現はおぼつかないのである。すなわち、

技術文明がもたらしたこの巨大な不均衡を是正することこそ、このシンポジウ

ムが目指す最終目標を達成するための中心的な基本条件でなければならないの

である。

次に貧困の撲滅である。これまでになく豊かな文明のなかにあって、貧困の

拡大はわれわれの文明の道徳的な汚点であり、この汚点が存在し続けるかぎり、

われわれの未来は持続不可能である。富める者と貧しい者との較差は、経済が

成長するにつれてかえって拡大しているのである。

価値観の問題に移ろう。私は、われわれを行動に駆り立てる価値観の大切さ

がおおむね同意されたことに非常に勇気づけられた。われわれは、現在われわ

れがかつてない能力を身に付けていることを知っている。テクノロジーの発展

により、文明をわれわれが望む形に実現するのに必要なツールは大幅に拡大し

た。しかし真の問題は、われわれのモティベーションであり、われわれの価値

観である。価値観は同一である必要はないが、ある程度共通である必要はある。

その一つは、いうまでもなく、他者との価値観の違いを尊重することであり、

人間の経験の多様性こそがわれわれに豊かさをもたらすのだという事実を認め

ることである。生態系においても、もっとも優れた生態系とは、もっとも多く

の多様性を包摂するシステムであり、人間のシステムにおいても同様である。

均質性は求めないにしても、個人の自由と権利を護るためには、ある程度共通

の規範や価値や基準を受け入れる必要がある。

このことはまた、何らかの妥協（トレードオフ）を意味する。われわれはし

ばしば自分自身の尊厳や権利と、何らかの利益を得られる機会とを前にした場
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合、両者の間で折り合いをつけているものではないだろうか。車がそのよい例

であろう。車ほどわれわれの行動範囲を広げてくれたテクノロジーは他にない

だろう。一方、われわれは赤信号で停止し、免許を取得し、国によって異なる

が道路の一定の側を走ることを受け入れている。すなわち一定のルールを受け

入れているのである。飛行機で旅行する場合は、ボディチェックも我慢しなけ

ればならない。一昔前ならば、これは個人の尊厳に対する侵害行為とみなされ

た。なぜそれを受け入れるのか。飛行機で旅行するという利益を享受すること、

そして安心して旅行できることのためにある種の折り合いをつけているからで

ある。私がここでいいたいことは、安全保障と人間の尊厳という二つの概念の

均衡を保つこと、両者の間に何らかの折り合いをつけることが必要だというこ

とである。したがってそれは常に単純な選択ではない。

もう一つの私の基本的な信条は、人類一人ひとりが、自分の利益や行動と、

地球大の問題との関係を考えないかぎり、グローバルな問題に効果的に対処す

ることはできないということである。このことのために、われわれにはまだ成

すべきことがたくさんある。WTOシアトル会合でのように、人々が起こりつ

つある事態を認識していたとしても、しばしばその認識を裏付けるものが根拠

のない情報であったり、不十分な知識であったりするのである。したがって、

われわれはこの分野で真の教育を行うことが必要である。ファン・ヒンケル学

長の指導の元で、私は「平和大学」が国連大学と協力してそうした教育におい

て何らかの成果を上げることができればと考えている。

最後に統治を通じた実践について申し上げる。自分たちの未来を自分たちで

創造することは、歴史上恐らく初めてであることに留意すべきであるが、しか

し、われわれが築いているシステムやわれわれの取っている、あるいは取れな

かった行動といったものが、われわれが希望する未来を実際に創造しているの

だということをわれわれは認識すべきである。いいかえると、われわれはそう

した未来に対して何をなそうとしているのか、常に自覚する必要があるという

ことだ。ところで未来の創造に携わる機関は、未だ組織的なものとはいえない。

残念ながら、各国政府も国連も体系的なシステムではないのである。われわれ

が国連改革でやろうとしていることの一つが紛争管理システムの確立である。

このシステムは、ほとんどすべての紛争に関し真に利害関係をもつアクター、

国連機関だけでなく、すべての主要なアクターを集めようとするものである。

このシステムが必要な理由は、国連がすでに国際的な合意を取りつけつつある

さまざまな分野において、国連がけっしてエキスパートとして十分な能力を備

えているとはいえないからで、そうした能力を備えているアクターをテーブル

につかせなければならないし、それこそ参加する意味があるというものである。
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具体的にはWTOやIMFなど、細かい単位で行われる意志決定にも参加すること

になるわけだが、こうした国際機関における意志決定は、今日、社会に幅広い

分野で影響を及ぼすものであり、限られたテクノクラートの専門用語によって

のみ下されるべきではない。また、決定によって影響を受けるすべての人々が

参加できるようなよりよいメカニズムも必要である。アース・カウンシルの主

たる目的は、草の根の地域レベルで人々に権限が与えられ、自らに影響が及ぶ

問題に手助けすることである。

最後にもう一つ、法の支配について触れたい。われわれは、今、超大国であ

るアメリカに対し、それ以外の先進国や中進国、それに途上国が拮抗し得るよ

うな、グローバルなレベルでの実行可能な民主的システム―現在あまり機能

しているとはいえない―を構築する必要があろう。そのようなシステムの元

で初めて、アメリカ以外の先進国や中進国、および発展途上国が、現在あまり

うまく機能しているとはいえない、グローバル・レベルでの民主主義構築のた

めの取り組みに貢献することができるであろう。
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すでに参加者各氏から貴重な発言が行われたこともあり、私は細かい議論は

省こうと思う。たしかに、「人間の安全保障」というコンセプトは、ポスト冷

戦時代の個人に関する重要な問題提起をした。「人間の安全保障」は非軍事的

安全保障といった問題に焦点を移させる意義は大きかったが、このコンセプト

をあまり包括的なものととらえてしまうと、その意味するところが曖昧になっ

てしまう恐れがある。ミクロのアプローチに熱心なあまり、マクロの視点を失

うことは避けるべきである。すなわち、逆説的と思われるかもしれないが、紛

争解決や紛争予防といった、従来の意味の安全保障の重要性も認識する必要が

ある。

90年代、全地球的な世界戦争の脅威は薄れたものの、地域的観点から見ると、

安全に対する脅威はむしろ増大している。南アジアや北東アジアではかなり緊

張が高まっており、核や生物・化学兵器などの大量破壊兵器が拡散する恐れが

あるなど、こうした脅威は21世紀にはさらに高まる可能性がある。したがって、

非軍事的な面を重要視するあまり、小型武器や対人地雷に目を奪われていると、

根源的な安全保障を考えるうえで、こうした大きな脅威の高まりを見落とす危

険性がある。

第二に、小渕総理も昨日言及されたグローバリゼーションの表と裏について

述べたいと思う。グローバリゼーションには、人々の生活の向上など歓迎すべ

き面があるのは確かだ。しかし、イスラム世界やキリスト教や他の世界におい

て、極端なナショナリズムや原理主義の復活が見られるなど否定的側面もある。

グローバリゼーションは進めなければならないが、その過程で文化や国家のア

イデンティティーにも十分な注意を払うことが求められる。発展はけっして一

直線ではない。われわれは人間の権利や価値が、世界的に認められるよう前進

して行かなければならないが、これらの目標を達成していく道程には地域的、

文化的な多様性という障害が立ちはだかっている事実を忘れてはならない。

第三に、すでに何度も言及されたことだが、実施方法の問題、すなわち国連

を含む国際機関の果たす役割に関する問題である。主役である国家の他に、シ

ビル・ソサエティやNGO、マスメディア、知識人などのためにどのような規

範を設けるべきなのであろうか。ここでわれわれは難しい選択を迫られ、時に

大きな妥協を強いられることになる。また非軍事的な制裁といった分野におけ

日本予防外交センター会長

明石　康　Yasushi AKASHI



る国連の役割を強化すれば、制裁を受けた当該国の一般市民の生活水準が低下

することになり、個人の安全が脅かされてしまうといった具合に、制裁対象と

個人の生活という容易に答えが見つからない困難なジレンマがある。

「人間の安全保障」というコンセプトは生き物のように形が変わるが、とく

にファン・ヒンケル学長が提起されたように、人間の尊厳や人間の連帯は有益

な理念であろう。たとえば、日本では不安感がはっきり目に見える形では存在

しにくいが、将来への不安、世代間ギャップ、社会保障を世代間でどう負担す

るかという問題がある。日本人の生活水準は過去100年間に15倍向上したとい

うデータもあるが、その結果、日本人は深刻な精神的、心理的空白に苛まれる

ようになり、多くの日本人がそのことに不安を抱くようになっている。社会に

おけるこのような精神的な安全保障の問題は、社会における世代間のコミュニ

ケーションという課題をもたらす。この世代間対話の問題は、かつては先進国

特有のものだったが、途上国もいずれ直面することになると思われる。これこ

そが、今日のわれわれが直面しつつある、新たな次元の安全保障問題であると

いえよう。
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小和田大使はまず、「国家の安全保障」と「人間の安全保障」という二つの

概念はどちらか一つで十分ということでなく、相互に補完する概念であること

を強調した。時には「国家の安全保障」を拡充させることによって個人の安全

保障を保障することもないわけではないが、「国家の安全保障」がそのまま

「人間の安全保障」に直結するわけではない。「国家の安全保障」は国民の安全

を保証することを目的としており、その意味では、「人間の安全保障」と「国

家の安全保障」は同じことになる。しかし、世界情勢の新たな変化や進展に伴

い、国家自体の利益の観点からではなく、個人の利益という視点から捉えるべ

き問題が生まれていることを大使は指摘した。

次に、志村教授は、主権国家は国際社会の主要なアクターであり続ける一方、

歴史、社会、経済、政治などの各分野において、個人を中心とする力が大きな

変化を引き起こしていることを参加型民主主義の例を挙げて強調した。国連が

選挙を組織し、監視することについては、欧米型の制度の押しつけとする見方

もあるが、世界中のさまざまな国で、何十万もの人々が一票を投じるために、

はるばる遠方から正装してやってきて、何時間も投票所の前で待ち続ける姿を

目にしてからは、教授も、選挙というものの普遍的な価値を確信するようにな

った。国家の重要性は変わることがないだろうが、シビル･ソサエティやNGO

や国際機関はけっして無力なものではない。それらは、国家の競争相手ではな

く、変化を生み出すためのパートナーであり、その変化を確かなものにしてく

れるエージェントであると捉えるべきである。そのことにより、変化は、より

いっそう個人に根を下ろしたものになると述べた。

これに対し、廣野教授はとくに地域レベルにおける「人間の安全保障」関連

プロジェクトの実施のあり方について懸念を表明した。世界的あるいは国家レ

ベルにおける「人間の安全保障」に関する論議や、人類の共通目標の実現に向

けた取り組みを、どうすれば人々の日常生活のレベルにおける問題に置き換え

ることができるか。教授は自らコーディネートする地元ラジオ局の番組で、ど

んな国際関係のトピックについて議論してほしいか市民にアンケートを行った

ところ、市民が選んだトピックのほとんどはテレビや新聞などマスメディアで

取り上げられているものだった。たしかにそれらのトピックも重要だが、市民
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にとってもっと意味のあるトピックが取り上げられてしかるべきである。とい

うのもマスコミは自分たちにとって重要な事柄を取り上げることが多く、それ

は必ずしも一般市民にとって重要なこととはかぎらない。このラジオ番組では、

世界人権宣言を取り上げて、すべての人に衣食住と教育と健康と雇用を保証す

る考え方を紹介している。教授は、このような形でメッセージを発信すること

は、単に世界で起こっている事件について論じることよりも、はるかに深く

人々の心をつかむことができるだろうと述べた。

ブトロス・ガリ博士は、世界中の若者たちがコミュニケーションできる「サ

イバークラブ」や、ローカルラジオ番組、教育現場、さらに模擬議会―自分

たちも参加することができ、本物の議員にメッセージを伝えることのできる

―などを通じて、若者たちと直にふれあう必要性を訴えた。1999年に世界中

の若い国会議員が一堂に会する会議がジュネーブで開催されたことがあり、実

際この時は世界中の1万人を超える若者たちからメッセージが寄せられた。博

士は、若者を短期間海外のボランティア活動に派遣し、遠国とそこに住む人々

のことを知る機会を提供する「ボランタリア制度」を提案した。博士によれば、

今問題なのは、世界のどの国においても人々は国内問題にしか興味を示さず、

国際問題に無関心であることである。一般の人々が国際問題に積極的に関与し

ないかぎり、国際的なシビル･ソサエティの支援の手は届かないし、最低限の

国際的な民主主義も実現しえない。博士は、若い世代の教育や国際交流を通じ

て、未来の指導者を育成する必要性を強調した。

ヒンケル学長は、世論と実際に人々が考えていることの間にギャップがある

ことを指摘した。世論を実際に操っているのはマスメディアであるが、それは、

人々がマスメディアの発するものに関心をもつという仮定のもとに成り立って

いる。マスメディアのメッセージに興味を示すのは平均的な社会集団の現実で

あるが、ややもすると人々はそうしたメッセージを丸のみしてしまう。しかし

実際に人々が考えていることは、そうした世論とはかなり異なっており、一つ

の大雑把な概念としてくくることが難しい多様なものである。ヒンケル学長は

また、多くの問題に対する人々の関心を喚起するためには、それらの問題を

人々の身近なことに引き寄せて考えさせる必要性を説いた。地球的規模でも、

途上国でも多くの問題が手つかずのまま残っているが、それらを身近な問題に

置き換えることはけっして難しいことではない。これまではその努力を怠って

きたために、それらの問題が人々にとって抽象的なレベルにとどまったままで

あったのである。

ロスチャイルド教授は、エスタニスラオ教授が述べた、国家の役割が依然と

して重要であること、および個人とその尊厳が議論の中心とされるべきことを
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改めて強調した。国家の重要な役割の一つは、まさしく個人の権利を守ること

であるが、この点に関して、国家は今さまざまな意味で脅威にさらされている。

ロスチャイルド教授はまた、シビル･ソサエティやNGOがいかなる体系だった

ルールにも拘束されていないというメロン教授の主張にも言及した。官民のパ

ートナーシップを通じた国際機関の政策への影響力を含め、大企業のパワーが

急速に増大していることも、グローバリゼーションがもたらす主要な側面であ

る。教授は投票のために正装して列を作る人々の例を挙げ、民主主義への参加

には計りしれない可能性があること、また、そうした新たな参加型の民主主義

を通じて政府機関の強化を図ることも重要であるとした。これは市場経済移行

国や発展途上国だけの問題ではない。民主主義とはプロセスであり、もっとも

進んだ国々ですら、多くの意味で民主主義が本来もっているフレキシビリティ

と、想像力を急速に失いつつある。「人間の安全保障」関連プロジェクトの実

施について、教授は「児童の権利条約」や教育、諸機関の刊行物など、具体的

な「人間の安全保障」プロジェクトに則して考えることの必要性を訴えた。そ

して教授は、「人間の安全保障」のようなグローバルな政治概念を理解する唯

一の方法は、紛争の恐れのある国も紛争後の国も含め、特定の国や地域で行わ

れている特別のプロジェクトをリストアップし、3年か5年後、あるいはこの日

本国際問題研究所設立50周年の機会に再び集まって、「このプロジェクトは、

結局『人間の安全保障』のために何をなしたのか」、「それは本当に新しい原理

だったのか」、「本当に優れた原理だったのか」を問い直すことであると結んだ。

最後に、ファラ大使は、最終的に大切なことは、貧困ライン以下の生活をし

ている人々をどう支援していくかだと述べた。今日、富める者と貧しい者の格

差はますます広がり、もはや「ベーシック・ヒューマン・ニーズ」について語

るよりも、「人間の安全保障」について論じなければならなくなった。このこ

とは、事態がよりいっそう深刻な状況にあることを意味する。２1世紀は、人

間の尊厳のための闘いという新たな「疾病」に直面することになる。その闘い

のためには、とりわけ富める国の一般市民の教育が必要である。教育や保健関

連プロジェクトに必要な資金を集めるためには、マスメディア、議員、シビ

ル･ソサエティの支援が不可欠である。「人間の安全保障」を実現するためには、

具体的な行動と同時に十分な資金がなくてはならない。大使は最後に、第二次

大戦後、いかなる効果ももたらさない「国家の安全保障」のためにどれほど多

くのものが費やされたかを問いかけることで締めくくった。
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